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【巻頭言】

評価学に関心をもつ多くの関係者が集い、
活発に交流できる学会運営を目ざして

　昨年末に行われた日本評価学会理事会・総会において期せずして会長にご選任頂き、早いもので本誌発
刊時には9ヶ月が過ぎようとしています。20年以上の歴史を持つ重要な学会の会長という重責を担うこと
となり、この間身の引き締まる思いで学会運営に取り組んで来ました。
　私の学問的なバックグラウンドは社会福祉学・保健学であり、評価学領域では自分の専門に引き寄せな
がら、実践家参画型の形成的評価、エビデンスに基づく実践（EBP）などに取り組んで来ましたが、本学
会の中では未だマイナーな存在と認識しています。そのような私を会長に選任して頂いた、学会組織から
期待される私の重要な「使命」は、昨年以来、前会長の山谷清志先生や他の役員の皆さんとご一緒に取り
組んで来た学会改革を、今期役員任期のうちにひとまずの区切りを付けること、そしてそれを次の執行部
に発展的に引き継ぐことにあると認識しています。
　ご承知のように、昨年4月には学会事務局を、20年間お世話になった国際開発センターから行政管理研
究センターに移転しました。この移転を契機に、前執行部は事務局機能の大幅な見直しを行い、理事活動
を中心とした学会運営へと大きくシフトを切り替えて来ました。私の任期中には、この学会運営の改革を
組織として定着させて、より魅力ある学会運営が行えるよう、次の執行部に対して方向付けをし、バトン
タッチしていきたいと考えています。
　この改革によって、学会運営を会員の皆さまの主体的参加による、より活発で自律的なものにすること、
また開かれた学会運営を行うことにより、会員の皆さまのさまざまなご経験を活かして、相互交流が発展
することを目ざしたいと思っています。
　お陰さまで、現執行体制が発足した昨年末以来、新役員の皆さまにはたいへん精力的かつ献身的にご活
動頂き、将来の方向性を一定程度展望できるところまで辿り着いたように考えております。この場を借り
て、関係された皆さまには心より感謝とお礼を申し上げたいと思います。
　新体制での理事会は、これまで計3回（2020年12月、2021年3月・6月）開催しました。また正副会長と6
つの常設委員会の委員長から構成される常任理事会は、これまでに計5回（2020年12月、2021年1月・2月・
4月・6月）開催しています。常任理事会開催の間には、正副会長と事務局による運営・調整ミーティング
と、各委員会が複数回の会議を持ち、常任理事会・理事会では、学会全体の調整と合意を得る方式で、学
会運営を行って来ました。
　委員会活動をこれまで以上に開かれた、活発なものにすることが、これまでの本学会の大きな課題でし
た。各委員会には、原則として他の委員会との併任のない専任担当理事を複数名おき、加えて理事以外の
委員会委員にはそれぞれの領域で活躍されている中堅・若手の会員を各委員長からご推挙頂いて関わって
頂くこととしました。このことが、委員会活動の活性化につながって来たと考えております。
　さらには、各委員会には評価学を構成する多様な領域を代表する会員をバランス良く配置することを心

日本評価学会『日本評価研究』第21巻第2号、2021年、pp.1-2

大島　巌
日本評価学会会長／東北福祉大学副学長・教授
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がけました。評価学は学際的な学問です。本学会では政策評価、開発評価の領域から多くの人材が現在会
員になっています。その他の領域は会員数が必ずしも多くありませんが、保健・医療・福祉・教育・労
働・刑事司法など対人サービス領域における評価は世界的に見るととても重要です。本学会においても、
この「第3の領域」についても、ある程度は意識的に委員を配置しました。
　以上の活動の中で、本学会の主要3事業である、①学会大会の開催（企画委員会所掌）、②学会誌の発行
（編集委員会所掌）、③評価士養成講座の開催（研修委員会所掌）を含めて、学会運営の多くの活動を、6
つの常設委員会が中心になって担えるようになったと考えています。
　さて、以上の委員会活動に加えて、3名の副会長には学会運営改革の重要課題について、会長特命事項
の検討をお願いしました。
　新体制が発足して副会長に付託した特命事項は、5項目ありました（副会長担当は3月理事会時のもの）。
《1》 会員ニーズに応える学会財政の見直し：年会費の見直し、会員増への戦略作成、経費削減（学会誌発

行に関わる経費削減、大会経費の削減など）、契約業務のルール化など（石田副会長担当）
《2》役員選挙制度のあり方（石田副会長担当）
《3》評価士の体系的な資格制度のあり方（津富副会長担当）
《4》会員の倫理と権利に関する規程整備（研究倫理規程のあり方、著作権関係など）（津富副会長担当）
《5》春季大会の持ち方、分科会の活性化（齊藤副会長担当）
　各副会長には、精力的に検討を進めて頂き、本年6月に開催した常任理事会・理事会には、中間報告を
含めた答申レポートをご提出頂きました。
　このうち、石田副会長に諮問した《1》項目と、齊藤副会長に諮問した《5》項目への答申報告は、今後
の本学会活動基盤に関わる重要な内容を多く含んでいます。具体的には、（1）会員数拡大の方策、（2）会
費値下げの可能性、（3）学会誌の発刊形態（電子ジャーナル化等）や刊行コスト削減、（4）大会の実施形
態と参加費徴収方法、（5）会員サービス・情報発信の拡充、（6）研修事業の拡大可能性、（7）委託事業の
見直しなどです。
　この中間答申を踏まえて、6月理事会では、常任理事会の中に「学会の新たな発展に向けた基盤整備検
討会」を設置することとしました。
　この検討会では、今後、
・2021年12月までに活動方針中間報告のまとめ
・2022年9月までに活動方針最終報告のまとめ
　を、ご報告頂くことを予定しています。
　以上を踏まえて、いまの役員任期のうちに、本学会の今後の新たな発展に向けた基盤整備の方向性を、
来年の理事会・総会に対して提示して行きたいと考えております。
　日本の評価学をめぐる近年の新しい情勢として、既存制度では対応できない様々な新しい社会課題の拡
大に対して、課題解決のために新たな発想で生み出される「変革的プログラム」への評価に対する関心が
高まっています。2016年に制定された休眠預金等活用法では、評価が制度の中に明確に位置づけられまし
た。また近年、社会的インパクト評価やエビデンスに基づく政策立案（EBPM）に関心が高まり、科学的
な方法で「変革的プログラム」をより効果的なプログラムモデルへ発展させる有効な評価法が求められて
います。
　このように評価学に対する社会の期待が高まる中、本学会の会員数のさらなる拡大や、会員ニーズによ
り十分に応え得る学会活動の展開が望まれます。
　評価学に関心をもつ多くの関係者が本学会に集い、活発に交流できる学会運営を行うことによって、意
欲があり意識の高い人材が、より多く本学会にご参画頂くことで、本学会をさらに発展させて行きたいと
考えております。
　会員の皆さまの引き続きのご理解・ご協力と学会活動への積極的なご参画を宜しくお願い申し上げます。
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持続可能開発目標の評価（SDGs）

　持続可能な開発目標（Sustainable development Goals以下SDGsと略）が2016年にスタートしてから早くも
5年が経過し、15年間の「中盤戦」に突入している。あと2年もすれば中間年に到達する。早晩、SDGsの
達成見込みや2030年以降の目標の議論が開始されなければならない時期にきている。SDGsの目標は達成
しうるのか、SDGsに続く目標はどのようなものになるべきかについて早晩世界的な議論が始まることに
なる。
　SDGsのこれまでの歩みは平坦ではない。開始直後に英国のEU離脱、米国のトランプ政権の成立などに
代表されるような一国主義の流れが顕著になり、SDGs がその実施の前提とする国際協力・国際協調体制
に逆風が吹きはじめた。ロシア、中国、ミャンマー、ベラルーシのように、SDGs第16目標の「安定して
包摂的な法制度と法の支配」という目標に真っ向から反する政治的事件が頻発している。SDGsとほぼ同
時に成立し、はじめて主要国が参加して成立したパリ協定からトランプ政権が一時離脱を表明したことも
暗い影を投げかけた。加えて、2020年初頭から始まったコロナ（COVID-19）パンデミックは、全世界に
例外なく襲い掛かり、多くの命を奪うとともに、経済を立ちいかなくさせ、途上国の貧困層に特に深刻な
打撃を与えている。SDGs第１目標の貧困解消目標は勿論のこと、コロナ対策によってリソースがクラウ
ド・アウトされる結果として、他のすべての目標の実現のためのリソースが不足し、目標の達成が危うく
なっている。
　一方で、好ましいと思われる展開がないわけではない。まず、米国バイデン政権はパリ協定に復帰し、
国際協調の機運も回復の兆しがある。コロナ禍のもと「全員が安全にならないうちは誰も安全ではない」
という認識が広まり、ワクチン提供の国際的枠組みであるCOVAXにも関心が集まりつつある。SDGsの認
知度は当初は低かったが、ここ数年高まりつつある。SDGsの広報には広告代理店なども関わっている。
そのことの是非は置くとしても、一般の認知度を高めることには大いに貢献している。多くの企業が、そ
の会社広報のパンフレット、WEBページ、あるいは商品宣伝にもSDGsを言及するようになってきている。
これを後押ししているのはESG（環境、社会、ガバナンス）投資の急拡大である。世界持続的投資連合
（GSIA）によれば2020年のESG投資は2018年比15％増の35兆ドルに達した1。ESG投資たるべき要件は
SDGsと概ね一致している。企業にとってSDGsを念頭に置かない事業戦略は困難になりつつある。問われ
るべきは、各企業の戦略が見せかけではない「本物」であるかどうかである。
　SDGsはそれに先立つMDGsが「貧困の半減」や「初等教育の完全普及」など具体的かつ測定可能な8目
標で構成されていたのに対し、17目標169項目と複雑化し、Inclusiveness/No one left behind（包摂性／誰一
人取り残さない）、Resilience（回復力）などの指標化しにくい概念が使われている。これはMDGsの評価
として、貧困削減などの目標は世界全体としては達成されたものの、サブサハラ・アフリカなどの地域が
取り残されてしまったという認識から出てきたものである。また、気候変動などの結果として自然災害が

日本評価学会『日本評価研究』第21巻第2号、2021年、pp.3-4

林　薫
文教大学国際学部

【特集に寄せて】
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激増しているという状況も踏まえられている。東日本大震災がResilience概念の主流化に影響を与えたこと
もほぼ間違いないと思われる。
　SDGsのスタート時点では、169の項目に対応した指標が特定、確認されておらず、作業が続けられてい
た。このような状況下、SDGsについて評価の観点から研究を行うべきという長尾眞文国際大学教授（当
時）の提唱によって2016年に日本評価学会にSDGs研究部会が立ち上げられた。この準備、基礎固めとし
て、2015年12月に沖縄のJICA国際センターで開催された第16回全国大会でラウンドテーブル「サステイナ
ビリティーをどう評価するか」を実施した。ここでは評価で取り扱うべき重点分野の検討、特に分野横断
的な分野における評価指標、付加価値ベースの経済指標を使い続けることの問題、民間企業で使われてい
るバランス・スコアカードの活用、などの議論が行われた。
　その後2016年度は研究部会活動が本格的に行われ、日本の地域社会の持続性の取り組みなどの報告も含
め、SDGs の評価に関する多面的な検討が行われた。また2016年度には、日本学術振興会科学研究費助成
事業（JP16K13348）の適用も受けることになった。一連の議論の成果は2017年12月に新潟コンベンション
センターで開催された第18回全国大会で国際セッション「SDGsのためのコミュニティーレベルでの評価
能力開発」および共通論題セッション「SDGsの評価」の二つにおいて研究部会での成果報告と、それを
発展させた議論を行った。
　今回の特集はこの新潟大会での成果と議論をさらに深化させることを目指したものである。大きな論点
は三つある。その一つは、キャパシティーに関わるものである。SDGsの評価のためには特に途上国で評
価能力をどの様に構築していくかが大きな課題である。Naidoo氏の寄稿、村岡会員・日野氏の論文はこの
問題に向き合っている。長尾会員の実践・調査報告は、SDGsの評価をどのようにしてキャパシティー・
ディベロップメントに活用することができるか、その取り組みについて論じている。
　二番目の課題は、SDGsの理念的・抽象的目標の評価可能性に関するものである。米原会員の論文は、
SDG理念型目標の代表例であるSDG4.7のESDに注目し、公立小学校においてESD評価のアクション・リサ
ーチを通じて、ローカルな文脈に適合した「形成的‐参加型」評価の必要性を論じている。
　三番目の課題は、SDGsが多くの目標を包含することにより、全体の評価セオリーが見えなくなってい
る問題である。林の論文はSDGs第7目標を通じて、個別目標の指標が必ずしもSDGs全体の持続性を高め
ることにはつながらないことを指摘している。
　研究部会や新潟大会で論じられた上記の論点に加えて、江口会員の研究ノートは改訂されたDAC評価項
目とSDGsの関係について示唆に富むものである。極めて時宜を得たものであるので、特集の一つとした。
　SDGs中間年が迫る中、SDGsの評価に関して議論を喚起することになれば幸甚である。

注記

1　 日本経済新聞2021年7月19日
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1. Introduction 

 This paper provides an overview of the role of the Independent Evaluation Office (IEO) of the United Nations 
Development Programme (UNDP) in advancing “critical reflection”, as a “public democratic and accountability 
good”, to help entrench and advance the credibility of UNDP’s programme support. UNDP is the largest 
development organization within the United Nations (UN) family, has been in field-based operations for over 50 
years, and its work spans over 170 countries and through several iterations of Strategic Plans, supports programmes 
endorsed by the Member States for an ambitious and complex development agenda. The work of the organization is 
made possible by its historic track record and partnership approach, funded through voluntary contributions, largely 
by donors and governments, who show confidence by investing in the organization to use its global presence and 
expertise to advance development. A significant part of the trust and confidence is placed by UNDP in its 
independent oversights architecture, which includes the independent evaluation unit.  
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Abstract

The Independent Evaluation Office (IEO) of the United Nations Development Programme (UNDP) plays a critical 
role in advancing the credibility of UNDP’s programme support and sustainable development. Providing an overview 
of IEO’s evaluation activities, this paper describes its mandate and approach in supporting accountability within 
UNDP and in building countries’ national evaluation capacities. Specifically, it suggests there is a need for 
investment in evaluation for greater development effectiveness at the country level. The paper illustrates challenges 
in linking national evaluation and Agenda 2030, and IEO’s initiatives to support countries in diagnosing their 
evaluation capacities. It suggests the efforts of the United Nations should focus on addressing institutional and 
process issues to accelerate evaluation capacities. To this end, the United Nations Evaluation Group (UNEG), as an 
interagency professional network, with its tools and expertise, should undertake advocacy efforts to advance the role 
of evaluation in the SDG follow up and review process.
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The nature of the work of IEO requires unconstrained access to UNDP programmes for assessment, and the 
ability to report directly on its findings to the Executive Board,3 programme countries and related programme 
partners. IEO has a mandate that relates to both accountability and learning, which has generated the highest levels of 
transparency on organizational performance. In the past decade, over 150 assessments of UNDP were undertaken, 
providing a high repository of development evaluation assessments to draw upon for accountability and learning 
purposes, some of which are shared through this paper.  

The importance of robust and credible evaluation capacity at the country level is more critical today than 
during the Millennium Development Goals (MDGs) period given the obligations for country reporting on their 
Sustainable Development Goals (SDGs) progress. Apart from the work of the largest evaluation office in the UN 
system, IEO has further contributed to the evaluation profession in its role as Secretariat of the  United Nations 
Evaluation Group (UNEG), and its particular Vice-Chairpersonship of the key stream of evaluation work relating to 
methodological development and advancement. This includes work on UNEG norms and standards, 
professionalization, peer reviews, humanitarian, culture and gender evaluation, system-wide evaluation and critically, 
evaluation of the SDGs.  It is in areas such as the SDGs that the IEO has been the most active, using its National 
Evaluation Capacity (NEC) series to appropriately theme and thus focus global events. IEO has been able to advance 
the global SDG conversation, given its evaluation leadership role, and also bring in related evaluation issues such as 
appropriateness of methodologies, evaluation criteria, etc. This paper concludes with one of the IEO’s tangible 
contributions, that is the SDGs Diagnostic Guidance, which is being tested to countries in their reporting on SDG 
progress as required by the UN.  

Following the introductory section, Section 2 of the paper describes the mandate and approach of IEO as it 
relates to its function of supporting the accountability function within UNDP, and building national evaluation 
capacities. The section also provides an overview of the key evaluation activities of IEO. Section 3 discusses key 
issues for evaluations in the context of SDG programming.  Section 4 analyses challenges in linking national 
evaluation and Agenda 2030 and IEO initiatives in supporting countries to diagnose their evaluation capacities.  The 
last section looks at options for accelerating national evaluation capacities and the role of UNEG in supporting this 
task. 

2. The Independent Evaluation Office (IEO) of the UNDP

2.1 Evaluation mandate
The work of IEO, an independent unit reporting directly and accountable to the Executive Board of UNDP, is 

governed by an Evaluation Policy (UNDP 2019), with key provisions contained therein to ensure structural, 
budgetary, human resources and evaluation content and dissemination decisions. The accountability function of IEO 
is strengthened through engagement with the Audit and Evaluation Advisory Committee, whilst methodological 
quality assurance occurs through the Evaluation Advisory Panel.  The evaluation budget for the organization is set at 
1% of total resources, with 0.2% dedicated to IEO. The key areas of IEO’s work are: (a) conduct Independent 
Country Program Evaluations (ICPEs) of UNDP country programmes in 170 countries, informing the new country 
programmes; (b) conduct thematic and corporate evaluations based on UNDP Strategic Plans (UNDP Executive 
Board 2008 and 2013); (c) quality assess decentralized or self-evaluations and maintain a repository of these; and (d) 
support efforts to build national evaluation capacity. 

 As the largest evaluation office in the UN system, IEO provides leadership as Secretariat to the professional 
body of UN evaluators, the UNEG.  The UNEG is a voluntary professional association of 46 United Nations funds, 
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programmes, specialized agencies and affiliated organizations. IEO has provided leadership to the UNEG in its 
formation and development, and has consistently provided technical and financial support.4  The UNEG strategy for 
2014-2019 has four strategic focus areas : (a) evaluation functions and products that uphold UNEG norms and 
standards; (b) evaluation in support of accountability and programme learning; (c) United Nations system-wide 
initiatives and emerging demands; and (d) UNEG benefits from contributions to an enhanced global evaluation 
profession. A key achievement of UNEG has been the inclusion of evaluation in the 2030 Agenda, with the UNEG 
playing a critical role in advocating the importance of evaluation during intergovernmental negotiations to shape it.

2.2  Scope of UNDP’s work
UNDP delivers complex and ambitious development support in areas such as sustainable development, 

inclusive governance, and enhancing resilience. It is the largest development agency in the United Nations, 
maintaining a presence in 170 locations across the globe, with dedicated offices in 130 countries working across 
different development contexts. UNDP, which turned 50 years old in 2017, has a strong and entrenched global 
presence, and its support is sought to strengthen government capacities across a range of development areas it 
supports: from addressing issues related to crises, democratic processes, local development, rule of law, to 
environment management within its broader poverty reduction mandate. It supports efforts in the most difficult and 
complex development contexts globally, with programmes in countries such as Afghanistan, the Democratic 
Republic of the Congo and Iraq, addressing a broad mandate, and thriving to meet high expectations from citizens, 
governments, other development agencies and donors who expect high-quality support. Its budget of USD 15.8 
billion for the period 2014-2017, is inadequate for the demands, which have increased as new development issues 
and crisis have emerged, in particular, environmental, social and political challenges. It has a pro-poor agenda, and to 
make an impact in this area and be recognized for such is difficult.  

2.3 Key activities of IEO

2.3.1 Independent Country Programme Evaluations
A core part of IEO’s work relates to assessing the performance of the country programmes towards the end of 

the cycle, through independent evaluation, as a key input into the next programme. The Independent Country 
Programme Evaluations (ICPEs), prior to 2017 called Assessment of Development Results (ADRs), capture and 
present evaluative evidence of UNDP’s contributions to development results at the country level, as well as the 
effectiveness of UNDP’s strategy in facilitating and leveraging national efforts to achieve development results.  
Based on the principle of national ownership, IEO seeks to conduct ICPEs in collaboration with the national 
government whenever agreed and possible. The ICPEs support greater UNDP accountability to national stakeholders 
and programmes, serve as a means of quality assurance for UNDP interventions at the country level, are used in the 
preparation of the new country programmes, and contribute to learning at corporate, regional and country levels.

IEO has completed 106 ICPEs since 2002, which also form the basis for thematic evaluations that are 
periodically conducted to reflect on the extent to which strategic programme thrusts (poverty reduction, gender, 
sustainable environment, governance, etc.) are realized. The ICPEs that have been conducted by IEO since 2002 
across the five regions of UNDP programme are presented in Table 1.
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2.3.2  Global thematic (corporate) evaluations
Global thematic (corporate) evaluations are conducted by IEO to assess UNDP performance in areas that are 

critical to ensuring sustained contribution to development results in the context of emerging development issues and 
changing priorities at the global and regional levels. To this end, thematic evaluations cover, for example, UNDP 
policies, key programme areas, partnerships, programmatic approaches, cooperation modalities, or business models. 
The thematic evaluations have made an important contribution to informing UNDP’s programme strategies. The 
evaluations conducted by IEO since 2012 are presented in Box 1.  IEO also engages in evaluations conducted jointly 
with other UN organizations to assess system-wide performance.

Box 1  Global thematic evaluations conducted by IEO since 20125

Hyperlinks to global thematic evaluations conducted by IEO since 2012

Evaluation of the UNDP Strategic Plan and Global and Regional Programmes 2017

Joint Assessment of the Institutional Effectiveness of UNDP 2017

Evaluation of UNDP Contribution to Anti-corruption and Addressing Drivers of Corruption 2016

Evaluation of UNDP support to disability-inclusive development 2016

Evaluation of the UNDP contribution to mine action 2015

Joint Evaluation of the Small Grants Programme by GEF/UNDP 2015

Evaluation of the UNDP contribution to gender equality and women’s empowerment 2015

Evaluation of the Contribution of the Global and Regional Human Development Reports to Public Policy Processes 2015

Table 1　UNDP Programme Countries Covered by the Independent Country Programme Evaluation

Source: UNDP, IEO Evaluation Resource Centre  (data as of January 2020)2.3.2  Global thematic (corporate) evaluations

Africa Arab States Asia and the Pacifi c
Europe and the 

CIS
Latin America and the Caribbean

1.Angola*
2.Benin
3.Botswana
4.Burkina Faso
5.Cameroon
6.Comoros
7.Congo 
　Republic*
8.Congo DRC
9.Côte d’Ivoire
10. Equatorial　

Guinea
11.Ethiopia*
12.Gabon
13.Ghana
14.Kenya
15.Liberia
16.

17.Madagascar
18.Malawi
19.Mali
20.Mauritania
21. Mozam-

bique
22.Namibia
23.Niger
24.Nigeria
25.Rwanda*
26.Sao Tome
　 and Principe
27.Senegal
28.Seychelles
29.Sierra 
　 Leone*
30.Tanzania
31.Togo
32.Uganda
33.Zambia
34.Zimbabwe

1.Algeria
2.Djibouti
3.Egypt
4.Iraq
5.Jordan*
6.Kuwait
7.Libya
8.Morocco
9.Somalia*
10.Sudan
11.Syria
12.Tunisia*
13.United Arab
　 Emirates
14.Yemen*

1.Afghanistan*
2.Bangladesh*
3.Bhutan*
4.Cambodia
5.China*
6.East Timor
7.Fiji
8.India*
9.Indonesia
10.Lao
11.Malaysia
12.Maldives
13.Mongolia
14.Nepal
15.

16.Pakistan
17. Papua New 

Guinea
18.Philippines*
19.Sri Lanka
20.Thailand
21.Timor-Leste
22.Viet Nam*

1.Albania
2.Armenia
3.Bosnia and
   Hercegovina*
4.Bulgaria
5.Croatia
6.Georgia
7.Kyrgyzstan
8.Moldova
9.Montenegro
10.Serbia
11.Tajikistan
12.Turkey*
13.Ukraine
14.Uzbekistan

1.Argentina
2.Barbados
3.Brazil
4.Chile*
5.Colombia*
6.Costa Rica
7.Cuba
8.

9.Dominican 
　Republic
10.Ecuador
11.El Salvador
12.Guatemala*
13.Guyana
14.Honduras
15.Jamaica*
16.Mexico
17.Nicaragua
18.Paraguay*
19.Peru
20.Uruguay
21.Venezuela

*Countries covered by more than one ICPE/ADR
Note: Since 2012, 102 out of 140 UNDP countries have been assessed by country-level assessment. With IEO’s plan for 100% 
coverage, ICPE will eventually cover all countries

128 66
ADR/ICPS were
conducted in
total since 2002

ADR/ICPE were
conducted since
2012
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Evaluation of the role of UNDP in supporting national achievement of the Millennium Development Goals 2015

Evaluation of UNDP Contribution to South-South and Triangular Cooperation (2008-2011) 2013

Evaluation of UNDP Strategic Plan 2008-2013 2013

Evaluation of UNDP Support to Con ict-Affected Countries in the Context of UN Peace Operations 2013

Evaluation of UNDP Contribution to Poverty Reduction 2013

Evaluation of UNDP contribution to strengthening electoral systems and processes 2012

Evaluation of UNDP Partnership with Global Funds and Philanthropic Foundations 2012

Responding to the signature development solutions of the new Strategic Plan for 2018-2021, IEO will be 
carrying out six thematic evaluations in the areas of accelerating structural transformations for sustainable 
development, and enhancing prevention and recovery for resilient societies. In addition, IEO will be assessing 
UNDP’s programme processes, support to multi-donor pool financing and operational services to the UN.  

The thematic evaluation uses multiple methods and takes an iterative approach to gathering diverse 
perspectives in assessing UNDP’s performance. Evidence is gathered from document reviews, a meta-analysis of 
evaluations, regional and country case study missions, interviews and surveys. An example of the multi-method 
approach used in the recent Strategic Plan evaluation is illustrated in Figure 1. 

Source: UNDP, IEO (2017), Evaluation of UNDP Strategic Plan and Global and Regional Programme   

Figure 1   Multiple-methods used in Strategic Plan evaluation
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2.3.3 Oversights of decentralization evaluation 
The IEO recognizes that high‐quality evaluations are critical for results‐based management, knowledge 

generation for wider use, and accountability to programme partners. One of the requirements of the UNDP evaluation 
policy is that programme units ̶policy, practice, regional bureaus and country offices̶ensure that evaluations 
inform programme management and contribute to development results (UNDP 2019). There is increased emphasis 
therefore to strengthen support for decentralized evaluations (those carried out by programme units) to increase the 
number and coverage of evaluations, improve programme units’ compliance with the evaluation policy, enhance the 
quality of evaluations, and increase policymakers’and stakeholders’use of evaluations. Figure 2 illustrates the 
activities of IEO to support decentralized evaluation in UNDP.

IEO has been undertaking quality assessments of UNDP country office evaluation reports since 2011. A review 
of the UNDP evaluation policy in 2014 raised concerns about the quality and independence of decentralized 
evaluations, and made some recommendations to strengthen the ongoing quality assessment process (Le Groupe-
conseil baastel ltée 2014). As a result, a hold was put on quality assessment of evaluations in 2015 for two years, 
while a new policy and a revised strategy to support decentralized evaluations was put in place.  The Quality 
Assessment process is undertaken annually following a rigorous assurance process.   The key steps entail: 
•  Evaluation Posting : A programme unit posts an electronic and printable copy of the evaluation report on the 

Evaluation Resource Centre6 as soon as the report is completed. Programme units are responsible for the 
timely posting and updating of evaluation reports.  
•   Verification : IEO verifies if a report posted on the Evaluation Resource Centre is part of the programme 

unit’s evaluation plan.  
•  Quality Assessment : IEO sends the evaluation report to a contracted reviewer to conduct a quality review.
•   Feedback : Upon receiving the quality assessment report from the reviewer, IEO reviews the report and then 

makes it available to the respective programme units.  

Figure 2　IEO activities to strengthen decentralized evaluations

Source: UNDP  Independent Evaluation of ce
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To ensure quality and consistency, IEO has engaged a pool of evaluation and thematic experts to undertake the 
quality assessment. These reviewers are senior development professionals with a detailed knowledge of evaluation in 
their thematic areas, an understanding of UNDP’s strategic approach, in general, as well as in evaluation, and also 
have strong regional and country level knowledge and experience. IEO periodically verifies the quality assessment 
process to ensure interrater reliability. 

Annually, about 250 evaluations conducted by UNDP programme units are quality assessed, including the 
evaluation of the Global Environment Facility funded projects. For example, of the 255 evaluations assessed in 2016, 
28 percent were found satisfactory in that they followed minimum criteria in the Handbook on Planning, Monitoring 
and Evaluating for Development Results; 47 percent were found to be moderately satisfactory, or came close to 
meeting expectations, with some minor weaknesses; the rest, 25 percent, were found to be less than satisfactory. This 
feedback has helped programme units to strengthen the quality of their evaluations.

2.3.4 NEC Conference series: 2009-2017 
For over two decades, IEO has supported building national evaluation capacity. One of the key national 

evaluation capacity development efforts of IEO is the biennial international conferences to provide a knowledge 
exchange platform on national evaluations. These N ational Evaluation Capacity Conferences (NEC Conferences) 
have been taking place since 2009, when the first NEC Conference was held in partnership with the Government of 
Morocco. Subsequently, the NEC conferences were held in South Africa, Brazil, Thailand, and the recent one in 
Turkey. The three NEC conferences in Morocco, South Africa, and Brazil discussed the evaluation function, systems, 
and processes from the perspectives of independence, credibility, and use.7  The NEC conferences in Thailand and 
Turkey addressed evaluation issues pertaining to SDGs. Figure 3 presents the evolution of the NEC Conference 
series. 

The fundamental premise of the NEC conferences is to provide the deliberative space for countries with 
different levels of evaluation capacities to share their lessons and experiences.  While providing a regional platform 
for evaluation practice exchange, the high participation of government representatives makes the NEC conferences 

Figure 3　Evolution of NEC conferences

Source: UNDP, IEO (2017b). NEC 2017 Concept Note .
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different from other evaluation events. The cutting-edge discussions and workshops on evaluation challenges and 
how to address them, and lessons from the field, have made NEC conferences an important forum for government 
actors and evaluation professionals, as well development actors in general.  

The NEC conference in Turkey was notable as the largest evaluation knowledge facilitation event bringing 
together government representatives, evaluation professionals, and civil society actors. Discussions on issues related 
to “People, Planet, and Progress in the SDG Era” enabled an exchange of lessons, innovations, experiences, and 
perspectives in developing and adapting national evaluation capacities in light of the SDGs (See Figure 4).  The 
conference discussed ways to respond to SDG specificities and enabled taking stock of some of the evaluation 
practices that fall short of facilitating SDG evaluations.    

With over 500 participants from different stakeholder groups from over 110 countries, the NEC Conference 
provided a platform for partnerships to strengthen national evaluation systems. The high turnout at the event reflects 
the increasing interest and progress by national governments to develop viable evaluation systems. Discussions such 
as the relevance of the OECD Development Assistance Committee (DAC) evaluation criteria explored the 
advantages and limitations of the application of the criteria, and areas where changes are required moving forward 
with SDG evaluations. The discussion on leaving no one behind addressed areas that need specific attention, for 
example, gender inequalities, issues of people with disabilities, and regional inequalities in the conduct of evaluation.

3. MDGs to SDGs: What is different this time around for evaluations 

While principles such as sustainability, peace, equality, inclusiveness and integrated agenda are not new, the 
thrust the SDGs give to them provides another opportunity for the countries of the world to change the course of the 
development discourse in addressing fundamental factors that underpin development and growth. The Agenda 
stipulates country-led evaluations as an important component of the follow up and review process for the SDGs.8    

Holistic approach to development programming
The SDGs, unlike their predecessor MDGs, start by acknowledging that the world is more complex and the 

Figure 4   Focus of the Istanbul NEC Conference in 2017

Source: UNDP, IEO (2017b). NEC 2017 Concept Note .  
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focus on social issues, while important, is not by itself sufficient. The SDGs also seek to integrate all the 
development challenges - inequalities, employment, climate change, governance - to find a more comprehensive 
response.  The lack of clarity on what integrated programming entails remains a challenge both for development 
agencies as well as governments. A common perception is that integrated programming leads to a loss of focus in 
individual programme areas. There is limited strategizing for integrated programming, particularly in developing 
joint outcomes and indicators for designing development interventions. In addition, development funds are allocated 
to specific programme areas, and government allocation systems are not yet equipped to assign resources and 
responsibilities for integrated programming. Limited efforts are made to overcome such a compartmentalized 
approach when addressing complex development issues such as poverty reduction, environment, and disaster risk 
reduction or climate change adaptation.

National ownership of the evaluation systems and processes
The responsibility of initiating the development processes required to achieve the SDGs by 2030 lies within the 

states including funding for the SDGs, which is an important shift from the MDGs, and a significant one. While the 
onus is on the countries, there are bound to be competing priorities, and decisions are bound to be driven by political 
considerations as well.  International development cooperation can play an important role in encouraging and 
supporting public policy process that underscores key principles of the SDGs. 

Universality of the Agenda
The transformative agenda and the universality of the SDGs, their applicability to least developed as well as 

highly developed countries makes them significantly different from earlier global development efforts. It is a 
development agenda for all, and NEC-Istanbul reflected this in the most global participation by the government on 
the evaluation and SDG subject to-date, surpassing all global records. The renewed emphasis on development 
partnerships for achieving the SDGs is fundamental for collaborative efforts beyond aid. Japan, with an Official 
Development Assistance (ODA) record of over 60 years, a key funder of multi-lateral assistance, has taken measures 
to include Agenda 2030 in its development planning.  The lessons from Japan’s prioritization of eight SDG areas and 
national reviews will also be critical. Initiatives, such as “SDGs Promotion Headquarters,” to foster close 
cooperation among relevant ministries and government agencies, and to lead the comprehensive and effective 
implementation of SDG-related measures are critical in facilitating sustainable development oriented partnerships.  
The success of Japan shall be closely watched in this area, given its strategic prominence  as a supporter of a global 
development agenda in all areas of work across the UN system.  

4. Str engthening linkages between national systems, national evaluation and Agenda 2030: 
the National Evaluation Diagnostic Tool

4.1  Linking National evaluation capacity and Agenda 2030
Countries are interested in evaluation to strengthen their governance agenda and public-sector performance. 

However, they start from very different levels of both evaluation capacity and general government capacity and 
resources. Assessments of the national evaluation capacities show that they are evolving, but not at the required pace 
(Guzman et al. 2014; DIFID 2014; UNDP, IEO 2015a ; Biscaye et al. 2015). There are three broad categories of 
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evaluation capacity. Mature capacities, where national evaluation is well established, with evaluations mainstreamed 
across government institutions, with sophisticated data systems.  Countries with evolving capacities show a level of 
commitment to evaluation, but the number of national programmes that are evaluated continues to be limited. Data 
systems generate information on a set of indicators. Emergent evaluation capacities are in the process of creating an 
enabling environment for evaluation and only generate basic data.  Most countries represent evolving and emergent 
capacities, with examples of sophisticated evaluation systems remaining an exception.  

The deliberations of the NEC Conferences over the years point to constraints in the use of evaluations.  There 
is poor alignment of evaluation systems and national planning processes. Timing and scope of evaluations are often 
not aligned with planning and budget cycles. Learning loops or formal processes for using/applying evaluation 
findings is an area that needs attention. Evaluation policies and legislation, while found in several countries, are not 
always followed up by independent institutional measures.

While national evaluation policies are critical for strengthening evaluation systems and capacities, the 
experience of the MDG period has pointed to the importance of robust statistical systems for managing development 
progress (UNDP, IEO 2015a; UNDP, IEO 2015b; UN Joint Inspection Unit 2016) . Significant development data 
challenges remain, and official data is often used for reporting and not so much for public policy decisions or 
performance monitoring. Enabling a policy environment for national evaluation capacity development is critical for 
moving forward on SDG-evaluations. Countries are yet to prioritize data capacities (UNDP, IEO 2015b; Dunning & 
Karlow 2016).

Developing evaluation capacities is evolutionary and seldom linear, and can easily be derailed by political 
changes.  It is often seen as an additional burden and not adequately integrated, and, if so, it is often not given the 
space for critical judgment due to inadequate evaluation policy. Countries with nascent evaluation functions cannot 
be expected to produce and use high-quality, cross-sectoral real-time evaluations within a three-, five- or even ten-
year time span. The setting up of evaluation systems needs to take into account several complex organizational and 
capacity issues, most of which are not in place, and which, thus, result in a mismatch between expectations and the 
actual capacity of the prevailing administrative systems and culture.

4.2  Responding to evaluation capacity needs: the National Evaluation Diagnostic Tool 
At the country level, there is considerable demand for tools and resources to strengthen national evaluation 

frameworks for the SDGs and inform country-led evaluation processes and systems that are central to the follow-up 
and review of the progress on SDGs.  Assessing national evaluation needs and capacities are critical as countries are 
integrating the SDGs into their national development strategies. Responding to this demand, IEO developed the 
National Evaluation Guidance and an Online self-assessment tool (UNDP, IEO 2019).

The Online Self-Assessment Tool for national evaluation diagnostics and strategizing, developed by IEO, 
provides tools for step-by-step evaluation capacity diagnosis, needs assessment, and action points in developing a 
country’s evaluation framework for the national development strategies (which includes the SDGs). The Self-
Assessment Tool considers the development of national evaluation capacities in the era of the SDGs an effort to 
integrate, strengthen, and connect three interlocking elements, i.e., national systems of the government, Agenda 
2030, and evaluation systems and processes.  What is also fundamental to the IEO approach is that national 
evaluation capacity cannot be seen in isolation from other government systems and processes.

The Self-Assessment Tool provides a flexible and practical framework to enable governments and other 
development actors to develop a systematic approach to determining key areas, pathways, and parameters for 
evaluating national development strategies and SDGs.  It also details action points to be considered in developing a 
country’s evaluation framework for the national development strategies and the SDGs, and will facilitate identifying 
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various steps in developing a country-level evaluation framework.  The online tool can be tailored for use by federal 
government, regional/state government as well as local levels. The four modules of the Self-Assessment Tool are 
presented in Table 2. The modules enable an understanding and building of an enabling environment for national 
evaluation systems, linking evaluation systems and national and local SDG (development) planning; diagnose 
existing evaluation capacities; strengthen and institutionalise evaluation capacities; and integrate SDGs specificities 
into evaluation processes and practices. 

The Guidance and the Self-Assessment Tool situates evaluative practices within the context of other public-
sector feedback mechanisms and recognizes that evaluation is a practice that is built over time, rather than a set of 
outputs. It is based on the principles that evaluations will be country-led, take an integrated view of systems and 
development, and will be learning and utilization-focused. It also incorporates the principles of the inclusive and 
participatory approach to evaluations, emphasizing the importance of integration into national systems and not 
creating additional burdens or duplicating systems.  

A set of activities will be carried out by IEO for the dissemination of the Tool at the country level and to 
evaluation and development stakeholders. The activities include those aimed at increasing the awareness about the 
Tool, enabling its rollout, orientation and training to relevant stakeholders who are likely to use the Tool, and 
initiatives for wider reach to evaluation and development stakeholders.  The Tool will be rolled out initially in 10 
countries across five regions, and at the regional workshops where there will be an opportunity to engage with a 
higher number of countries willing to champion the Tool. IEO recognizes that the Tool complements other ongoing 
efforts such as Mainstream, Acceleration and Policy Support (MAPS), sector capacity assessments, High-level 
Political Forum on Sustainable Development (HLPF) related events, where the synergies of the Tool can provide a 
holistic support on SDG-mainstreaming and analytics.  

5. Need for joint action: the role of UNEG

There is need for considerable investment in evaluation for greater development effectiveness at the country 
level. While this needs to be country-led, efforts at multiple levels are critical to support national efforts to strengthen 
evaluation processes and systems. A more systemic approach to national evaluations is needed, which entails a 
holistic view of development and looking at evaluations as an interaction between a complex set of actors and 
actions.  Efforts of the UN, as well as other actors, should, therefore, focus on addressing institutional and process 
issues that can accelerate evaluation capacities.

At the UN, the SDGs require the attention of several agencies and actors. Each entity has its mandate as well as 
comparative advantages, rich experiences and potential opportunities. UNEG, as an interagency professional 
network, is supporting this work by providing tools and technical skills. Evaluation of SDGs is the dedicated work of 

Table 2  Module of the Self-Assessment Tool

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4

Understand enabling 
environment for national 
evaluation systems

Connecting national 
systems and Agenda 2030 
to the national evaluation 
system

Strengthening and 
institutionalising evalua-
tion capacities

Integrating SDGs /
sustainable development 
speci cities in evaluation 
processes and evaluations

Source: UNDP, IEO (2019)
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UNEG, which is well-placed to undertake advocacy regarding the role of evaluation in the SDG follow-up and 
review process. The UNEG “Norms and Standards” and its “Competency Framework” recognize the importance of 
fostering national ownership and capacity for evaluation (UNEG 2016a). UNEG is also engaged in efforts on 
promoting a credible independent system-wide evaluation mechanism. UNEG is exploring ways to determine the 
role of UN organizations in the 2030 Agenda follow-up and review process at different levels, and the role of UNEG 
in contributing to that. Evaluation reforms are needed for UN agencies to respond to SDG-related programme 
support appropriately (UNEG 2016b).  Partnership with forums such as the Evaluation Capacity Group (ECG) and 
the OECD DAC evaluation network has been important in this process.

The national evaluation capacity initiatives need to be more regular, focused and deeper drawing in the 
oversight units of the government into the conversation. Countries use a variety of accountability and transparency 
mechanisms, and there is need for an alignment between such complementary systems. Whereas the demand for 
evaluation as a feedback loop is rising, monitoring nonetheless remains a much more prominent practice, especially 
at the level of many policy-makers. There remains a certain level of apprehensiveness to the notion of ‘evaluation’ – 
with its judgemental and diagnostic element about past performance. This often reflects the lack of a culture where 
critical reflection is encouraged, when it should be more important to “improve” government performance, than 
“prove” performance, noting the inherent positive bias that comes from all forms of self-reporting by evaluands.  
Complementary accountability mechanisms, those that are already well established, can be entry points to strengthen 
the evaluation culture. 

SDG success is a combination of political commitment and technical competence, genuine and sustainable 
engagement with civil society, academia and communities so that it is localized to the extent it makes a tangible 
impact.  What countries are likely to achieve over the course of the next five, ten, and fifteen years hinges on their 
current points of departure. Agenda 2030 puts heavy emphasis on national ownership and leadership, in line with the 
Paris Declaration on Aid Effectiveness  and the Accra Agenda for Action.9  

The inclusive and participatory process of the SDGs resulted in a comprehensive, far-reaching and people-
centred set of universal and transformative goals and targets, perhaps the global community’s single largest 
developmental agenda, roadmap and hope for a more equitable, inclusive, resilient, peaceful and sustainable planet.  
Ownership is broad-based and strengthens the demand for accountability for results. This is the context to which 
national evaluation practice and capacities must respond.10 Agenda 2030’s follow-up and Review Principles provide 
strong backing for evidence-based decision-making; shift the attention from the MDG focus on reporting at the 
global level to an SDG focus of learning and improvement at the local level; and mandate the UN system to support 
countries in the development of monitoring and evaluation systems. All evaluations conducted must include SDG 
lens and need to be a reflection on what constitutes appropriate criteria for development outcomes. 

Notes

1  An earlier version of this paper was presented at the Annual Conference of the Japan Evaluation Society held in Niigata, Japan 
in December 2017.

2  Former affiliation: UNDP, Indran Naidoo, Director, Independent Evaluation Office, United Nations Development Programme, 
New York, USA

3  The Executive Board of UNDP, UNFPA and UNOPS, comprised of 36 members, was created by General Assembly resolution 

48/162 of 20 December 1993. The Executive Board superseded the 48-member Governing Council on 1 January 1994.
4  See Annual Reports on the Evaluation for the Years 2015, 2016, 2017,  http://web.undp.org/evaluation/annual-report/are.shtml 

5  The global thematic evaluations conducted by IEO can be found here: http://web.undp.org/evaluation/evaluations/
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thematic-evaluations.shtml
6  See Evaluation Resource Centre, http://erc.undp.org  
7  See NEC Morocco http://www.nec2013.org/downloads/NEC-2009-Proceedings.pdf; NEC South Africa http://www.nec2013.

org/downloads/NEC-2011-Proceedings.pdf; http://www.nec2013.org/;  NEC Brazil  http://www.nec2013.org/ ; NEC Thailand 
http://www.nec2015.net/ ; NEC Turkey http://web.undp.org/evaluation/nec2017/overview.shtm 

8  UN General Assembly, 2016. “A/RES/70/299 - Follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development at the 
global level” (2016); UN ECOSOC. “E/HLS/2016/1 - Ministerial declaration of the 2016 HLPF”.

9  Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action, 2005.   http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisde
clarationandaccraagendaforaction.htm ; 

10 Key note address by Michelle Gyles-Mcdonnough, Director, Sustainable Development Unit, Executive Office of the Secretary-
General, at the 5Th Global National Evaluation Capacities Conference, on  ‘People, Planet and Progress in the SDG Era’, 
Istanbul, 18 October 2017, See http://web.undp.org/evaluation/nec2017/ 
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1． はじめに　－SDGsと評価: 2030開発
アジェンダから－

2015年9月の国連特別総会で採択された「持続
的な開発のための2030アジェンダ（以下、2030
アジェンダ）はその中で持続可能な開発目標
（SDGs）を掲げるとともに、終章に「フォローア
ップとレビュー」に関する提言が設けられてい
る。2030アジェンダでは ｢誰一人取り残さない
（leave no one behind）｣ を理念として掲げ、具体
的な指標及びフォローアップとレビューメカニ
ズムの策定は国連経済社会理事会のもとで開催
される国連ハイレベル政治フォーラム（High-level 
Political Forum, HLPF）1においてモニタリングさ

れることになる。
一方、SDGsのフォローアップとレビューは開
発協力に携わる評価関係者にとっても大きな関
心事となっており、世界銀行や国連開発計画
（UNDP）においても評価のあり方や開発途上国
における評価能力の構築が議論されている。こ
うした議論を受けて経済協力開発機構･開発援助
委員会（The Organisation for Economic Co-operation
and Development’s Development Assistance Committee,
OECD/DAC）では2017年10月に採択されたハイレ
ベル･コミュニケ2に基づき、SDGs時代に即した評
価項目（クライテリア）の見直し作業を開始し、
2019年12月に新たな評価基準が採択されている3。
SDGs評価における課題については、評価クライ
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【研究論文】

SDGs の時代における評価能力構築

要　約

本稿は、国際的潮流、我が国のODAを通じた取り組み、開発途上国側の現状と課題の検討を通じて、
SDGsの時代における評価能力構築を論じたものである。2030アジェンダの「誰一人取り残さない」理念
とそれに基づくSDGsは途上国側の評価能力構築に加え、参加型評価等新しい評価手法導入の必要性を喚
起するものであり、「課題」であると同時に「機会」でもある。開発途上国側で必要とされる評価能力構
築に関する支援のニーズは膨大であり、開発途上国にとってSDGsの時代が「機会」となり得るためには、
我が国を含むドナーの支援が不可欠であるといえる。

キーワード

SDGs、評価能力構築、外務省、ODA、DAC開発評価ネットワーク

（報告者の所属と肩書は本稿執筆時（2018年4月）のものであり、現在は村岡が独立行政法人国際協力機構、日野が一般
財団法人国際開発機構に所属している）。
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テリアを含む評価手法の課題、評価能力の課題、
統計･データの信憑性及び統計制度の課題等が挙
げられるが、本稿ではSDGsの時代における評価
能力構築について、国際的潮流、我が国のODA
を通じた取り組み、開発途上国側の現状と課題
の検討を通じて、SDGsの評価に向けた評価能力
構築課題、その背景・理由、必要となる対応に
ついて具体的に論じる。

2． 2030アジェンダにおける評価の位置
づけ

2030アジェンダ （国際連合2015）の最終章「フ
ォローアップとレビュー」には次の記載がある。

74.（基本原則）
すべてのレベルにおけるフォローアップとレビ
ュープロセスは、次の原則によって導かれる。

g.これらは、各国の主導で行われる評価やデ
ータに基づく正確で根拠のあるものである。
各国が行う評価やデータは、高品質で、ア
クセス可能、時宜を得た、細分化されたデ
ータに基づくものであり、具体的には、収
入、性別、年齢、人種、民族的属性、移住
者の法律上の地位、障害、地理的属性及び
その他各々の国内での状況に関連ある特徴
等を踏まえたデータである。
h.これらは、特に、アフリカ諸国、後発開発
途上国、小島嶼開発途上国、内陸開発途上
国、中所得国等の開発途上国における国家
資料システム及び評価事業の強化を含む能
力開発の拡大を必要とする。

ここで、開発途上国の評価能力構築に関する
記述として特に重要な記述は、h項の ｢開発途上
国における国家資料システム及び評価事業の強
化を含む能力開発の拡大を必要とする｣ である
といえる。

3． 開発途上国の評価能力構築に向けた評
価関係者の動き

既述のとおり2030アジェンダのフォローアッ
プとレビューはHLPFにおいて進捗状況を確認す
ることになっており、2017年のHLPFでは我が国
を含む43か国が自発的国別レビュー（Voluntary 
National Review, VNR）を行った4。右に報告され
た開発途上国の評価能力構築の現状については
本稿後段にて考察するが、ここでは国連経済社
会理事会での議論を補完しつつ繰り広げられた
開発途上国の評価能力構築に関する国際的な動
きを概観する。

（1）援助効果向上に関するパリ宣言からグロー
バルパートナーシップへ

開発途上国の評価能力構築のテーマは2005年2
月にOECD/DACによりパリで開催された ｢第2回
援助効果向上に関するハイレベルフォーラム｣
において採択された「援助効果向上に関するパ
リ宣言」において広く認知された。同宣言では
援助効果向上の5原則のひとつに ｢開発成果
管理｣ を掲げ、開発途上国の計画、予算管理、
評価等の援助実施管理に関する制度を強化し、
相互の連関性を高めることにより、開発の成果を
高めることを謳っている（外務省2007、p.33）。
これと前後してDACの下部組織である開発評価
ネットワーク（EvalNet）ではEvaluation Capacity 
Development（ECD） を審議テーマに加え、ODA
を通じた途上国の評価能力構築支援について議
論している。その後、パリ宣言の精神は ｢効果
的な開発協力に関するグローバルパートナーシ
ップ（GPEDC）｣ に受け継がれ、爾来、我が国に
おいても途上国の評価能力の構築に向けた協力
が外務省、JICAを通じて行われてきた。なお我
が国外務省がODA評価ワークショップを開始し
たのは2001年であり、評価の分野においても開
発途上国の制度構築に早くから着目していたこ
とが窺われる。外務省は2005年に開催された
EvalNet会合においてこうした取り組みを報告し
ている。
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（2）アジェンダ2030の採択、SDGsの合意
そうした中、2015年の国連特別総会における

アジェンダ2030の採択とSDGsの合意は、途上国
の評価能力構築の重要性に新たな光を当てる契
機となった。国連ミレニアム開発目標（MDGs）
の終盤を迎え、SDGsの合意に向けた交渉が国連
においてすすめられていた2013年9月に国連開発
計画（UNDP）がブラジル政府他との共催により
サンパウロで開催した第3回評価能力構築に関す
る国際会議（NEC）5では2015年を「国際評価年」
とすることが提唱された。これを受け2014年12
月の第69回国連総会において途上国の評価能力
構築の重要性とそれに対する国際的な支援を呼
びかけた国連決議（United Nations 2015）が採択
され､ この中で2015年国際評価年が認知された。
こうした途上国の評価能力構築にむけた国際的
な潮流の背景にはSDGsを見据えた開発政策の策
定にあたっては開発途上国自身によるモニタリ
ング･評価システムを経て確認された根拠に基づ
いているべきであり、そのためには途上国自身
の評価能力を向上していくことが重要であると
の認識があったとされる（外務省2016a、p.2）。

（3）近年の評価に関する国連機関の動向
2015年国際評価年の関連の記念行事が各地で
展開される中、UNDPは同年10月に国際評価協会
（The Internat ional Development Evaluat ion 
Association, IDEAS）他との共催で第4回評価能力
構築に関する国際会議（NEC）6をタイで開催し、
SDGs時代における評価原則を謳ったバンコク宣
言を採択した。バンコク宣言では前述の国連総
会決議に言及しつつ、政府、二国間及び多国間
援助機関は途上国の評価能力への支援を開発協
力の優先課題として位置づけるよう呼びかけて
いる。
翌2016年3月に国連評価グループ（UNEG）と
フォード財団がニューヨークで開催したSDGs評
価に関する国際会議には、日本から外務省7、
JICAの他、本邦NPOが参加している。同会議に
おけるテクニカルセミナーでは開発途上国の評
価能力構築の課題として以下の点がハイライト
された。

－　2030アジェンダにおいて政治的に合意され
た ｢誰一人取り残さない｣ 理念に基づいた
開発の成果を評価するためには、途上国側
の統計基盤の向上と共に評価能力の向上が
不可欠。このためには南南協力、地域内協
力も有益である。

－　SDGsにおける評価においては、既存の評価
方法にとらわれないタイムリーかつ柔軟性
のあるモニタリング・評価を行う必要があ
る。また評価において ｢誰一人取り残さな
い｣ ためには社会的弱者や少数者を含む開
発事業の最終受益者へのプラスとマイナス
の影響（インパクト）を測定することが求
められるが、そのためにはステークホルダ
ーの声をひろく汲み上げることが出来る参
加型評価の手法が有効である。

（4）近年の開発評価ネットワーク（EvalNet）の
動向

一方、OECD/DACの下部組織である開発評価
ネットワーク（EvalNet）では2016年4月に開催さ
れた第19回会合8において開発途上国の評価能力
開発に向けた支援強化の方策が議論され、ODA
評価ワークショップを通じアジア・大洋州地域
の評価能力の向上に一定の成果を挙げてきた日
本の経験・知見が改めて注目された。その後、
EvalNetでは関心国からなる評価能力開発（ECD）
タスクフォースが設置され、2030年に向けた評
価能力構築のヴィジョンと使命が翌年2月の第20
回会合9に報告されている。

4． 外務省主催ODA評価ワークショップ
の開催

我が国外務省は、記述の通りアジア大洋州諸
国の評価能力構築を目的として政府関係者や専
門家を招いたODA評価ワークショップを2001年
から開催している。その目的はODA評価の手法
や課題について、アジア･太平洋地域における理
解を増進し、特に途上国の評価能力を向上させ
ること、途上国関係者自身のODA評価能力の向
上を通じてドナー国側の援助効率化だけではな
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く、途上国側のオーナーシップ･透明性の向上は
開発の効率化を目指すものとされている（外務
省2017、p.3）。ワークショップでは途上国におけ
る組織的なモニタリング･評価体制構築の課題や
評価人材の育成の課題が議論されると共に、我
が国ODA評価の事例や統計学的手法を用いたイ
ンパクト評価や人類学的手法を用いたプロジェ
クト･エスノロジー評価の事例等も紹介されてい
る10。またワークショップでは2012年のアジア太
平洋評価協会（APEA）の設立を後押しし、その
後は域内の評価専門家の招聘等を通じAPEAの活
動を側面的に支援してきた。ここではSDGsの合
意以降に開催されたODA評価ワークショップで
の発表及びその議論を通じてアジア大洋州諸国
における評価能力構築の取り組み及び課題につ
いて考察する（なお、SDGs合意直後に開催され
た第12回ODA評価ワークショップではSDGsに関
する議論を行っていないため、検討の対象には
しない）。

（1） 第13回ODA評価ワークショップ（2015年
東京会合）

外務省ODA評価室は2015年国際評価年記念行
事の一環として､ アジア･大洋州諸国の評価能力
構築を目的とした第13回ODA評価ワークショッ
プをJICA及びAPEAの協力を得て2015年11月に東
京で開催した11。同会合は国際評価年の記念行事
として登録され、域内27カ国、3国際機関が参加
した。2日間のワークショップでは「SDGsの達成
に向けた評価の新たな課題」と題したセッショ
ンを設け、インドラン・ナイドー UNDP独立評価
部長及び源由理子明治大学教授・日本評価学会
副会長がそれぞれ報告した（報告者の肩書はい
ずれも当時のもの）。
ナイドー報告は、「SDGsの達成に向けたUNDP

の役割」と題する報告の中で、戦略的なアプロ
ーチとあらゆるステークホルダーの参加、そし
て評価を最大限に活用することが、SDGsの目標
達成のために重要であることを強調した。続い
て、源報告は、「SDGsにおける変革型評価の適用
とその課題」と題する報告においてSDGsの包括
性あるいは統合的アプローチには、持続的開発、
社会的に脆弱な立場にある人々との連帯、民主

的統治そして全ての関係者の参加等の概念が含
まれており、評価情報の潜在的な活用者は政府
関係者のみならず民間企業や市民社会も含まれ
るとした。そしてその開発の過程では多様なア
クター間の相互作用的な状況を常に生み出して
いくインターアクティブ･ガバナンスへの変容が
求められるのではないかとして、変革型の社会
的介入を評価するアプローチとしてプログラム
評価理論と参加型評価のアイデアを取り入れた
変革型評価を用いることを提案した。
両報告を受けて、アジア大洋州諸国参加者間
で、SDGsの体制下での評価における国際協力、
特に南南協力12を強化することの必要性等につい
て活発な議論が展開された。

（2） 第14回ODA評価ワークショップ（2016年
ハノイ会合）

翌2016年11月にベトナム・ハノイで開催された
第14回ODA評価ワークショップはアフリカを含
む32カ国が参加した初のAPEA国際評価会合の一
環として実施された13。ここではフィリピン国家
経済開発庁（NEDA）と在フィリピン日本大使館
が合同で実施した評価の結果が報告された（外
務省2016b）。この合同評価は、外務省ODA評価
室による「被援助国政府･機関等による評価」ス
キームを活用して、防災分野の日本のODAを評
価対象として実施されたものである。同報告に
続く議論では、合同評価が途上国の評価能力の
向上と共にドナー ･パートナー双方の相互説明責
任の向上に資することが確認された。

（3） 第15回ODA評価ワークショップ（2018年
コロンボ会合）

2018年2月にスリランカ・コロンボで実施され
た第15回ODA評価ワークショップでは、「持続可
能な開発目標（SDGs）の時代における評価能力
開発」という副題の下に4つのセッションの中で
6つの報告が行われ、参加者間で議論がなされた14。
ここでは、第1セッション：「ODAにおける評価
の役割と国際的な潮流」から、ハウゲ国際連合
開発計画（UNDP）独立評価部次長報告（以降ハ
ウゲ報告）とヴィジャヤラガバンアジア開発銀
行（ADB）独立評価部課題・国別課上級評価専
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門官報告（以降ヴィジャヤラガバン報告）、第2
セッション：「SDGsへの対応と取組－インドネシ
アにおける取組とその課題－」から、石田洋子
広島大学教育開発研究センター教授報告（以降
石田報告）について概観する。
ハウゲ報告は、「持続可能な開発のための2030

年アジェンダ」の構造について詳細な説明を加
えた上で、同アジェンダの下での評価の「課題」
と「機会」について論じた。
「課題」として挙げられた点は、①目標の不明
瞭さ、②目標の複雑さ（相互関連性）、③測定可
能性（指標の不備）、④成果と要因の因果関係の
4点である。SDGsでは、17の目標の下に169のタ
ーゲットが設定されている。17の目標は相互に
関連しているため、ターゲットの下に設定され
る指標もまた相互に関連し複雑なものとなる。
目標の達成度合いを測るためには、指標が設定
され測定される必要があるが、300以上ある指標
の中には、各国が保有していないデータや、指
標が明確に定義されていないものもある。また
指標を測定するには、多くの利害関係者（国外、
国内、国内の地方部）との調整が必要となり、
刻々と変化する状況への対応も求められる。ま
た、目標の達成（成果）を導く要因も変化する
ため、同要因を特定することも難しさを伴う。
「機会」としては、①SDGsレビュー枠組の強
化、②国家評価能力の開発、③革新的な技術の
利用、④情報へのアクセスの改善が指摘された。
ヴィジャヤラガバン報告でも言及されたが、
MDGsと異なり、SDGsでは評価の重要性が明示
されており、その点において、SDGsとその評価
の時代は各国でのレビュー枠組みの強化、ひい
ては国家評価能力の開発につながる「機会」と
捉えられよう。また目標の達成度合いを測るた
めに、革新的な技術、例えば途上国の公的な統
計システムの不備を補完すべくビッグデータや
リモートセンシング技術による地理情報の活用
等の導入が積極的にすすめられる可能性もある。
ヴィジャヤラガバン報告においても、ハウゲ
報告と同様SDGsが評価のための新たな機会と捉
えられることが指摘された。それに加えて、
SDGsは国際的評価コミュニティに対し、目標の
達成において、何が機能するのか／何が機能し

ないのか／国・地域・実施機関間で（結果が）
異なるのはなぜか、その疑問についてのより良
い学習が求められること、そして同コミュニテ
ィが評価に関する付加価値を高めるきっかけと
なる点が示された。
ハウゲ報告でも、国連に提出されるSDGsの

VNRにおいて評価機能が十分認知されていない
点について問題提起がなされ、VNRガイダンス
における評価ツールや技法が今後改善されて
いく予定であることが示された。このように、
国際機関を含む評価コミュニティにおいても、
SDGsとその評価の時代において、それぞれの組
織が付加価値を高めていくことが求められてい
る。同時に各国では評価の「ローカライズ」、す
なわち各国の状況に即した評価戦略の策定、
実施が求められる。この点は、ハウゲ報告、ヴ
ィジャヤラガバン報告に続く参加者間の議論で
確認された点である。
石田報告は、インドネシアにおける評価の「ロ
ーカライズ」の状況について報告をした。より
具体的には、JICAがインドネシアで実施中の「持
続可能な開発目標（SDGs）の計画・運営促進に
係る情報収集・確認調査」からの発見・気付き
の点として、同国政府の国家の制度構造、グロ
ーバル指標の国・地域レベル指標での代替化、
仕組みと手順、モニタリングと評価における課
題が示された。
インドネシアは、自国の社会経済発展を監視
するために必要な69のインドネシア固有の指標
をグローバル指標に加えており、SDGsで掲げら
れる17の目標の下に319の指標を設定している。
インドネシアにおけるモニタリング・評価の能
力開発に考慮すべき大きな課題として、①SDGs
指標と国家中期開発計画プログラムの成果との
因果関係の明確化と判断の方法、②地方自治体
におけるモニタリングとフィードバック方法、
③非国家団体、慈善団体のモニタリング及び協
働の方法の3点が指摘された。
同報告に続く参加者間の議論では、インドネ
シア国家開発企画庁参加者より同国の地方自治
体は数が多く、評価能力には一様でないとの指
摘があり、地方部におけるモニタリング評価の
能力開発の必要性が確認された。
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5． アジア諸国のSDGsのフォローアッ
プ・レビューメカニズムの現状と課題

（1）参加者アンケート・報告から
前述した2018年のコロンボ会合では、招聘し
た13か国の参加者（表1参照）に対し、事前に
SDGsのフォローアップ・レビューメカニズムの
現状と課題に関するアンケートを送付し、8か国15

から回答を得た16（表2参照）。

アンケートに示された回答から、アジア諸国
のSDGsフォローアップ・レビューメカニズムの
現状と課題に関する傾向について検討する。
まず、フォローアップ・レビューのデザイン、
枠組みづくりは、多少の進度の違いはあるがい
ずれの国においても、すすめられている。自国
特有の状況に応じた指標枠組みについても各国
の取り組みがすすんでおり、SDGsのローカライ
ズの必要性は認識され、被援助国側にもその需
要はあることが分かる。次に、指標測定に必要
とされるデータ収集方法の確立についても一定
程度の進展がみられる。だが、それに続く実質
的なデータの集積・集計システムの確立につい
ては多くの国が構築中と回答している。関連省
庁、国民へのレビュー結果のフィードバック体
制についてはいずれも構築途上にある国が大多
数であり、まずはモニタリング・レビュー体制
の仕組みづくりが優先的にすすめられていると
いえる。

（2）自発的国別レビュー（VNR）から
次に、HLPFのウエブサイトより取得した各国
の自主的国別レビュー（VNR17）についての検討

コロンボ
会合参加
13か国

インド、インドネシア、スリランカ、タイ
（＊）、ネパール（＊）、パキスタン（＊）、
バングラデシュ（＊）、フィリピン（＊）、
ブータン（＊）、マレーシア、ミャンマー、
モルディブ（＊）、モンゴル（＊）

＊アンケート回答国（8か国）、下線：VNR作成国
（8か国、2018年 3月時点）
（出所）筆者（日野）作成。

表1　コロンボ会合参加国

を行う。この検討を行うのは、前述のアンケー
ト回答者の多くは、SDGsのフォローアップ・レ
ビューを行う役割を負う行政機関（首相府、外
務省、国家計画委員会等）では無い組織や部署
に属する行政官18であり、彼らの回答に示された
情報の確からしさについては一定程度の留保を
付ける必要があり、異なる情報源からの検討が
必要と考えられるためである。
参加13か国のうち、VNRを作成しているのは、

8か国である。これら8か国のVNRから得られた、
指標の設定、データの集積・集計、国家開発政
策へのSDGsの統合、フォローアップ・レビュー
の課題に関する情報を取りまとめた（表3参照）。
表3に示すように、各国のVNRには指標の設定
については2か国を除き記載があり、5か国はフ
ォローアップ・レビューメカニズムの課題を示
している。また、インドネシアとフィリピンの
VNRでは、「誰一人取り残さない」という2030ア
ジェンダの理念に基づく指標モニタリングに関
する具体的課題が示されており、特にフィリピ
ンVNRには詳細な記述がみられた。しかし、こ
れら2か国を除くと、フォローアップ・レビュー
に関する記述は概ね限定的であり、特にタイは
表3に示した項目すべてにおいて何も示されてい
なかった。
先に概観したハウゲ報告で指摘されたVNRに

おいて評価機能が十分認知されていないとの認
識は、VNRレビュー結果からも見て取れる。イ
ンドネシアの状況については、前段の石田報告
にて述べたが、インドネシアVNRではデータ集
積・集計において障害者、移民に関するデータ
集計に課題があり、複数の統計情報を統合する
難しさについて言及されている。また、SDGsを
評価の「機会」として捉え得る点は、ハウゲ報
告とヴィジャヤラガバン報告で指摘されたが、
インドネシアVNRでは、SDGsの主要な貢献の一
つは、計測可能な開発成果の指標を精緻化する
こと、そして開発の利益を確実にすることだと
の見解が示されている。フィリピンVNRでは、
自国のSDGsフォローアップ・レビューに関する
課題について詳細に言及している。具体的には、
ターゲット・指標の定義が不明瞭なものがある
こと、複数の目標の概念に重複や矛盾がみられ
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ること、民間セクターを含む多用な情報源から
のデータの調和化、指標（推計値）の算出手法、
指標のモニタリングに必要なデータの生成・集
計等が挙げられている。また、モニタリングの
ための予算が不足している点、技術支援が必要
とされる点も併せて言及されている。
本節では、コロンボ会合における参加者のア
ンケート回答と各国のVNRから、2017年時点に
おけるアジア諸国におけるSDGsフォローアッ
プ・レビューのメカニズムの現状と課題につい
て検討を行った。その結果をまとめると、第一
にアジア諸国におけるSDGsのモニタリングの枠
組み形成は各国ですすめられており、その中で
は各国個別の状況を反映させる「ローカライズ」
の要素も含まれている。第二にレビュー結果の
フィードバック体制についての各国での取り組
みはモニタリング体制と比して形成途上である
といえる。第三に各国でのフォローアップ・レ
ビューの枠組み形成には進展がみられるが、指
標データの集積・集計、新設指標のデータの取
得手法等に課題を抱えており、フィリピンやモ
ルディブの課題に示されているように、技術的
専門性や、財源が不足している状況もある。
前段で述べたハウゲ報告を通じて、2030年ア
ジェンダをSDGsレビュー枠組の強化や、国家評
価能力の開発、革新的な技術の利用、情報への
アクセスの改善の「機会」として捉え得ると述
べたが、アジア諸国を含む開発途上国にとって、
SDGsの時代が真の「機会」となり得るか否かは、
いかに予算や人的資源の制約を取り払っていけ
るかに依るだろう。そして予算制約や人的資源
の制約を取り払うためには、パートナー（ドナー）
の支援は欠かせないものだといえる。
また域内間での南南協力、ドナーを加えた三
角協力19を通じた相互学習の機会を通じて、先進
的な取り組みから得られた学びの機会を設けて
いくことも重要である。このような機会を増や
していくためには、国際機関等の支援や、我が
国ODAを活用した南南協力や三角協力を促進す
る取り組みも期待されるところである。

6．おわりに

複雑さが新たな日常になった（Complexity is 
new normal）現代社会において採択された2030ア
ジェンダが目指す ｢誰一人取り残さない｣ 世界
を実現すべく掲げられたSDGsは既述の通り複雑
である。
本稿ではSDGsの時代における開発途上国の評

価能力構築について、国際的潮流、開発途上国
の評価能力構築に向けた我が国の取り組みを通
じて明らかになった開発のパートナーである開
発途上国側の評価能力についての現状と課題を
概観し、2030アジェンダとSDGsの時代における
評価の「課題」と「機会」について検討を加え
論じた。

SDGsのモニタリング・評価に際しては、指標
の曖昧さ、統計基盤の不備、測定の難しさが指
摘されており、この状況を改善するためには各
国の事情に即した指標の設定、データ収集・集
積、新たな評価手法の導入等の多くの「課題」
を開発途上国に突きつけている。しかしながら
この「課題」は、見方を変えれば評価能力を構
築する「機会」でもある。国際的評価コミュニ
ティはこの「機会」により良く学習し、付加価
値を高めることが求められている。
開発途上国の評価能力構築の重要性はパリ宣
言、それに続く2030アジェンダの採択、SDGsの
合意以降より一層国際社会で認知されることと
なった。また、2030アジェンダの「誰一人取り
残さない」理念は途上国側の評価能力構築に加
え、参加型評価等の新しい評価手法導入の必要
性を喚起する。
開発途上国の評価能力構築に向けた我が国の
取り組みは、現在では外務省ODA評価室の
｢ODA評価ワークショップ｣ や ｢被援助国政府･
機関等による評価｣ を通じた支援が中心である
が、過去にはJICAの技術協力も行われている20。
また近年では、石田報告にあるようにJICAの調
査スキームを活用した支援が実施されており、
新しい取り組みが開始されている。しかし、本
稿5．で示したように、開発途上国側で必要とさ
れる支援のニーズは膨大であり、今後は本格的
な技術協力スキームを通じた評価制度の構築や
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人材育成支援が期待されるところであり、そこ
では南南協力や三角協力への支援も有効なツー
ルとなろう。2030アジェンダの「フォローアッ
プとレビュー」においても、「地域レベルでのフ
ォローアップ・レビューは自発的なレビューを
含む相互の学び、共通のターゲットに関する成
功例と議論を共有する有益な機会となり得る」
（国際連合2015、p.34）と示されており、上述の
南南協力や三角協力は地域レベルでの相互の学
び・機会の提供に貢献するといえる。
各国行政機関へのODAを通じた制度構築・人
材育成支援に加え、学術界や評価協会を含む評
価コミュニティへの支援も不可欠であろう。各
国の評価能力の底上げには評価専門家個人の能
力開発もまた必須であり、この点において評価
コミュニティの果たす役割は大きい。とりわけ、
最終受益者を視野に入れた ｢誰一人取り残さな
い｣ ための評価手法の研究・開発と開発途上国

での同評価の実践、そこからの学びを共有する
相互学習の機会の提供・拡大への貢献が期待さ
れる。学習成果が国際的な評価フォーラムにて
発信されることにより、SDGs達成に向けた国際
的な議論への貢献も期待できよう。
最後にSDGsのユニークさは、先進国を含む全
ての国が対象となっているその普遍性にある。
開発途上国での経験は我が国を含む先進国の
SDGs評価にも活用可能であり、また逆も真なり
である。この点において、我が国におけるSDGs
達成と、我が国のODAを通じた評価能力構築の
間の橋渡し―その一貫性と整合性の確保―への
貢献が期待されるのは、日本評価学会に代表さ
れる評価コミュニティであろう。評価コミュニ
ティでの議論を通じ蓄積されるSDGs評価の理論
と実践に関する知見は、SDGsとその評価の時代
における開発途上国の評価能力構築へ大きく寄
与すると考えられる。

タ
イ

ネ
パ
ー
ル

パ
キ
ス
タ
ン

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

フ
ィ
リ
ピ
ン

ブ
ー
タ
ン

モ
ル
デ
ィ
ブ

モ
ン
ゴ
ル

フォローアップ・レビューの枠組み

SDGs達成に向けてのロードマップが存在するか ○ ◎ ◎ ◎ － ○ ○ ○

フォローアップ・レビューのデザイン・仕組み
SDGsと国家開発政策成果との関連づけが
なされているか

○ ◎ ◎ ◎ ◎ × ○ ○

指標に必要なデータ収集方法が確立しているか ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○

データ集積・集計システムが確立しているか ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

レビュー結果のフィードバックの仕組み
レビュー結果の各省庁へのフィードバック
の仕組みが確立しているか

× × × ◎ ○ ○ × ×

国民へのフィードバック体制が確立しているか × × × ◎ ○ ○ × ×

関係機関の巻き込み
各省庁での SDGs実現に向けてのアクショ
ンプランが策定されているか

○ ○ ○ ○ × × × ○

（◎：取り組みが完了している、〇取り組みが開始されている、×取り組みは開始されていない）
（出所）筆者（日野）作成。

表2　アジア大洋州諸国におけるSDGsのフォローアップ・レビューメカニズム（2018年）
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表3　自発的国別レビュー（VNR）から見る
各国のSDGsのフォローアップ・レビューメカニズムの現状と課題

国 指標の設定 データの集積・
集計

国家開発政策への
統合

SDGを「機会」と
捉える 課題

イ
ン
ド

・ フラッグシッププ
ログラム、目標、
ターゲットの関連
省庁への割り振り
を実施
・ 州政府においても

SDGs指標のための
ロードマップが策
定をすすめている

記載なし 記載なし 記載なし 記載なし

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

・ 87グローバル指標
と 234の代替指標
を設定

・ 障害者、移民等の
データ集計には課
題がある（複数の
統計情報を統合す
る必要がある）

・ 今後策定される国
家中長期計画に
SDGsは組み込ま
れる予定

・ SDGsの主要な貢
献の一つは、計測
可能な開発成果の
指標を精緻化する
こと、そして開発
の利益を確実にす
ること

記載なし

タ
イ 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし

ネ
パ
ー
ル
記載なし 記載なし 記載なし 記載なし

・ 脆弱なデータベー
ス、性別、年齢、
社会集団別データ
が存在しない

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

・ 70のグローバル指
標のデータがあり、
108の指標につい
ては十分ではない
がデータがある
・ 残り 63指標につ
いては、メカニズ
ムを新たに構築す
る必要がある

記載なし 記載なし 現在M&Eシステム
を構築

・ SDGsのローカラ
イズ
・ データの入手可能
性、データ管理

フ
ィ
リ
ピ
ン

・ 2016年 6月までに
8回のワークショ
ップを実施
・ 241の指標と自国
の状況を勘案し 74
の追加指標を設定

【課題】
・ 241の指標のうち

121の指標につい
ては、定期的に把
握されていない

【課題】
・ 民間セクターを含む
多様な情報源から
のデータの調和化
・ 推計値の算出手法
・ 収集されているが
生成されていない
データの存在
・ 新たな集計作業が
必要な指標データ
が存在する（雇用、
ディーセントワー
ク、税、等）
・ 地方部からのデー
タの集積のメカニ
ズムがない

・ SDGsに関する同
国のプライオリテ
ィは国家政策（中
長期政策を含む）
に基づいている

記載なし

・ 特定や測定が困難
なターゲット・指
標の存在（ターゲ
ット、指標の定義
や分類が不明瞭な
ものがある。また
複数の目標の概念
の重複や矛盾がみ
られる）。
・ 多様な関係者（政
府機関を含む）の
調整
・ モニタリングのた
めの資金が不足し
ている（予算制約）
・ 指標を捕捉し、

SDGsをモニタリ
ングしていくため
には、国内及び国
外からの技術支援
が必要とされる
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注記

1 HLPFは、国連経済社会理事会主催（閣僚級、毎年）
と国連総会主催（首脳級、4年毎。次回は2019年）
がある。

2 h t t p s : / / w w w. o e c d . o r g / d a c / D A C - H L M -2017-
Communique.pdfを参照。

3 http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluati
ngdevelopmentassistance.htmを参照。新たな評価クラ
イテリアは2019年12月のDAC定期会合で採択され
た。

4 2018年には47か国、2019年には42か国、2020年には
47か国がVNRを実施している。

5 Third International Conference on National Evaluation 
Capacities 2013。

6 Forth International Conference on National Evaluation 
Capacities 2015。

7 大臣官房ODA評価室から筆者（村岡）が参加。
8 http://www.oecd.org/dac/evaluation/19thnetworkmeeting

documents.htmを参照。
9 http://www.oecd.org/dac/evaluation/20thnetworkmeeting

documents.htmを参照。
10 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/hyoka/

siryo_3_b.htmlを参照。
11 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/hyouka/

page23_000809.htmlを参照。
12 南南協力とは、開発途上国の中で、ある分野におい
て開発のすすんだ国が、別の途上国の開発を支援す
ること。JICAでは、「開発途上国が相互の連携を深
めながら、技術協力や経済協力を行いつつ、自立発
展に向けて行う相互の協力」と定義している。

13 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/hyouka/

page22_000236.htmlを参照。
14 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/hyouka/

page22_000828.htmlを参照。
15 インド、インドネシア、ミャンマー、マレーシアを
除く。

16 本アンケートでは、参加国のモニタリング及びレビ
ューの仕組み作りの現状と課題について一問一答の
形式で参加者が回答する形式を取った。

17 Voluntary National Review。
18 SDGsモニタリング・フォローアップを所掌する組
織に属する参加者は、フィリピンのみ。部分的に所
掌する組織に属する参加者は、バングラデシュ、モ
ルディブ、モンゴル、ネパール、パキスタン、タイ。
ブータンは、当該業務を所掌しない組織に属している。

19 三角協力とは、先進国や国際機関が、途上国が他の
途上国に対して行う南南協力を資金・技術・運営方
法等で支援することを指す。

20 JICAは2021年1月から遠隔オンデマンド課題別研修
「質の高い事業評価デザイン、実施及び制度構築の
ための能力強化」コースを開始した。

参考文献

外務省（2007） 「第二章　国際的な援助潮流と日本の取
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マ
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・ 指標測定に必要な
データギャップ分
析を実施

記載なし 記載なし 記載なし
・ データの入手可能
性の強化、データ
ギャップの補填

モ
ル
デ
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ブ
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Evaluation Capacity Development in SDGs Era

Abstract

In this paper co-authors present the global trends on Evaluation Capacity Development (ECD), Japan’s 
contribution to ECD through ODA, ECD in partner countries and their challenges. Based on these observations, 
they discuss ECD in SDGs era.

The 2030 Agenda for Sustainable Development with its “leave no one behind” motto and Sustainable 
Development Goals (SDGs) call for ECD in developing countries and new evaluation methodologies such as 
participatory evaluation. These are opportunities as well as challenges for everyone concerned in evaluation. The 
needs for ECD in developing countries are huge and in order for them to take advantage of these opportunities, the 
support for ECD from donors including Japan are indispensable.
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１．はじめに

（1）問題の所在
2015年9月の国連サミットで持続可能な開発目

標（Sustainable Development Goals: SDG）が採択
されてから5年が過ぎ、2030年までの進捗や成果
をモニタリング・評価する方法についての議論
と試行錯誤がますます活発になっている。教育
目標に着目すれば、ミレニアム開発目標
（Millennium Development Goals: MDG）時代には
「初等教育の完全普及」などの具体的かつ測定可
能な目標が掲げられていたのに対し、SDGの教

育目標には、持続可能なライフスタイルやグロ
ーバルな市民性など、従来のグローバル目標に
は直接的には取り上げられることのなかった抽
象度の高い「理念」が取り込まれたことにより、
その評価が著しく困難になっている（Yonehara et 
al. 2017）。
国連統計局（United Nations Statistics Division: 

UNSD）では、当初、SDGの評価指標を、既にデ
ータの収集が進んでいるTier 1、合意された指標
はあるがデータ収集が進んでいないTier 2、そし
て指標の開発が課題となっているTier 3に三分類
して指標を整理しており、理念的な課題に関す

【研究論文】

SDG教育目標にみる理念志向ターゲットの評価に関する一考察：
測定可能性（measurability）から評価可能性（evaluability）へ

米原　あき
東洋大学

yonehara@toyo.jp

要　約

SDG評価の特徴でありかつ困難のひとつは、抽象度が高く質的な、理念志向のターゲットが含まれてい
ることである。本稿の目的は、SDG理念志向ターゲットの評価を捉える理論枠組みを提示することと、そ
の枠組みに示される「ローカル‐形成評価」の実効性を検討することである。そのための方法論として、
理論考察とアクション・リサーチを併用する。
従来の画一的な定量指標では捉え難い理念志向ターゲットの登場により、測定可能性の追究から評価可
能性の検討へと発想をシフトする必要が生じている。評価可能性を高めるためには、その国やその社会の
文脈を考慮して、抽象的なグローバル目標を実践現場の活動へローカル化する手続きが必要になる。本稿
では、SDG理念志向ターゲットの典型例であるSDG4.7のESDに注目し、公立小学校においてESD評価のア
クション・リサーチを行った。その成果から、「ローカル‐形成評価」におけるセオリー評価の意義と役
割が明らかになり、中でも協働型のマネジメントが実効性の鍵を握ることが分かった。

キーワード

SDG4.7、評価可能性、プログラム評価、セオリー評価、ESD
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る指標の多くはTier 3に分類されていた（UNESCO-UIS
2016；UN IAEG-SDGs 2020）。その後、Tier3指標
については、UNSDが中心となって再定義や整理
が進められ、2020年7月の指標の見直しをもって、
SDG評価指標のリストからTier3指標が無くなる
ことになった（UN IAEG-SDGs 2020）1。SDGの
開始からこの5年ほどの間に、開発指標による達
成度の測定という観点から、開発評価に関する
議論が急がれてきたことが分かる。

SDGのような壮大なグローバル目標のモニタ
リング・評価を実行する際に、グローバルに共
有可能な指標が必要不可欠であることは言うま
でもない。一方で、従来の開発目標には無かっ
た、理念志向の開発目標の評価について考える
際にも、「測定可能な指標の開発」という従来の
アプローチを同様に適用することは妥当なのだ
ろうか。
後述するように、戦後70年近くに及ぶ国際開
発の歴史の中で、これまでのグローバル目標の
評価は、「どのような指標で測るか」という測定
可能性（measurability）の観点から議論されるこ
とが主であった。戦後の国際開発ではGNPや
GDPなどの経済指標が開発評価の中心的な役割
を果たし、経済開発から人間開発へのシフトが
叫ばれるようになった90年代以降も、後述する
人間開発指数（Human Development Index: HDI）
やジェンダー不平等指数（Gender Inequality 
Index: GII）などの複合指数が開発される方向で、
すなわち、あくまでも測定可能性を探る方向で、
評価の議論が進められてきた。この傾向はSDG
時代を迎えた現在も大きくは変化していない。
 一方で、SDGの17目標のもとに設定された169
のターゲットの中には、後述するSDG4.7のよう
に理念的な志向性が強いターゲットが含まれて
いる。これらのターゲットが志向する理念には、
その社会、その文化の文脈に基づく解釈と、そ
の解釈に基づいて何をどのように評価するのか
／すべきかといった評価可能性（evaluability）の
問題が付随する。ロッシ（2010、p.128）は「評
価可能性アセスメントの3つの活動」として、以
下の3点を挙げている。
① 注意深くプログラムモデルを記述し、ゴール
と目標を定義する。

② そのモデルが十分に定義されているか、評価
可能かをアセスメントする。
③ 利害関係者の評価に対する関心と評価所見の
活用可能性を確認する。
すなわち、単に評価が可能かどうか（②）と
いう技術的な問題だけではなく、そもそも何を
目指してその取り組みを行うのか（①）、また、
その評価結果は誰のために、どのように役立つ
のか（③）という点も吟味する必要がある。理
念志向ターゲットの評価には、測定可能性に関
する技術的な議論に加えて、評価可能性の観点
からの議論が求められていると言えよう。
しかしながら、SDGの理念的なターゲットの
評価に関する意義やその特性について、理論的
な検討を深めた先行研究は管見の限り見当たら
ない。ジェンダーや衛生といった各論の立場か
らMDGからSDGへの変化を議論した先行研究は
あるが（Death and Gabay 2015; Fukuda-Parr 2016; 
Roche et al. 2017; 湯浅ほか 2017など）、SDGの理
念的な側面をどのように評価の枠組みに取り入
れるのかについての議論は見られない。三浦ほ
か（2017）は、SDGにおける指標とモニタリン
グ枠組みについての現状を、保健医療分野を例
に分析しているが、結論で指摘されているのは、
包括的な指標開発の必要性、すなわち測定可能
性の問題である。
また、自発的国別レビュー（Voluntary National 

Reviews: VNR）を活用して各国政府に変革的開
発を促すべきとする提言や（D’Errico 2018a, 
2018b）、システム・アプローチを使ってSDGの
包括性を捉えなおそうとする試みなどは（Lim, 
Jørgensen & Wyborn 2018）、測定可能性に留まら
ない新たな視点を提供し、SDG評価の視野を広
げることに貢献しているが、ここでもSDGの理
念的なターゲットをどのように扱うべきかとい
う議論はなされていない。

（2）本研究の目的と構成
したがって本研究では、SDG理念志向ターゲ
ットの評価について、その特性や意義を再検討
するための理論枠組みを提示することを目的と
する。本研究は、SDGの169ターゲットのうち、
特定のターゲットを理念志向ターゲットとして
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厳密に再定義しようとするものではなく、様々
なターゲットの中で、理念志向性の強いターゲ
ットの評価を考える際や、あるターゲットの理
念的な側面を尊重した評価を行いたいときの指
針を提供することを目指すものである。本稿で
は特にSDG教育目標（Goal4）のターゲット7（以
下SDG4.7）に注目する。

SDG4.7に注目する理由は以下による。SDG開
始当初に設定された約230の指標のうち、Tier 3指
標の多くがSDG4.7に集中していたことから、当
初よりこのターゲットの評価の困難性が指摘さ
れていた（UNESCO-UIS 2016）。さらにSDG4.7
の文言には「持続可能な開発のための教育（Education
for Sustainable Development：以下ESD）」、「人権」、
「ジェンダー平等」、「平和及び非暴力的文化の推
進」など、教育目標というひとつの目標の範疇
に留まらない、包括的な理念が多数含まれてい
る。したがって、SDG4.7の評価について検討す
ることにより、教育目標以外の領域における理
念志向ターゲットの評価への応用可能性も示す
ことができる。
さらに本研究では、SDG4.7の教育実践として
のESDに注目し、小学校におけるアクション・リ
サーチを通じて、理念志向ターゲットの評価活
動の実効性を検討する。具体的には、プログラ
ム評価理論（ロッシ2010；源 2016）におけるセ
オリー評価の役割を、評価可能性の観点から再
検討する。
本稿の構成は以下の通りである。まず、国際
開発の評価において中心的な役割を果たしてき
た開発評価指標の歴史を概観する（2節）。次に、
「指標による測定≒評価」と考えられてきたと言
っても過言ではない、戦後の国際開発の評価史
の中で、SDG理念志向ターゲットが登場したこ
とによって、測定可能性から評価可能性への転
換が求められていることを指摘する（3節）。そ
して、SDG理念志向ターゲットを捉える理論枠
組みを提案し、その位置づけを確認したうえで
（4節）、小学校におけるプログラム評価の実践事
例をもとに（5節）、理念志向ターゲットの評価
におけるセオリー評価の機能について考察する
（6節）。

２．開発評価指標の歴史と発展

　戦後、コロンボプランを皮切りに始まった国
際開発の歴史の中で、開発評価の中心を担って
きたのは経済指標である。世界銀行が公刊して
いる『世界開発報告』の初版（1978年版）にお
いて、貧困撲滅プログラムの推進にむけてモニ
タリング評価とそのためのデータベースづくり
が重要であることが語られており（World Bank 
1978：36-37）、報告書の巻末には各国のデータが
掲載されている。ここで主たる開発指標とされ
たのは国民一人当たりGNPであった。後の報告
書ではGNPに代わってGDPやGNIなどの指標が考
案され普及していくが、いずれも経済力を開発
評価の基準に置く考え方であることに変わりは
なかった。
　現在も経済指標が主要な開発評価指標として
大きな影響力を持っていることに変わりはない
が、経済開発を開発の目的とする開発観を、「開
発をGNPの成長・個人所得の増加・工業化・技
術の進歩・社会の近代化などと同一視する狭い
開発論」（セン 2000：3）であると批判する人間
開発論の登場によって、開発指標の考え方にも
変化がもたらされた。
国連開発計画によって1990年から刊行が始ま

った『人間開発報告書（Human Development Report
：HDR）』では、「人間開発指数（Human Development
Index：HDI）」と呼ばれる複合指数が開発指標と
して採用されている。HDIは、3つのディメンシ
ョン、すなわち、健康的な生活（Long and healthy 
life）、知識（Knowledge）、適正な生活水準（A 
decent standard of living）を考慮した複合指数で、
それぞれのディメンションを代表する変数（出生
時平均余命、平均就学年数、期待就学年数、一
人当たりGNI［PPP US$］）から算出された3つの
インデックスの幾何平均として定義される
（UNDP 2016：1-3）。HDIは、開発の評価を経済
の側面からしか捉えることができない従来の経
済指標と異なり、教育や保健を含むより包括的
な開発指標として注目された。さらに、前述の
ジェンダー不平等指数（GII）や複合貧困指数
（Multiple Poverty Index：MPI）など、様々な複合
指数がHDIの影響を受けて考案された。
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　HDIやそれに続く多様な複合指数が、開発指標
に広がりをもたらしたのは事実であり、それに
よって開発の目的を問い直すきっかけがもたら
された―すなわち、戦後の経済開発中心の国
際開発から、人間開発へのシフトが図られた―
という点は、複合指数による開発評価がもたら
した重要なインパクトである。例えばJolly（2002：
266）は、HDIの登場をうけて、「統計学者たちは、
統計学は ［人権などに関する理念的な課題には
（筆者注）］ 貢献できないという誤解を捨てなけれ
ばならない（筆者邦訳）」と訴え、統計指標が人
間開発の推進に向けて人々を動機付ける働きを
持つようになったことを歓迎している。
では、複合指数による評価というアプローチ
は、SDGの理念志向ターゲットの評価にも適合
するのだろうか。複合指数は単一指標よりも高
い包括性を実現しているとはいえ、国際機関な
どの評価専門家が策定した普遍的な指標を用い
て、国際的に比較可能な相対評価を行うという
基本的な構造において、従来の開発評価指標と
本質的な違いはない（米原 2013）。さらに、異な
る指標をウエイト付けして加算しても現実の複
雑な様相は見えてこないという批判もある（ス
ティグリッツ2020）。SDGの理念志向ターゲット
には、現実の様々な文脈に即した質的な要素が
多分に含まれており、ユニバーサルな比較の視
点では捉えられない要素をどのように評価のプ
ロセスに取り込んでいくのかが問われている。
次節ではこの点を評価可能性の観点から検討す
る。

３． SDG理念志向ターゲットの評価：測
定可能性から評価可能性へ

（1）MDGからSDGへの変化の本質
　2015年を目標年度に策定されたMDGは、8つの
目標と21のターゲット、そして60の指標で構成
されていた。これに対してSDGは17の目標と169
のターゲット、そして231の指標へと大幅に拡大
されたが（2020年7月現在：UN IAEG-SDGs 2020）2、
SDGにおける開発目標の拡大は量的な意味に留
まらない。教育目標であるMDG2及びSDG4（タ

ーゲット7）に注目すると、表1に示すように、
その本質的な違いが浮き彫りになる。
　MDG2の目標は「教育の普及」という量的な目
標であったため、目標の記述内容と指標の定義
が直接的に繋がっていた。事実、MDG2に連なる
3つの指標は、表1のとおり、いずれも定量指標
が設定されていた。これに対してSDG4が目指す
のは、「包括的かつ公正な質の高い教育の確保と
生涯学習の機会促進」という抽象度の高いもの
で、「質」への言及が明確になされている。さら
に、特に抽象度が高く評価が困難と言われてい
るSDG4.7が目指すのは、「持続可能な開発を促進
するために必要な知識及び技能を修得できるよ
うにする」ことであるが、ここに言われる「知
識及び技能」が何を意味するのかは、それぞれ
の社会的文脈に大きく依存し、目標の記述には
明示されていない。このような「知識及び技能」
を育成する教育の方法として、表1の下線に挙げ
られているようなアプローチが提案されている
が、例えば、「持続可能な開発のための教育
（ESD）」や「人権、ジェンダー平等、文化多様性
を促進するような教育」がどのような教育なの
かについても、その国や地域の文化や宗教の違
いを反映した、多様な解釈があり得るだろう。
　さらに、MDG2が想定する教育の「場」が主と
して「学校」、特に初等教育学校であったのに対
し、SDG4の指標には「すべての教育段階におい
て」と明示されているうえ、ゴール記述には「生
涯学習の推進」が謳われていることから、あら
ゆる教育機会がSDG4の「現場」となり得ること
が分かる。学校教育の中でも特に義務教育段階
に焦点を当てたMDG2では、初等教育や識字教育
の社会的価値やその必要性について、一定の合
意を想定することができ、また、この目標を達
成するための主たる支援者が学校関係者である
ことも容易に想定できた。つまり、ゴール記述
が直接的かつ明白に「指標」や「現場」や「ス
テイクホルダー」につながっていく構造を持っ
ていた。一方、学校教育に限らないノンフォー
マル教育など、あらゆる学びの機会を包含する
SDG4は、多様なステイクホルダーがそれぞれに
持つ、多様な価値のせめぎあいを内包する。し
たがって、そこに求められる「指標」も当然、
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（2）「開封」プロセスとしての評価可能性アセス
メントとセオリー評価

1970年代から広まった評価可能性アセスメン
ト（evaluability assessment）は、元々、形成評価
よりも総括評価の精度を向上させるための方法
として考案された（Smith 1989）。しかしながら、
評価可能性アセスメントのプロセスには、形成
評価や計画策定などにも役立つ、以下の3つの有
用性があると指摘されている（Smith 1989：12）。
① 総括評価のツールとして：インパクト評価や
効率性評価の前段階として、そのプログラム
のどの部分が評価可能なのか検討する。
② 形成評価のツールとして：そのプログラムを
より効果的なものにするために、何を修正す
る必要があるのか検討する。
③ 計画策定のツールとして：そのプログラムの
ゴールを定義し、そのゴールを達成するため
に必要な活動や、それらの活動を量質共に十
分なかたちで行うために必要な資源について
検討する。
　とくに3点目の特徴については、事業前評価
（proactive evaluation）としての機能も持ち得ると
されており、本稿の冒頭で紹介したロッシ（2010）
の指摘にも通ずる。ここで議論されるのは「ゴ

多様な価値を反映したものとなり得る。
　これらの取り組みを具体化するためには、こ
れらのゴールやターゲットが具体的、個別的に
何を意味しているのかを、それぞれの文脈や状
況に応じて再解釈する必要、すなわち、評価可
能な目標として再設定する必要が生じる。また、
その再解釈・再設定のプロセスに関わるステイ
クホルダーが多岐にわたるという点も看過でき
ない。つまり、多様な価値観をもつ多様なステ
イクホルダーが価値の再解釈・再設定の議論に
参加できる公共空間を保障する必要も同時に生
じているのである。

UNESCO（2016）はこのような再解釈のプロ
セスを「開封（unpacking）」と呼び、それぞれの
国や地域コミュニティのレベルで、SDG4の抽象
的な理念を実行可能な形に開封するためのガイ
ドラインを提供している。この開封という手続
きが必要になったという点が、MDG以前には求
められることのなかった、SDG理念志向ターゲ
ットの最大の特徴であると言えるだろう。そし
て、この開封という手続き概念を評価論の文脈
で解釈すると、評価可能性の考え方が適用でき
る。

表1　MDG及びSDGにおける教育目標

（注1）紙幅の制約上省略するが、SDG4には7つのターゲット（4.1～ 4.7）と3つの手段ターゲット（4.a～ 4.c）が設定されており、
MDG2.Aの内容はSDG4.1に含まれている。7つのターゲットと3つの手段ターゲットには合計12のグローバル指標と32の分野別指標が設
定されており、MDG2の3指標と類似の指標はSDG4.1及び4.6に包含されている。SDG4.7のグローバル指標は上記の4.7.1のみで、他に5
つのテーマ別指標が定義されている。
（注2）下線部は筆者による。
（出所）外務省（2019）、総務省（2019）、UN IAEG-SDGs（2020）を参考に筆者作成

MDG2 SDG4( 注１)

ゴ
ー
ル

初等教育の完全普及の達成 すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、 生涯学習の
機会を促進する

タ
ー
ゲ
ッ
ト

［2.A］ 2015 年までに、 全ての子どもが
男女の区別なく初等教育の全課程を修
了できるようにする
（Goal2 のターゲットは A のみ）

［4.7］ 2030 年までに、 持続可能な開発のための教育及び持続可能な

ライフスタイル、人権、ジェンダー平等、平和及び非暴力的文化の推進、

グローバル ・ シチズンシップ、 文化多様性と文化の持続可能な開発へ

の貢献の理解の教育 ( 注 2) を通して、 全ての学習者が、 持続可能な開

発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする

指
標

・ 初等教育における純就学率
・  第 1 学年に就学した生徒のうち初等

教育の最終学年まで到達する生徒の
割合

・ 15 ～ 24 歳の男女の識字率

［4.7.1］ ジェンダー平等及び人権を含む、 (i) 地球市民教育、 及び (ii)
持続可能な開発のための教育が、 (a) 各国の教育政策、 (b) カリキュラ
ム、 (c) 教師の教育、 及び (d) 児童 ・ 生徒 ・ 学生の達成度評価に関し
て、 全ての教育段階において主流化されている程度
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ールの定義」や「そのゴール達成のための活動」
であり、「修正や改善の方向性」である。つまり、
「どのような指標で測るか」といった測定可能性
を議論する前に、「そもそも何を求めて何を測ろ
うとするのか、その取り組みのゴールは何なの
か」という評価可能性に関する議論を行う段階
を明確に位置づける必要があるということであ
る。
このような議論に立脚しながら、より包括的
に取り組み全体の評価活動を体系化したのがロ
ッシ（2010）のプログラム評価理論である。プ
ログラム評価の5段階3に照らせば、セオリー評価
と呼ばれる段階が、評価可能性を検討する段階
となる。セオリー評価とは「プログラムに内包
される理論が、目的に対しもっともらしく組み
立てられているかどうかを検証し、プログラム
の設計や戦略がアウトカムを達成するために妥
当であるのかを評価するもの」（源 2016：40）で
ある。つまり、ゴールの定義とそのゴールを達
成するための手段や方策に論理的な齟齬がない
かどうかを確認することがセオリー評価の役割
であり、いわば、そのプログラムの屋台骨を組
み立てる作業がセオリー評価にあたる。それゆ
え、「プログラムの概念化が不十分であるか誤っ
ている場合、たとえ概念化したものを適切に操
作的に定義したとしても、プログラムが成功す
る見込みはほとんどない」とロッシは指摘して
いる（2010：155）。「概念化したものを操作的に
定義する」とはまさに指標の策定を指すと考え
られるが、プログラムの概念化・理論化が不十
分な状態で操作的定義を行っても、そのプログ
ラムはうまくいかないと、ロッシは警鐘を鳴ら
しているのである。
評価可能性アセスメント及びセオリー評価の
考え方に照らせば、「理念志向ターゲットを開封
する」ということは、すなわち、ゴールの定義
を明確にし、そのゴールを達成するために必要
な資源について検討し、さらに目的と手段の間
に論理的な構造のある計画を立てる、というこ
とを意味する。これが実現して初めて「概念化
したものを操作的に定義する」、つまり、測定可
能性を検討し、適切な評価指標を考案すること
の意義が生まれ、評価可能性の高い、実行性あ

るプログラムが実現されるのである。次節では、
測定可能性から評価可能性へのシフトを視野に
入れた理論枠組みについて検討する。

４．SDG理念志向ターゲットの位置づけ

（1）開発評価を捉える理論枠組み
上述のようなひろがりをもつSDG評価を再定
位するために、評価の目的と適用レベルを2つの
軸とする枠組みを提示する（図1）。
まず目的軸であるが、Scriven（1991）によれ
ば、評価の目的には大別して形成評価と総括評
価があり、前者は内部関係者が改善を図るため
に必要な情報を提供することが目的であるのに
対し、後者は外部者に対する説明責任を果たす
ことを評価の主たる目的とする。この定義に則
り「形成評価‐総括評価」という評価目的を両
極とする軸を設定する。

SDG評価の文脈でこの軸が示唆するのは、よ
り一般的な比較可能性に対する期待や必要性の
程度であると解釈できる。つまり、総括評価を
目的とする立ち位置は、普遍性の高い指標で状
況を測定して得られた、より科学的なエビデン
スに基づいて成果を比較することを目的とする
立場を示している。相対評価やランキングによ
る評価がここに当てはまる。
一方、形成評価を目的とする立場は、普遍的
な指標による比較よりも、ある取り組み自体が
もたらす個別の変化を確認し、改善に向けて具
体的な課題を洗い出すことを目的とする立場を
示している。したがって、この目的のもとに策
定された指標は、必ずしも比較可能な一般性を
備えている必要はなく、むしろ個々の文脈に応
じた指標によって、絶対評価やレーティングに
よる評価が行われればよいことになる。

SDG理念志向ターゲットの評価は形成評価と
の親和性が高いと考えられる。つまり、普遍的
画一的な基準では測り難い個々の文脈性や多様
性、また、そこから生じる個別の価値観を反映
した評価を重視する立場が、この極によって示
される。
次に適用軸については、「ローカル‐ グロー



SDG教育目標にみる理念志向ターゲットの評価に関する一考察：
測定可能性（measurability）から評価可能性（evaluability）へ 37

バル」という軸を設定する。この軸は、評価を
適用する際のレベルを示唆している。評価の諸
活動は、特定のプロジェクトなど、具体的な現
場で実践されることもあれば、SDGや各種の国
際的な開発評価、あるいは国レベルの政策評価
のように、ハイレベルの取り組みとして行われ
ることもある。より現場に近いレベルで評価を
実施する際には、現場の独自性や多様性に配慮
した「開封」の手続きを重視する必要が生じ、
参加型の評価手法が適合しやすい傾向がある。
一方、ハイレベルで評価を適用する場合には、
個々の現場の独自性や多様性よりも、専門家に
よる普遍的な説明力をもつ評価が求められる傾
向がある。
適用軸に照らしてSDG理念志向ターゲットの

評価を考えると、既述のとおり、この評価はロ
ーカルレベルで「開封」する必要がある評価活
動であると言えるだろう。

（2）多様な開発評価の位置づけと展開
この枠組みに照らして開発評価の歴史を概観
すると、戦後に始まった経済指標による開発評
価は「グローバル‐総括評価」という第三象限
の典型例であることが分かる。また、近年の国

際協力プロジェクトの評価については、相手国
カウンターパートとの協働のもとにプロジェク
トを進めていこうとする参加型のプロジェクト
運営が主流になっていることから、第三象限か
らより「ローカル」へと適用レベルが移行して
いるといえよう。しかし同時に、プロジェクト
の成果を、より科学的に頑強なエビデンスをも
って示すことも求められる傾向が強まっている
ことから、近年の国際協力プロジェクトの評価
活動は「ローカル‐総括評価」の第二象限を中
心に展開していると考えられる。
もうひとつの最近の動向として、前述の自発
的国別レビュー（VNR）が挙げられる。2016年
より、国連経済社会局は、各国に自発的に自国
のSDG進捗状況を報告することを推奨しており、
VNRをデータベース化してオンライン上で公開
することにより、SDG達成に向けてのピア・プ
レッシャーが生じることを期待している（UNDESA
2017）。VNRは国際的に共有される自己評価報告
書の一種であり、各国の政府レベルで評価専門
家によって作成される評価書のひとつであるこ
とから、その適用レベルは「グローバル」であ
ると言える。同時に、自発的報告書であること
から、その様式や評価基準などについては各国

図1　SDG理念志向ターゲットの評価の位置づけ

（出所）米原（2016）より改変
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の事情を尊重するという方針がとられており、
国際比較などの相対評価は想定されていない。
VNRでは、客観的な共通指標によって各国の取
り組みを相対評価するのではなく、各国が自国
社会の文脈に応じて、独自の改善に努めること
が期待されている。したがってVNRのような評
価活動は「グローバル‐形成評価」の第四象限
に位置づけられる。
最後に、本稿の主題であるSDG理念志向ター
ゲットの評価は、「ローカル‐ 形成評価」とし
て第一象限に位置づけられる。MDG評価は、8つ
の目標毎に設定された定量指標によって、グロ
ーバルレベルで成果を把握することを目的とし
ており、必要な指標は国際機関が策定して収集
していたという意味で、「グローバル‐ 総括評
価」（第三象限）であった。これに対してSDG評
価は、Tier1指標などによって従来の「グローバ
ル‐総括評価」を維持しつつ、第一、第二、第
四象限へと評価の守備範囲を大きく拡張してい
る。中でも、上述の通り、SDG理念志向ターゲ
ットの評価の特徴は「開封」のプロセスにあり、
そこには多様なステイクホルダーが関与するこ
とになる。したがって、その評価活動は必然的
にそれぞれの現場に根付いた文脈性の高いもの
となり、同時に、多様な関係者を巻き込む参加
型の評価となる。このような開封プロセスの登
場によって、「ローカル‐ 形成評価」の第一象
限が新たな開発評価の領域として拓かれた。
次節では、「ローカル‐ 形成評価」の事例と
して、筆者による、SDG4.7（ESD）の評価をめ
ぐるアクション・リサーチを手掛かりに、理念
志向ターゲットの評価可能性について、実践の
観点から考察する。

５． SDG理念志向ターゲットの評価実
践：SDG4.7（ESD）の評価とスク
ール・マネジメント

　SDG理念志向ターゲットの評価は、「ローカル
‐形成評価」であることが、上述の理論的検討
から明らかになった。では、そのような評価は、
現実の文脈においていかに実現しうるのだろう

か。本節では、SDG4.7のESDに注目し、「ローカ
ル‐形成評価」の実効性を検討する。
また、ここで改めて表1のSDG4.7の指標に注目

したい。指標4.7.1に示されているのは、「割合」
や「数」ではなく、地球市民教育やESDが制度化
されている「程度（原文extent）」である。つまり
これは、就学率や識字率のような、ある教育的
介入の成果を問う指標ではなく、SDG4.7を実現
するために必要な条件が整っているかどうかの
程度を確認するサインポスト（道標）としての
指標なのである。したがって以下の実践事例で
は、取り組みの「成果」を問うためではなく、
「程度」を検討するための考察を試みる。

（1）ESD評価の課題
ESDは、2005年からの10年間、「国連ESD10年」
のキャンペーンによって世界各地に普及した教
育活動で、持続可能な社会の担い手の育成を目
指している（北村、佐藤、佐藤 2019）。UNESCO
によればESDによって育みたい能力として以下の
6点が挙げられている（日本ユネスコ国内委員会 
2021）。
・ 持続可能な開発に関する価値観（人間の尊重、
多様性の尊重、環境の尊重など）
・ 体系的な思考力（問題や現象の背景の理解、
多面的かつ総合的なものの見方）
・代替案の思考力（批判力）
・データや情報の分析能力
・コミュニケーション能力
・リーダーシップの向上
　ESDは特定の教科ではなく、持続可能な社会を
実現するために必要となる、上記のような汎用
的能力を育成する教育活動の基本方針を示すも
のである。したがって、その具体的な形態は多
岐にわたり（開発教育協会内ESD開発教育カリキ
ュラム研究会 2010）、その多様性と柔軟性ゆえに
評価が困難になっている（米原 2016）。つまり、
ESDの理念を実現するための教育活動は、それぞ
れの学校や地域の環境の中で「開封」する必要
があり、その成果を測定する以前の問題として、
そもそも何をもってその学校のESDとするのか、
その活動によって何を実現したいのかという評
価可能性の問い直しが求められる。
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　ここでは、筆者が開校当初から支援している
横浜市立みなとみらい本町小学校（以下、MMH
小学校）で導入しているプログラム評価の実践
に焦点を当てる4。

（2）みなとみらい本町小学校の概要
　MMH小学校は、2018年4月に開校した公立小
学校で、6学年15学級に410名強の子どもたちが
学んでいる。開校宣言の中に「豊かな資源を活
かし持続可能な社会の担い手を育む小学校とし
て発展する」という文言が含まれている通り、
開校当時から学校全体でESDに取り組んでいる。
しかしながら、開校当時はESDについての知見

を持たない教員も多数おり、開校当初から小正
和彦校長や外部の研究者などがESDについての研
修を実施してきた。これらの研修と並行して行
われてきたのが評価に関する研究会やワークシ
ョップである。MMH小学校の独自性は、ESDの
考え方をスクール・マネジメントに取り入れ、
全校的に活かそうとしている点にある。この点
においてプログラム評価との親和性が高く、開
校当初から積極的にプログラム評価が導入され
てきた。以下、プログラム評価の流れに沿って
MMH小学校の取り組みを概観する。

（3）ニーズ評価・セオリー評価：「開封」プロセ
スとしてのロジックモデルづくり

　MMH小学校では2018年4月の開校早々から重
点研究としてESDが取り上げられてきた。具体的
には、「持続可能な社会の担い手を育む小学校」
として、どのような子どもたちを育てたいのか、
その大きな目的（最終アウトカム）を意識化・
言語化することから着手した。当事者である
MMH小学校の教員と、評価の伴走支援者である
筆者の協働でワークショップを重ね、「グローバ
ル人材を育てる」などのブラックボックス化し
た表現を次々と「開封」し、当事者である教員
の言葉でロジックモデルに可視化していった。
紙幅の制約上ここには掲載できないが、MMH小
学校のロジックモデルはホームページで公開さ
れている（みなとみらい本町小学校 2020a）。こ
こで重要なことは、ロジックモデルの詳細では
なく、それがMMH小学校のプログラム評価にお

いてどのような役割を果たしていたのかという
点である。約3年の実践から、MMH小学校のESD
ロジックモデルには、以下の4点の機能があると
言える。

①　 上位アウトカムを言語化し自分事にする：
当事者意識の醸成

ESDの上位アウトカムは抽象的な概念で示され
ることが多い。例えば「グローバル人材を育成
する」というアウトカムは、「グローバル人材と
はどのような人物か」という定義が具体的に言
語化されていなければ達成不可能かつ評価不可
能な目的である。MMH小学校では、セオリー評
価のワークショップの中で、「社会課題の解決に
向けて実際に行動することができる子」、「社会
に変化を起こすことができると信じられる子」
の育成を教育目標にしようという方針が共有さ
れた。
毎回のワークショップでは個々の教員の具体
的な取り組みや課題が話し合われ、それらの議
論に基づいて上位の目的が設定された。上位ア
ウトカムが、当事者である教員自身の言葉で具
体化されたからこそ、ロジックモデルにある直
接アウトカムや個々の活動が、日々の教育活動
に紐づいた具体的なアイデアとして創出され、
学校教育目標がお題目化することなく、日々の
教育活動に活かされることとなる。また、その
言語化の過程が関係者の間で共有されることに
重要な意義があり、時間をかけてコミュニケー
ションすることによって納得感が生まれ、上位
アウトカムがひとりひとりにとっての自分事と
なる。

②　 上位アウトカムと具体的な活動との関係を
論理的につなぐ：取り組みのシナジー効果

ESDの教育活動は、その多様性ゆえに、個々の
活動の質が高くても、学校全体・学年全体とし
てみたときに有機的な関連性に欠けるケースが
多い。ロジックモデルで全体の関連性を可視化
することで、個々の活動の位置づけや意味付け
が明確になり、「様々な活動の単発的なやりっぱ
なし状況」を「異なる活動間のシナジー効果の
創出」へ転換することができるようになる。さ
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らに、例えば「学年別の総合学習」と「遠足や
運動会などの学校行事」など、種類の異なる教
育活動を同じ目的に向かう手段としてみること
ができるようになり、異なる手段を連携させる
など、より有機的に教育活動を計画できるよう
になっている（みなとみらい本町小学校 2020b）。

③　 外部の関係者とのコミュニケーション・ツ
ールとなる：外部関係者の参加促進

ESDの教育活動は、その包括性ゆえに、学校内
外の多くの主体を巻き込むことがある。例えば、
PTA活動や地域との協働に関する取り組みでは、
PTAや地域の関係者とのコミュニケーションが必
要となる。ここで求められるコミュニケーショ
ンとは、単なる事務的な打ち合わせではなく、
どのような教育意図をもってこの活動を行おう
としているのか、この教育活動の成果をどのよ
うな目的につないでいきたいと考えているのか、
といった活動の本質についての相互理解を深め
るコミュニケーションである。しかしながら現
実には、限られた時間の中でそのような対話を
展開するのは難しい。

MMH小学校では、ESDロジックモデルをホー
ムページで公開したり、後述する『ESD BOOK』
（みなとみらい本町小学校 2020b）として保護者
や地域の関係者に配布したりすることで、学校
としての取り組みの共有を図っている。ロジッ
クモデルを通じて視覚的・直感的に取り組みの
全貌を示すことができ、2020年度の学校運営協
議会の場では、PTAや地域の関係者から「自分た
ちに期待されていることが分かった」といった
声や「このような活動があるならば具体的に○
○といった機会の提供ができる」といった提案
が挙がっていた。さらに、教育委員会や他校な
ど、外部とのコミュニケーションにおいても、
MMH小学校のESDの全体像を直感的に伝えるこ
とに役立っている。

④　 指標策定の基礎となる：調査データに基づ
く改善

ESD活動の評価に際しては、学校の教員がロジ
ックモデルに照らして評価指標を策定し、それ
ぞれの教育活動の成果をモニタリングしている。

上述の『ESD BOOK』はいわばモニタリング報告
書のような役割も担っている。ESDの教育活動は
個別性が高く多様であることから、その文脈・
その目的に応じた指標を独自に作成する必要が
あるが、ロジックモデルは指標策定の際の道標
となる。

ESD評価指標を作成する際に配慮すべき点は、
既存の指標に捉われず、自分たちが実現したい
価値をどう具体化するかについて、関係者の間
で十分に議論を重ねることである。MMH小学校
ではセオリー評価の一環として指標の検討を行
った。このときにロジックモデルのすべての項
目に指標を付けようとするのではなく、レバレ
ッジ・ポイントとなりそうなところや、相乗効
果が期待できそうなところ、あるいは取り組み
のコアとして大切にしたいところに焦点を絞っ
て検討した。
さらに、「指標」は必ずしも数値である必要は
ないとし、記述的な指標や、主観的な指標も積
極的に取り入れた。その一方で、いわゆるテス
トスコアのような指標を排除する必要もなく、
ロジックモデルに示された目的に照らして適切
と判断されれば、例えば、ある教科のテストの
点数が知識定着を測る指標のひとつとなること
もありうる。「指標が多様である」という前提自
体が、子どもたちや関係者に対して、「価値の物
差しは多様でよい」というメッセージを発信す
ることになる。MMH小学校では、ロジックモデ
ルをもとに様々な指標が検討され、それらをア
ンケート調査票に反映して、次のような評価活
動を行っている。

（4）プロセス評価・アウトカム評価：独自の指
標に基づくデータ収集と分析

MMH小学校では、アンケート調査票を用いて
データの収集を行っている。そのデータを統計
的に、あるいはテキストマイニングによって分
析し、エビデンスに基づくプログラム改善を実
践している。上述の通り、アンケート調査票に
掲載されている質問項目は、ロジックモデルに
基づいて策定された指標を文章化したものであ
り、したがって、収集されたデータは、ロジッ
クモデルに示されたプログラムの進捗状況をモ



SDG教育目標にみる理念志向ターゲットの評価に関する一考察：
測定可能性（measurability）から評価可能性（evaluability）へ 41

ニタリングするための情報源となる。定期的に
同一のアンケート調査を行うことにより、期待
する変化が実際に起こっているかどうかを、統
計的な検定のもとに確認することもでき、そこ
から、具体的な改善に資する情報提供が可能に
なる。2019年度の調査は以下のとおり実施され
た（米原 2020）。

第 1回目（事前）調査 第 2回目（事後）調査
時期 2019 年 10月 23日 2020 年 1月 15日

対象 低学年 132人、
中 107人、高 82人

低学年 131人、
中 105人、高 81人

設問数 低学年全 7問、中・高学年全 9問

第一回目調査データと第二回目調査データの
うち、数値的なデータには統計分析を適用し、
自由記述欄のテキストデータにはテキストマイ
ニングを適用した。紙幅の制約で一部に限られ
るが、以下に統計分析とテキスト分析の結果を
例示する。なお、本節の目的は、これらの分析
結果を詳述することではなく、MMH小学校で実
施されているプログラム評価の流れを概観する
ことである。したがって、ここでは分析結果の
詳細には立ち入らないものとする。

①　数値データの分析例
ESDロジックモデルの活動のひとつとして「自
分たちの考えや課題を更新しながら、発展的な
課題解決学習を進めている」という項目があり、
この目的を目指した様々な課題解決学習が行わ
れた。その成果について、高学年を対象に「新
しい課題や方法にもチャレンジしましたか（回
答選択肢：とてもそう思う・そう思う・どちら
とも言えない・そう思わない・まったくそう思
わない）」という5件法による問いで確認したと
ころ、事後の方が統計的に有意に向上している
ことが分かった（t=3.04, p<0.01）。このように、
ロジックモデルに対応した質問項目を設定し、
各質問項目が対応するアウトカムの評価情報と
なるよう、アンケート票が設計されている。

②　テキストデータの分析例
上述の課題解決学習については、「課題解決学

習を振り返って、自分にどんな変化があったと
思いますか」という自由記述回答も設定された。
テキスト分析の結果、事後の動詞語彙が顕著に
豊かになっていることから、児童の変化が読み
取れる（表2 網掛）。このように量的データだけ
では不十分だと思われる項目には、質的な情報
を収集するための質問項目が併設され、活動の
改善に活用しやすいよう工夫されている。

（5）改善に向けてのアクション
上述のような教育活動に対するアンケート自
体は、一般的に多くの学校現場で実施されてい
るが、ここで特筆すべきは、これらのアンケー
ト項目がロジックモデルに紐づいており、MMH
小学校のESD活動改善のための情報源になってい
ることである。これが可能になるためには、こ
のアンケート票及びそのベースとなるロジック
モデルが、教員自らの発案によって作成された
ものになっている必要がある。外部の評価専門
家や上位の行政組織が「外から」あるいは「上
から」提示したものでは、分析の結果や提言が
自分事になりにくく、改善のアクションにつな
がり難い。
上記の調査結果を受けて、MMH小学校では、
改善に向けて2つの具体的なアクションがとられ
た。ひとつは『ESD BOOK 2019』（みなとみらい

表2　課題解決学習に関する自己評価

（出所）筆者作成

単語（動詞） 事前（%） 事後（%）
調べる 58 42
できる 50 50
考える 39 61
思う 26 74
増える 19 81
分かる 10 90
知る 10 90
生み出せる 0 100
変える 0 100
心掛ける 0 100
受けとめる 0 100
集まる 0 100
話す 0 100
持てる 0 100
持つ 0 100
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本町小学校 2020b）の出版である。ロジックモデ
ルの策定から、具体的な教育活動の実施、アン
ケート調査、そしてその結果を踏まえての来年
度の教育計画の策定という、一連の活動を担っ
てきた教員自身が執筆者・編集者となって、自
らの活動を振り返る機会となっている。さらに
この冊子を学校運営協議会のメンバーや保護者、
地域住民、市教育委員会、他校の関係者などに
配布することによって、MMH小学校のESD活動
に対する理解と関心を深めてもらい、協働関係
を育てることを意図している。
ふたつ目は、教員間で振り返りを共有し、具
体的に次年度の計画改善に活かすための研修会
である。2020年度末に開催された当該研修会で
は、アンケート調査によって得られた評価情報
から、教員の認識と児童の実感に乖離のある項
目や、思ったような成果に至っていない活動が
あることが明らかになり、次年度に向けての対
策が練られる流れとなった。また、ESDロジック
モデルは固定的なものではなく、毎年改善され
ることが前提となっており、研修会の議論を受
けてロジックモデルの改訂も進められた。
形成評価の主眼は、評価そのものではなく、
その結果を次の改善に活かすことにある。換言
すれば、次の改善に活きるような評価情報が収
集できる評価活動を行わなければ、形成評価を
行う意味は半減する。理論的にはかく言われな
がら、現実には評価結果を現場の改善に結びつ
けるのは容易ではない。なぜなら、それを行う
のは評価者ではなく、現場の当事者だからであ
る。当事者にとって有意義な形成評価が、参加
型・協働型になる必然性はこの点にある。MMH
小学校では、当事者である教員による手作りの
ESDロジックモデルをもとに活動と評価が連動し
たことで「ローカル‐形成評価」が適切に機能
したものと考えられる。

６．考察：セオリー評価の機能と可能性

MMH小学校の事例から「ローカル‐ 形成評
価」の実効性について考察すると、次の3点が要
点として抽出される。

一点目はセオリー評価の重要性である。ESDの
ような、その中身が分かりにくいSDG理念志向
ターゲットを実践のレベルで「開封」するため
にも、また、そのような理念的な課題を当事者
にとっての自分事にするためにも、当事者間の
コミュニケーションを尊重したセオリー評価の
実践が不可欠である。特に本節（3）に列挙した
ロジックモデルの4つの機能を活かすことが、の
ちの段階にも重要な影響を及ぼすと言える。
二点目は参加と協働が不可欠であるという点
である。参加型評価において当事者の参加が必
要であるというのは言うまでもないが、実践現
場において、それが可能な組織文化とガバナン
スが整備されているか否かが、参加と協働の実
質性に多大な影響を及ぼす。学校現場の場合、
校長ほか管理職のリーダーシップ、それも教職
員が自由闊達に議論や活動を展開できる環境を
築くためのサーバント・リーダーシップが鍵を
握っている。
三点目は評価をマネジメントの一環として捉
える視点が現場の関係者間で共有されていると
いう前提条件である。特に日本の学校文化にお
いて、「評価」という言葉は往々にして「監査」
や「管理」に近いニュアンスで受け止められる
ことが多く、教職員が楽しみながら関われる活
動として理解されることは少ない。しかしなが
ら、形成評価が形成評価としての本来的な機能、
すなわち現場に改善をもたらすという機能を発
揮するためには、評価を、孤立した活動ではな
く、組織やプログラムのマネジメントを駆動す
るエンジンとして捉える視点の共有が不可欠で
ある。そしてそのような視点の共有と定着も、
一点目に挙げたセオリー評価の過程で起こり得
る。

ESDなどのSDG理念志向ターゲットの評価を実
施する際、「開封」された理念の具体的な活動形
態は、それぞれの現場の文脈によって大きく異
なる。そのような多様な活動に対して「グロー
バル‐総括評価」のアプローチを適用しても機
能し難い。また、教育目的やその教育プログラ
ム全体の整合性を検討せずに新たな評価手法や
評価指標を導入しても、現場に混乱をもたらす
ことになるだろう。そこで、それらの教育活動
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の評価可能性を高めるために、「注意深くプログ
ラムモデルを記述し、ゴールと目標を定義する」
（ロッシ 2010：128）ためのコミュニケーション
が必要となる。
重要な点は、そのような本質的なコミュニケ
ーションの機会が、活用可能な状態で実践現場
に開かれていることである。セオリー評価とし
てスクール・マネジメントの一環にこのプロセ
スを位置づけることで、その活動の価値や目的
について議論する公共のアリーナが保障され、
そこから具体的な活動が醸成されていく可能性
が担保される。従来は求められることのなかっ
たセオリー評価の手続きが、SDGやESDの広まり
と共に、様々な教育現場で求められるようにな
っている。喫緊の課題として、このような評価
活動を伴走支援する評価専門家の派遣制度など、
実践現場を支える体制づくりが求められている
と言えよう。

７．おわりに

本稿では、SDG理念志向ターゲットの評価を
捉える理論枠組みを提示すること、そしてそこ
に示される「ローカル‐形成評価」の実効性を
検討することを目的として考察を進めた。SDG
評価の最大の特徴は、目標や指標の量的・質的
な拡大ではなく、測定可能性の追究から評価可
能性の検討へと発想をシフトする必要が生じて
いるという点にある。評価可能性を検討するた
めには、その国やその社会の文脈を考慮して、
抽象的なグローバル目標を「開封」する手続き
が必要になる。これらの特徴を踏まえ、SDG評
価の枠組みを、目的軸と適用軸から構成される
四象限で捉え直すと、SDG理念志向ターゲット
の評価は、「ローカル‐ 形成評価」として特徴
づけられる第一象限に位置することが分かった。
さらに第一象限の典型例であるSDG4.7の実践事
例から、参加と協働、マネジメントの一環とし
ての評価、そしてそれらに通底するセオリー評
価の重要性が指摘された。
図1の枠組みが示されたことにより、MDGから

SDGへの「拡大」の意味が、開発評価史の観点

から問い直され、理念志向ターゲットの評価に
加えて、VNRや国際協力案件の評価の動向など、
SDG評価に関わる諸側面の相対的な位置づけが
明らかになった。また、ESD評価の事例を検討す
ることにより、「ローカル‐ 形成評価」の実践
において、セオリー評価が重要な役割を果たす
こと、そして、セオリー評価に重点を置いた評
価活動それ自体が「当事者による公共の議論の
場」の創造に寄与することが指摘された。加え
て、セオリー評価を経て設定された指標が、SDG
理念志向ターゲットの測定可能性を高めること
も期待される。
今後の課題として、グローバル、ローカルそ
れぞれのレベルに積み残しがある。まず、本稿
で取り上げたMMH小学校の実践事例は、いわば
「良い逸脱」（河村、Singhal 2011）の一事例であ
り、今後MMH小学校のような取り組みをどのよ
うにして水平展開していくのか、また、学校組
織の評価文化や、学校関係者の評価的思考とい
った、「ローカル‐ 形成評価」を導入するため
の前提条件をどのように整えるのかという点に
ついては、更なる検討を重ね、方法論として体
系化していく必要がある。同時に、SDG評価の
グローバルな動向、特に、各国政府に対するア
ンケート調査方式で収集されることになった
SDG4.7の評価データが、今後どのように収集・
分析され、どのようなかたちで公表・活用され
るのか、そして、それがローカルな教育現場に
どのような影響をもたらすのか―現場のセオ
リー評価を促進するのか阻害するのか―につ
いても注視する必要がある。
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注記

1　Tier3指標の多くは、その定義が再考されてTier2指
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標に分類されることになった。例えば表1のSDG4.7
の指標4.7.1は、（a）~（d）に関する細目について、
それぞれの実施程度を各国政府にアンケート調査で
聞き取り、総合点を付けるという方法で合意された
（UNSD 2021b）。

2　2020年7月に見直された新たなフレームワークによ
れば、全体数としては274の指標が列挙されている
が、うち12の指標については2~3の異なるターゲッ
ト間で同じ指標が共有されているため、固有の指標
数としては231となる（UNSD 2021a）。

3　プログラム評価の5段階とは「ニーズ評価、セオリ
ー評価、プロセス評価、アウトカム／インパクト評
価、効率性評価」の5段階を指す（ロッシ 2010）。

4　MMH小学校は、2019年より、文部科学省『SDGs
達成の担い手育成（ESD）推進事業：教育（学習）
効果の評価と普及』のモデル校となった。本稿の一
部は、当該事業の報告書による（米原 2020）。
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Abstract

One of the prominent difficulties of SDG evaluation is rooted in its highly-abstract and quality-based 
conceptual targets. The purpose of this paper is to provide a theoretical framework to capture the SDG conceptual 
targets in the context of evaluation for global cooperation and to examine feasibility of “local-formative 
evaluation,” which appears in the framework. 

Some of the SDG conceptual targets are difficult to measure by existing evaluation indicators. Therefore, it is 
necessary to shift an emphasis of our discussion from measurability to evaluability. In order to increase 
evaluability, abstract global goals and targets need to be localized by considering its own social context. This study 
focuses on ESD of SDG4.7 as a typical representative of the SDG conceptual targets and employs an action 
research method to analyze a case of ESD evaluation at a public primary school. This action research reveals the 
significance of theory evaluation as “local-formative evaluation,” which promotes co-productive management at 
the practical level.
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1．SDGs7の目標と指標

（1）SE4ALLからSDGs7へ
2010年に国連は「すべての人々のための持続
可能なエネルギー Sustainable Energy for All 
（SE4ALL）」を立ち上げた。このイニシアティブ
には、①エネルギーアクセスへの向上（2030年
までに現代的なエネルギーサービスをいきわた
らせる、②エネルギー効率の改善（エネルギー
効率を2倍にする）、③再生可能エネルギーの活
用（世界全体のエネルギーミックスの中で再生
可能エネルギーのシェアを2倍にする）の3本の
柱があった。同時に、国連総会は2012年を「す

べての人々のための持続可能なエネルギー年 
International Year of Sustainable Energy」とするこ
とを決議した。SE4ALLの諸目標や指標は持続可
能な開発目標SDGs7に踏襲されている。　　
国連が公表している「事実と数字」1では

SDGs7に関して以下のような認識を示している。
①世界人口の13%は依然として現代的電力を利
用できていない、②30億人が薪、石炭、木炭、
または動物の排せつ物を調理や暖房に用いてい
る、③エネルギーは気候変動を助長する最大の
要素であり、全世界の温室効果ガス排出量の約
60%を占めている、④世帯エネルギーとしての可
燃燃料使用による屋内空気汚染により、2012年
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要　約

SDGs第7目標（以下SDGs7と略）は汚染の少ない現代的エネルギーの普及と利用の効率性を通じて持続
性を高めることを目指している。人々が貧困から抜け出すためにはエネルギーの使用が不可欠である一方
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っていることは言うまでもない。SDGs7は他の多くのSDGs目標の実現と関連性が強い一方で、目標横断
的なセオリーをSDGsは示していない。そこで、SDGs7は他の目標あるいは持続性全体との関係でどのよ
うなセオリーを描きうるのかを、本稿のリサーチ・クエスチョンとした。SDGs7が重要な指標の一つとす
るエネルギー・インテンシティー（Energy Intensity）は持続性に示唆を与える指標になりうるのか、また、
目標の一つである再生可能エネルギーの導入はアウトカムとして人々の暮らしにどのような変化をもたら
しているかについて検討を行うことを通じて、セオリーの構築を試みつつ、SDGs7の評価、さらにそれを
通じたSDGs全体の評価の課題を明らかにしていきたい。
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には430万人が命を失っており、女性と女児はそ
の10人に6人を占めている、⑤2015年、最終エネ
ルギー消費に再生可能エネルギーが占める割合
は5%に達した。

（2）SDGs7と指標
上に記した課題認識からSDGs7は付表1のよう
に目標を設定している。要約すると、①近代的
エネルギーおよび再生可能エネルギーの普及、②効率
の改善、③そのための技術開発と普及、国際協
力の3点である。これらの目標に対応した指標は
付表1の目標のそれぞれ右に示す。指標に基づい
た国別、地域別、世界全体の進捗状況は通称「ダッ
シュボード」と言われる、Sustainable Development
Report で逐次確認することが可能である2。

（3）第7目標の持続性概念
持続可能な開発の概念は「環境と開発に関す
る世界委員会」（委員長：ブルントラント・ノル
ウェー首相（当時））が1987年に公表した報告書
「Our Common Future3」にある「持続可能な開発
＝将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代
の欲求も満足させるような開発」が出発点にな
っている。しかし、将来の世代というのは、ど
こまで先を考えなければならないかについて具
体的に示されているわけではない。このことは
石油、天然ガスなどの枯渇性資源の役割が依然
として大きなエネルギー分野において困難な問
題を提起する。枯渇性資源においては現在の世
代の欲求の満足は将来の世代の欲求の満足とゼ
ロサムで競合し、いずれかの時点で、それ以降
の世代の欲求を満足させることはできなくなる。
石油に関して2019年末の確認開発埋蔵量は

1,734兆バレルで、前年より2兆バレル減少してい
る4。この確認開発埋蔵量（R:Reserve）を年間の
生産量（P：Production）で除したR/Pは全世界平
均約50で、これが現在の生産（＝消費）レベル
を続けた場合の「石油が使える年数」である。
石油の生産・消費は価格の動向に影響を受ける。
価格が高くなれば消費が抑制されることによりP
が低下し、より高コストの石油採掘でも採算が
取れるようになることから、石油探査や油田開
発も進み、Rが上昇する。価格の循環的なプロセ

スで、過去半世紀 R/Pは30～ 50で推移している。
天然ガスもR/Pは40前後で推移してきたが5、最近
ではシェールガスなどの非在来型天然ガスの開
発が進み、より長く持ちこたえるという見方も
出てきている。しかし、近い将来R/Pが急速に低
下する懸念は常に付きまとっている6。今後の石
油価格の高騰の際に代替的な再生エネルギーへ
の円滑な移行が進むという保証はどこにもない。
SDGsは2030年までの目標を設定しているが、枯
渇性の資源に関しては、かなりの長期間にわた
るエネルギーの資源量と使用量のシナリオを描
かない限り、持続性を捉えた目標とすることは
できない（林 2017a）（林 2017b）。この点が2030
年の達成を第一義的に目指す他の目標と異なる
ところである。
一人あたり年間GNIが3,995ドルを下回る低所

得国・低位中所得国に住む人口は、世界人口の
46.8％に達しており（2019世銀データベース）、
生活改善のためにこれからもエネルギー使用量
の増大は不可避かつ不可欠である。エネルギー
の消費効率の改善が需給の緩和と価格の安定化
を通じて貧困層にもたらす意味は大きい。目標
となるのは生活水準の向上である。SDGs全体に
おけるSDGs7の役割は、各目標の実現のために必
要とされる単位あたりのエネルギーを効率化に
よって削減し、全体としてエネルギー消費全体
を抑制し、可能であれば削減するということに
なるだろう7。

SDGs7は従って、他の目標とのかかわりあいが
重要であり、次節で見るようにいくつかのトレ
ードオフもある。その前にもう一つ、SDGs7の持
つ問題を指摘しておきたい。それは原子力発電
についての言及を避けていることである。もち
ろん、原子力発電は極めて論争的な事項であり、
コンセンサスの上に成り立ったSDGsにおいて言
及がなかった事情は理解できる。原子力発電所
に関しては、事故発生時の被害の大きさはもち
ろんのこと、半減期が数万年に達する使用済み
核燃料や放射性廃棄物の安全な処理方法が争点
になっている。数万年先の「将来の世代」に配
慮をするのは正しい。それならば、化石燃料を
含むエネルギー全体に関しても同じスパンで考
えるべきではないか。SDGsに超長期の視点が必
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要な所以である。

（4）SDGs7の他目標とのトレードオフ
SDGs7の評価の視点からは他目標とのトレード
オフが問題になる。SDGsの諸目標の間には相乗
効果をもたらしたり相互補完したりする理想的
な関係だけではなく、競合、矛盾する関係があ
ることも指摘されている。International Council for 
Science （2017）によるSDGs7に関する目標間の関
係分析結果を付表2に示す。要点は以下の通りで
ある。
貧困削減目標（SDGs1）との関係では、SDGs7
が目標とする近代的なエネルギーの普及は相互
補完関係になる。また、再生可能エネルギーの
普及が気候変動を緩和することができれば、貧
困層にとっては変動の影響の緩和につながる。
しかし、再生可能エネルギーの半ば強制的な普
及がエネルギー価格の高騰をもたらすとすれば、
貧困削減目標とは矛盾する。例えば、太陽光発
電について、高めに設定されたFIT（Feed in Tariff）
価格が、太陽光発電設備を導入できる比較的富裕
な層に対して、それができない低所得層が割増さ
れた電気料金の支払いを通じて補助を行うという
「逆進性」が指摘されていた（朝野 2015）。
飢餓・食糧（SDGs2）に関しては、女性、先住

民、家族経営の農林水産業などエネルギー集約
的でない伝統的生産様式がSDGs7と相互補完的で
あると評価される一方で、バイオ燃料生産と食
料生産は競合するとされる。化石燃料の使用削
減は、採掘に利用する水の削減を通じて、水の
利用可能性拡大（SDGs6）と相互補完的であり、
海水淡水化に際しては、エネルギー非集約的な
フィルターなどの重点的な技術開発と使用拡大
でSDGs7と両立する。
雇用・経済成長目標（SDGs8）との関係では成

長とエネルギー消費のデカップリングが課題で
ある。エネルギーの普及は、学習や労働時間に
ポジティブな影響を与える。この点については
第3節で紹介するミャンマーの調査からも明らか
である。エネルギーの使用削減はエネルギー産
業での雇用喪失をもたらす恐れがあり、これは
2020年の米国大統領選挙でも争点の一つとなっ
た。炭素（炭化水素）の燃焼は必然的に二酸化

炭素を発生させるので、気候変動目標（SDGs13）
とは入口、出口の関係に立つ。このほか、上記
の表には掲げていないが、責任ある生産、消費
（SDGs12）も表裏一帯の関係に立っている。
このように、SDGs7と他の目標は一致したり補
完したりするものが多い一方、矛盾、相克する
ものもある。SGDs7 の評価は他の目標とセット
で行うことが必要である。

2． エネルギー・インテンシティー
（Energy Intensity）とSDGs7の評価

（1）エネルギー・インテンシティー
SDGs7が重要な指標として用いるのがEnergy 

Intensity（以下EIと略）である。EIは購買力平価
で換算されたGDP1単位あたり使用されたエネル
ギーの熱量で示される（単位はメガジュール
MJ）。SE4ALLにおいてエネルギー効率の指標と
して使われており、SDGsもこれを踏襲している。
EIは、経済活動の「燃費」ということができる。
2015年のEIの上位15か国と下位15か国をそれぞれ
図1、図2に示す。

図1　EI高数値（GDPに比較してエネルギー消費
が多い）上位15か国　

（出所）世銀データべースより筆者作成　(2021年3月21日）
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データを見る限りでは地域別、所得階層別の
特徴は明確ではない。EIに影響を与える要因は複
雑である。ただ、先行研究のEIの分析からエネル
ギーに関するさまざまな政策含意を得ることは
できる。

Filipovic, et al. （2015）はEU28カ国の1990年か
ら2012年までのパネルデータを用い分析し、EIを
改善させる要因としてエネルギー価格、1人当た
りのGDPなどを、悪化させる要因としては国内
エネルギー消費および1人当たりのエネルギー使
用量の増加などを挙げる。特に重要なものは電
気料金であり、デンマーク、ドイツ、イタリア
のEIが低いのは、電気料金が高いことによるもの
であるとする。エネルギー消費に対する補助金
の削減は既にSDGs7の目標の一つとして組み込ま
れている。また一般的なエネルギー補助金は貧
困対策としても支持されていない。

Charap et al.（2013） はEIを指標としては用いて
いないが、66か国について1965-2010のパネルデ
ータを用い、エネルギー消費の価格弾性値を－
0.3～－0.5という結果を得たうえで、エネルギー
補助金の廃止と貧困層にターゲットを絞ったセ
イフティーネット策の組み合わせで、大きな財
政負担の軽減がなされるとしている。
林（2017a）では都市化比率（中高所得国）の
ほかに、人口密度（低所得国）、コンフリクト要
因＝ダミー変数（低所得国）とEIの改善との間に

図2　EI低数値（GDP に比較してエネルギー
消費が少ない）下位15カ国

（出所）世銀データべースより筆者作成　(2021年3月21日）

有意な相関が認められた。エネルギーの消費効
率が経済活動の集約度に影響を受けていること
は、香港やマカオなど超高密度な経済がEIが最も
低いランクに位置していることからも、ある程
度予想できる。いわゆる「コンパクト・シティ
ー」政策はSDGs7の見地から積極的に評価できる
可能性がある。
しかし、EIはある国が置かれた条件で大きく異
なる。また、マクロレベルのEIは活動、構造、効
率の複合的な要因で決定されるが、単純にエネ
ルギー消費量をGDPで割っただけのEIからはその
国のエネルギー効率改善の姿は見えてこない。
国によって発展段階、それに伴う産業構造は多
様であり、単純な横並びのクロスカントリー分
析では、各国のエネルギー面での持続性を判定
することはできない。経年分析においては経済
発展に伴う産業構造の変化も勘案する必要があ
る。このため、活動、構造、効率の要素に分解
して分析することが必要になる。

（2）EIの要素分解分析（Divisia Decomposition 
Analysis）

エネルギー消費は、単に消費効率だけではな
く、どのような活動を行うかによっても左右さ
れる。エネルギーの消費を左右する要因は、経済
活動の程度（Activity）、経済活動の構造（Structure）、
気候・天候（Weather）、技術的効率性（Technical 
Efficiency）などである（IEA2020）（Dennehy 2014）。
経済活動（A）が増加すれば、当然それは仕事量
の増加からエネルギー消費の増大をもたらす。
農業国が工業国に転換する、あるいは労働から
資本への代替が進む過程ではエネルギーの消費
が増大す る。熱波や寒波が電力需要に影響を及
ぼすことは日常経験からも理解できる。EIがエネ
ルギー価格によって影響を受けることは言うま
でもないが、構造（S）も大きな影響を与える。
1973年に始まった第1次石油危機の後、日本では
省エネルギー技術の導入が進んだだけではなく、
エネルギー消費型の素材産業が海外に生産拠点
を移すなどの構造転換が進んだ。
活動、構造、効率の関係は次式で示すことが
できる（EIA 2014, Heinen 2013など）。
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エネルギー総消費　E
経済の総活動（付加価値、輸送人・キロなど）A        

各分野の活動　A i

分野ごとの活動の構造　S i
分野ごとのインテンシティー　I i

この式にしたがって、エネルギー総消費の要
素分解分析が可能になる。サブセクターごとに
活動、構造、インテンシティーの項目を例示す
ると以下のようになる。暖房、給湯など人の生
活に不可欠な部門では、活動は人口に比例する
とみなしている。

この要素分解分析はIEAでも標準的なエネルギ
ー効率の分析手法とされている。基準年と比較
年の間の変化を見る方法、経年的な変化を追う
方法などがある。

Wang（2013） は、要素分解分析を用い69か国
の1980年と2010年の比較を通じて、技術進歩、
資本蓄積、生産物の構造変化が経済全体のEIを改
善する一方で、労働／エネルギー比率、空間的
時間的多様性がEIを悪化させるとする。Vogt, et 
al.（2014）は1995年から2007年の期間における40
の主要経済における要素分解により、活動と構
造の要素が経済全体のEIにどのように作用してい
るかの分析を行った。この結果、大部分の国に
おいては技術進歩がEIの低下に貢献しているが、
日本、米国、オーストラリア、台湾、メキシコ、
ブラジルについては産業構造の変化の影響が強
いとする。
要素分解分析のロジックに則ってSDGs7の目標

設定と指標を再考してみたい。交通におけるモ
ーダルシフトを例にとると、エネルギー消費の
多い自家用車や航空機から旅客が鉄道に移転す
れば、まず構造（S）面で旅客人・キロのシェア
が変化し、経済全体EIを低下させる要因となる。
また、その上で鉄道も含め運行単位当たりの燃
費が改善すれば技術進歩を通じ交通分野のイン
テンシティー（I）の改善につながる。
一方、活動（A）はそれほど単純ではない。活
動が増加することは豊かさにつながると考えら
れてきた。ビジネスにしても旅行にしても、移
動は人々の生活を豊かにする要素である。観光
は産業として確立しており、GDPを構成する重
要な産業の一つである。コロナ禍で移動が制限
されることは人々に大きな苦痛をもたらしてい
る。ところが、移動しないことが豊かさにつな
がる一面があることも認識されつつある。遠隔
会議の普及で、わずか1時間の会議のために一日
かけて新幹線で東京・大阪間を移動することが
いかに無駄であるかが社会の共通認識となりつ
つある。使用エネルギーと旅客人・キロが同率

部門 サブセク
ター

活動（A）構造（S） インテンシ
ティー（I）

家計 暖房 人口 床面積／
人口

暖房エネル
ギー消費／
床面積

給湯 人口 居住家屋
数／人口

給湯エネル
ギー消費／
居住家屋数

調理 人口 居住家屋
数／人口

調理エネル
ギー消費／
居住家屋数

家電製品 人口 所有者数
／人口

家電製品使
用エネルギ
ー／所有者
数

旅客輸
送

自動車・
バス
航空機・
鉄道

乗客人・
キロ

乗客人・
キロシェ
ア

使用エネル
ギー／乗客
人・キロ

貨物輸
送

トラック・
鉄道・内
航

貨物ト
ン・キ
ロ

貨物トン・
キロシェ
ア

使用エネル
ギー／貨物
トン・キロ

製造業 付加価
値

付加価値
のシェア

使用エネル
ギー／付加
価値

サービ
ス業

付加価
値

付加価値
のシェア

使用エネル
ギー／付加
価値

農業 付加価
値

付加価値
のシェア

使用エネル
ギー／付加
価値

表1　分野ごとの活動、構造、インテンシティー

（出所）IEA（2014）, Dennehy(2014)などに基づき筆者作成

建設業 付加価
値

付加価値
のシェア

使用エネル
ギー／付加
価値
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で減少すれば全体のEIに変化はないが、もし、旅
客人・キロの減少率の方が大きければ、輸送効
率の改善（I）がなかったとしても、EIは改善す
る。これは活動（A）が生活の質の向上をもたら
すかどうかについて問わなければならないとい
うことである。
要素分解分析を通じて、SDGs7に関しては、以

下のような評価設問が浮かび上がる。
①活動（A）は必要不可欠なものであり、アウ
トカムとしての厚生水準を向上させるものであ
るかどうか、②構造（S）ないし構造の変化はそ
の国の物的、人的資源の賦存状況から見て適切
か、③マクロレベルのEIおよび分野別のIは改善
しているか、④全体としてエネルギーは消費、
特に化石燃料などの枯渇性資源に由来するエネ
ルギー消費は減少しているか（伸びが押さえら
れているか）。
この中で、最も重要と思われるのがアウトカ
ムを生み出す活動の内容である。活動に関して
は、製造業、サービス業などは付加価値を指標
としている。また、輸送では旅客人・キロ、貨
物トン・キロなどを指標としている。これらは
アウトプットの指標であり、何が達成されたか
というアウトカムの指標ではない。したがって、
SDGs7の評価はエネルギーを使用した活動のアウ
トカムをどう定義するかという問題に突き当たる。
そこで、次節ではSDGs7が目標として掲げるク

リーンエネルギーの普及が、どのようなアウト
カムをもたらすかについて見てみたい。

3． 太陽光パネル・発電装置の導入による
農村の変化

SDGs7の目標実現が人々の生活にどのような変
化をもたらし、それらがSDGsの他の諸目標とど
のような関係に立つかについて、具体的に見る
ため、半構造化インタビュー形式の調査をミャ
ンマーとタンザニアで行った。この二つの地点
は、1人当たりGDPが1,500ドル未満の国にあり、
最大都市から300キロ前後の農村であることなど
置かれた状況に共通点がある。両地点とも基本
的に配電網が整備されていないオフグリッド地

域であり、2010年代に急速に太陽光パネル・発
電装置が普及した。導入時から時間が経過して
いないために、インタビューで回答が得やすい
こと、筆者がこれまでも数次訪問し各種ヒアリ
ングを行っていた地域で現地語に精通した研究
協力者を得ることができたことなどが選択の理
由である。調査項目はオフグリッド地域におけ
る家庭用太陽光発電装置の導入による家計と生
活の変化、具体的には、導入内容（設備容量）、
導入費用（月収の何か月分にあたるか）、用途、
生活上の変化、住民の評価などであり、SDGs7の
評価のためのプログラム・セオリーの構築を目
指したものである。

（1）ミャンマー
ミャンマーでは2016年3月と2017年3月の2回に
わたって、シャン州P村でインタビュー調査を行
った。同村はオフグリッドであり、2010年以降
急速に太陽光システムの導入が進み、2017年時
点で普及率は95％～ 100％に達していた。2016年
は予備的な調査で、対象数は15件、続いて2017
年には本格的な半構造化インタビュー調査を行
った。対象は同じく15件である。 分析は2017年
のデータを対象とした。
調査対象家計の年間所得分布は図3 の通りであ

る。平均値は1,878ドル、中央値は1,333ドルである。

図3　家計収入（ドル）

（出所）筆者作成
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導入された設備容量は図4の通りで、平均値
131W、中央値130Wである。45W、100W、150W
などが標準的なサイズである。200Wの設備容量
を導入している家計は100W＋150Wというような
構成を並列でつないでいる。

Wあたりの導入コストは、平均値1.5ドル、中
央値1.4ドルである（図5）。日本での太陽光シス
テム価格は3.6ドル前後（2016-17年）であり、こ
れに比べると相当安価であるが、これは中国製
パネル、インバーター、タイ製バッテリーなど
を使用した簡易なシステムであることによる。
全家計が照明に使用している。TVは容量が小さ
い家計では使用していないケースもある。

図4　導入設備容量（Ｗ）

（出所）筆者作成

図5　Wあたりの導入コスト（ドル）

（出所）筆者作成

導入費用が何か月分の月収に相当するかを求
めたものが図6である。平均値は2.2か月、中央値
は1.8か月であり、家計にとって大きな負担にな
ったことがわかるが、ほぼ100％の普及率を見る
と、負担以上の高い費用対効果を住民が認識し
ていることが推定される。

インタビュー調査でも装置が高価なことに対
する不満はそれほど多くは示されていない。太
陽光装置の導入メリットとして回答者が指摘す
るのは以下の事項である（図7）。

① 照明の使用（生活時間の延長、特に仕事と
子どもの勉強の確保、街路の安全）
②室内大気汚染の防止
③火災の防止
④費用節約（燃料費）
⑤ 情報ギャップの縮小（TVからの情報、携帯
電話の使用）

図6　導入費用（月収の月数）

（出所）筆者作成

図7　導入のメリット（複数回答・回答数）

（出所）筆者作成

照明
（活動時間の拡大）

安全・防火

燃料費節約

集落内の安全

空気汚染の軽減

情報の入手

0　　 1 2 3 4 5 6 7 8



林　薫54

燃料節約効果に関しては、1か月あたりのロウ
ソク、ケロシン等の燃料費を導入費用で割った
月数を図8に示す。平均値56か月、中央値45.9か
月であり、燃料費だけに関しても約5年程度で、
投資を回収できるとみていることがわかる。

ヒアリングでは、太陽光システムに対する不
満としては①曇天、雨天の日に使用できない（信
頼性が低い）、②（中国製）パネルの耐久性の低
さ、③設備を増強したいが資金がない、④グリ
ッドにつなげてもらった方がよい（1例：高所得
者）などの回答が見られた。全体としては、P村
においては、太陽光システムは負担可能であり、
住民の生活の質（QOL）の向上につながってい
る。

（２）タンザニア
タンザニアのデータ調査は、ミャンマーとほ
ぼ同じ質問票を用いて、最大都市ダルエスサラ
ームの西方250キロのM地区14村で行った8。回答
数は全1029である。調査対象村の概要は表2の通
りである。M地区も基本的にはオフグリッドで
2010年代以降、急速に太陽光システムが普及し
ている。

図8　導入コスト／月間燃料節約額　（＝月数）

（出所）筆者作成

M地区は農業が所帯収入の大部分を占めてい
る。家畜を保有している農民は比較的豊かであ
るが、農耕のみの農民は現金収入が限られてい
る。老人のみの所帯も多く、（都市に住む）子ど
も・家族が生計を支えているケースが多い。家
計収入の分布を図9に示すが、ばらつきがきわめ
て大きい。年間所得の平均値は973ドル、中央値
は167ドルである。太陽光システムの普及率はほ
ぼ50％である。収入が少ない家計では子ども、
家族が費用を支出して太陽光装置を購入してい
るケースが多い。

設備容量を図10に示す。平均値94W、中央値
80Wでミャンマーより小規模である。

表2　調査対象村

（出所）筆者作成

図9　家計収入（ドル）

（出所）筆者作成
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導入コストの収入月数を図11に示すが、中央値
は7.5か月、平均値は51.7か月である。図のよう
にM地区では30か月未満のグループと、負担可能
なレベルとは言えない80か月以上のグループに2
極化しているが、後者は上述のように都市に居
住する親族に購入してもらっている。

Wあたりの導入コストは平均2.1ドル、中央値
2.3ドルであり（図12）、これもミャンマーよりも
高額である。中国やインドなどの安価な製品を
輸入するとしても、輸送コストの高さが大きな
価格上昇要因であると推定される。

図10　導入設備容量　（W）

（出所）筆者作成

図11　導入コスト／月収　（月数）

（出所）筆者作成

図12　Wあたりの導入コスト　（ドル）

（出所）筆者作成

村民が太陽光システム導入のメリットとして
あげる項目は図13の通りである。

これが示すように、電灯（照明）の使用（に
よる生活時間の拡大）が最も多い回答となって
いる。25％の家計が収入増を回答しているが、
これは作業時間の拡大と、普及率50％という状
況の下で、携帯電話の充電をビジネス化してい
る家計があることによる。
燃料節約効果に対する回答は図14の通りであ

るが平均95.8か月、中央値72.5か月であり、燃料
費の節約だけでは費用の回収に8年ほどかかる計
算になる。したがって、燃料費の節約よりは生
活時間の拡大に大きなメリットを見出している
ことが推定される。

（3）ミャンマーとタンザニアの比較
ミャンマーとタンザニアの比較を表3に示す。

図13　導入のメリット（複数回答・回答数）

（出所）筆者作成

電灯の使用
（生活時間の拡大）

携帯電話の充電

テレビ・情報の入手

家計の収入増

その他社会的便益

子どもの勉強時間増

0 20 40 60 80 100

図14　導入コスト／月間燃料節約額（＝月数）

（出所）筆者作成
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ミャンマーの場合、Kwhあたり発電単価（1日4
時間、10年間使用とした場合）は9.5セント（約
10円）にとどまっている。これに対し、タンザ
ニアでは15.8セント（約17円）であり、先進国の
太陽光FIT価格にかなり近い水準である（日本は
2018年3月現在30円前後）。タンザニアの場合に
は一般の村民にとって、太陽光システムは負担
可能と言うことはまだできない。これは所得水
準と 装置の価格に左右されるところが大きい。
グリッドの拡大には多額の投資が必要であり、
電源の問題（化石燃料による二酸化炭素の排出、
大規模水力にともなう環境破壊、原子力発電の
リスクなど）がある。太陽光システムの導入で、
生活時間の拡大、情報ギャップの縮小など大き
な生活の質の改善が見られることから、SDGs7が
目標として再生可能エネルギーの普及を掲げて
いるのは妥当であり、その中でも太陽光は大き
なポテンシャルを持っている。ただし、低所得
国でさらに普及させるためにはさらなる価格の
低下が必要である。現在の数倍の出力が確保さ
れれば、IH調理器の使用も可能になり、さらに
有用性は高まる。ただし、近い将来、老朽化し
たパネルの処理の問題が生じる可能性がある。
本調査ではパネル、バッテリー、インバーター

表3　ミャンマーとタンザニアの比較
ミャンマー タンザニア

普及率 95 ～ 100％ 50％

調査地の家計収入（ド
ル）　中央値

中央値　1.333　
平均値 　1,878

中央値　167
平均値　973

導入コスト　月収月数 中央値　1.8 中央値　7.5

導入単価　ドル／ W 中央値　1.4 中央値　2.3

KWH あたり発電単価
（一日 4 時間、10 年
間使用）

0.095 ドル 0.158　ドル

燃料節約効果　回収月
数

45.9 72.5

備考 （1）満足度は高い （1）現金収入が乏
しい家計が多い。
親類や家族の支援
を受けてシステム
を導入している

（2）グリッドへの
接続要望が大きい

（出所）筆者作成

などの製造に要するエネルギーも含めた、総合
的なエネルギー収支の検討まではできなかった。
今後の課題である。

（3）ミャンマー、タンザニアの調査結果から想
定されるセオリー

インタビュー調査などを通じて、 SDGs7に関し
ては図15のようなセオリーを想定することがで
きる。SDGsのゴール間で、因果関係、あるいは
インプット－アウトプット－アウトカムの関係
があり、目標横断的である。
まず、生活時間の拡大は夜間でも収穫物の加
工や農具、漁具の整備を行うことを可能にし、
就業時間増を通じて所得機会の拡大につながっ
ている。これはインタビューでも確かめられて
いる。この効果は、「生産と雇用（SDGs8）」に寄
与している。
教育（SDGs4）との関係では、インタビューで
子どもの勉強時間増を効果とする回答があり、
学習機会増として把握することができる。電気
が利用可能になり、テレビや携帯端末を通じて
都市との情報ギャップが少なくなったことはイ
ンタビューを通じても、あるいはインタビュー
外の一般的な会話でもよく聞かれた。これは、
情報伝達の仕組みを構築することに通じて、ガ
バナンスの向上に寄与すると考えられる（SDGs16）。
SDGsの他の目標を見てもエネルギーの供給を条件
とするものは多い（例：SDGs12、生産と消費＝持
続可能なライフスタイル）。その意味で､ SDGs7は
SDGs全体の中で極めて重要な位置を占めている
ことが改めて理解される。しかし、エネルギー
の消費はインプットあるいはスループット（デ
イリー1996）であって、それ自体が目的とする
アウトプットでないことは明らかである。エネ
ルギーの使用はそれ自体が目的ではない。人間
が火を使用するようになったのは調理や採暖の
ためである。産業革命を経たのちは移動、運搬、
計算などにエネルギーの使用が広がった。本質
的な問題はエネルギーを使ってどのような仕事
を行うかであり、同じ仕事をするのであればよ
り効率的なエネルギーの使用が望ましいが、不
要で無駄な仕事に費やすエネルギーをいかに効
率的にしても意味はない。エネルギー効率を向
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上させるとかえってエネルギー消費が増えると
いう「ジェボンズのパラドクス」があることを
指摘しておきたい。EIを他の目標と切り離して評
価を行うことは、このパラドクスを見過ごす危
険性がある。

4．  SDGs7のSDGs評価の中での位置づけ、
およびSDGs評価の課題

SDGsの17の目標は一般には並列的に理解され
ているが、目標間には、複雑なインプット－ア
ウトプット－アウトカムのロジカルなシークエ
ンスがある。SDGs自体は目標相互間の関係につ
いて詳しくは触れていない。

SDGs7は、SDGsの目標（アウトカム）の達成
を評価する中で、その達成のためにエネルギー
の消費を増やすことになっていないか、同じ結
果を出すために最もエネルギー消費の少ない手
段が選択されているか、化石燃料などの枯渇性

資源の利用を抑え、再生可能エネルギーへの転
換を進めているか、などの見地から評価すべき
である。これはEIやエネルギー消費の弾性値のよ
うな単純な指標には還元できないため、かなり
複雑になる。簡便な評価手法の開発は今後の研
究課題である。

EIの指標としての問題点は視点を変えると分母
として使用するGDPが経済のアウトカムを表す
指標として適切ではないということでもある。
この点はGDPを参照するSDGsの他の目標とも課
題を共有する。GDP は評価学的にいえばアウト
プットである。すべての活動が網羅されている
のではなく、市場で貨幣によって取引されない
財、役務、たとえば人々の自発的協力やボラン
ティア活動はカウントされない。環境の悪化も
マイナスカウントされない。枯渇性資源という
ストックを取り崩してフローに転換しても、フ
ローの部分が国民所得統計に反映されるだけで
あり（デイリー 1996）、持続性を把握するために
は不適切な指標である。

図15　再生可能エネルギーのセオリー　

（出所）筆者作成
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これまでもGDPに対する修正の試みは行われ
てきている10。資源ストックの増減などを織り込
んだ欧州連合（EU）の「持続可能な発展指標
（Sustainable Development Indicators）」、資源ストッ
クの増減に生活の質を加えた経済協力開発機構
（OECD）による「グリーン成長指標（Green 

Growth Indicators）」、防御的支出や余暇活動などの
帰属計算を行うトービンとノードハウスによる
MEW （Measure of Economic Welfare）（1972）や
SMEW（Sustainable Measure of Economic Welfare）、
さらに、これらを総合したISEW　（Index of 
Sustainable Economic Welfare）などの提案が行わ
れてきている。1993年、国連は国民経済計算体
系（SNA）の改訂に際してサテライト勘定の一
つとして環境・経済統合勘定（SEEA: System of 
Environmental-Economic Accounting）の導入を勧
告した。これは環境関連の支出額（実際環境費
用）や資産額（環境関連資産額）、さらに経済活
動に伴う環境の悪化（自然資源の減少など）の
「帰属環境費用」をSNAから分離して控除したも
のである。
これらの試みは、基本的にはGDPの延長線上
にあるが、帰属計算の複雑さやあいまいさもあ
り、一般的に使われるには至っていない。

2008年のリーマンショック以降に検討が本格
化したスティグリッツ委員会（経済成果と社会
進歩の計測に関する委員会　The Commission on 
the Measurement of Economic Performance and 
Social Progress）の検討と提言は、全く新しい発
想に拠るもので、経済活動のアウトカムを単一
の指標で示すことは困難であるとし、複数の指
標を用い、主観的幸福、ケイパビリティー（機
会の選択）、公正な配分で生活の質を測定すべき
であるとした（Stiglitz et al. 2018）。現在OECDが
幸福度指数を公表している。まだ試行段階であ
るが、健康状態や社会とのつながり、ガバナン
スなどの複数の生活の質および所得などの物質
的な生活条件の指標を把握したうえで、母集団
の平均値と下位集団間の差異を測り、さらに幸
福のために資源として自然資本、経済資本、人
的資本、社会関係資本のレベル（増減）を評価
する内容になっている。普及が望まれるが、こ
れもEIの分母とするような使い方は難しい。

GDPを代替するマクロ指標の確立は持続性の
評価に不可欠であり、SDGsの成否を左右するも
のであると言っても過言ではないが、主観的要
素も含まれることになると、クロスカントリー
分析には必ずしもふさわしくないと思われる。
使い方としては、一国のある時点からある時点
までの変化を見ることによって、その国が持続
性に近づいているかそうではないかを判断する
ことが可能になると思われる。SDGs7の評価にお
いては、これらのGDPを代替する指標の変化率
とエネルギー総消費、化石燃料消費の変化率と
比較することにより、生活の質（QOL）を低下
させずにエネルギー面での持続性を高めている
かどうかを判断することができるようになると
考える。

5．結語

SDGs7の評価の検討から見えてくるのは、まず
SDGsの諸目標間の関係を整理しなければならな
いということである。SDGs7はそれ自体がアウト
カムではなく多くの目標にインプットもしくは
スループットとして関わっており、単独で評価
するのではなく、他のアウトプット目標に関連
付けて評価することが不可欠である。

SDGsは全体として「持続性」を十分にとらえ
きれていない。SDGsは依然としてGDPを基本と
する従来からの思考にとらわれており、人間の
限りない欲望を是認して「今の世代」も「将来
の世代」も満足させることができるとの幻想に
立脚している。SDGsの期間も1/3過ぎた今、次の
目標に向けて物質的な「過剰」を見なおし、成
長に頼らない社会システムを構築する段階に来
ている。定常型社会（広井2001a；2001b）への移
行は資源と環境の制約を考えれば必然である。
人間の限りない欲望を見つめ「足ることを知る」
人間観（安原2010）を目指すことも意義ある提
案である。さらに、資本主義のシステムそのも
のに対する問いかけも不可避である（広井2015；
斎藤2020）。その意味で、SDGsは本格的なパラダ
イム転換までの暫定的なものと考えるべきであ
る。
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注記

1  https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/
31591/　（2021年6月26日閲覧）

2 https://dashboards.sdgindex.org/　（2021年3月1日閲覧）
3 World Commission on Environment and Development (1987)
4 BPによる。
 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-

economics/statistical-review-of-world-energy/oil.html。
地域別に差があり、中南米は114、ヨーロッパが12
である。（2021年3月11日閲覧）

5 資源エネルギー庁
 h t t p s : / / w w w . e n e c h o . m e t i . g o . j p / a b o u t /

whitepaper/2018html/2-2-2.html
 （2021年3月11日閲覧）
6 2000年代の最初の10年間では「ピークオイル論が活
発に議論された（レゲット2006）

7 エネルギー消費の増分をGDP増分で除した値をエネ
ルギー消費の対GDP弾性値という。これが1を超え
る場合にはGDPの成長よりもエネルギー消費増の方
が多く、マクロレベルでエネルギー消費効率が良好
であることを意味する。

8 本件調査のデータ収集にあたっては現地在住の研究
者George Pindua氏の協力を得た。

9 回答は103件得られたが、年収に他の回答と3桁の差
があり、明らかに誤記と推定される1件を除いた。

10 以下は氏川（2014）に拠るところが多い。

参考文献

朝野賢司（2015）「膨らむ再エネが貧困層直撃賦課金
方式見直しをドイツ等で明らかになるFITの“不都
合”」、Wedge Infinity　（https://wedge.ismedia.jp/
articles/-/5282?page=2）（2021年3月11日）

 氏川惠次（2014）『環境・経済統合勘定の新展開』、青
山社

斉藤幸平（2020）『人新生の「資本論」』、集英社
デイリー  H.E.（1996）『持続可能な発展の経済学』、　
みすず書房

デイリー  H.E.（2014）『定常経済は可能だ』、岩波書店
林薫（2017b）「開発の終焉　Development（開発・発
展）からEnvelopment（整序）へ」、『東洋文化』、第
97号、東京大学東洋文化研究所、169-196

林薫（2017a）「開発・発展の長期的持続可能性に関す
る考察―持続可能な開発目標（SDGs）を意味ある
ものとするために」、『文教大学国際学部国際学研究
叢書』、創成社、775-825

広井良典（2001a）『定常型社会』、岩波書店
広井良典（2001b）『グローバル定常型社会―地球社会
の理論のために』、岩波書店

広井良典（2013）『人口減少社会という希望　コミュ
ニティー経済の生成と地球倫理』、朝日新聞社

広井良典（2015）『ポスト資本主義　科学・人間・社
会の未来』、岩波書店

村上由美子、高橋しのぶ（2019）「GDP を超えて－幸
福度を測る OECD の取り組み」、『サービソロジー』、
6(4)：8-15　 

安原和雄（2010）『足るを知る経済―仏教思想で創る
二十一世紀と日本』、 毎日新聞社

レゲット，J （2006） 『ピークオイル・パニック　迫る
石油危機　代替エネルギーの可能性』、作品社

 Charap, J., Ribeiro da Silva, A., Rodriguez,p. (2013). 
Energy Subsidies and Energy Consumption – A Cross-
Country Analysis, IMF Working paper WP/13/112

Dennehy, E. (2014). Moving from data to developing 
indicators, Instruction to the Energy Efficiency 
Indicators: Essentials for Policy making,  Power point 
presentation at IEA Energy Training Week.

 (see IEA (2014)) 
Filipovic,s.,Verbic.M.,Radovanovic, M. (2015), 
 Determinants of energy intensity in the European  Union: 

A panel data analysis, Energy, 92 , 547-,555.
 Heinen, S.(2013). Analyzing Energy Use with Decomposition
 Methods, Power point presentation at IEA Energy 

Training Week, https://pdfs.semanticscholar.org/379e/5db
6b0e7eb96e3bb84a54f0049078617cf5c.pdf 

 (March 31, 2021)



林　薫60

 International Council for Science (2017). A Guide to SDG 
Interactions: From Science to Implementation . 

 https://council.science/publications/a-guide-to-sdg-
interactions-from-science-to-implementation/ 

 (March 31, 2021)
IEA　(International Energy Agency) (2014). Energy 

Efficiency Indicators  Essentials for Policy Making . 
https://iea.blob.core.windows.net/assets/c41341f3-2149-
4f59-a2e4-81c48bbc49be/IEA_EnergyEfficiencyIndicators_
EssentialsforPolicyMaking.pdf  (March 31, 2021)

IEA　(International Energy Agency) (2020). Statistical 
Report, Energy Efficiency Indicators, 2020 Edition . 
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-indicators-
overview (March 31, 2021)

Stiglitz, J., J. Fitoussi and M. Durand (2018). Beyond  　
GDP: Measuring What Counts for Economic and Social 

付表１

目標 指標

7.1 2030 年までに、安価かつ信頼できる現代的エ
ネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。

7.1.1  電気にアクセスできる人口比率。
7.1.2 汚染の少ない燃料と技術を利用可能な人口比
率。

7.2 2030 年までに、世界のエネルギーミックスに
おける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させ
る。

7.2.1 最終エネルギー消費における再生エネルギー
の比率。

7.3 2030 年までに、世界全体のエネルギー効率の
改善率を倍増させる。 7.3.1 エネルギー・インテンシティー。

7.a 2030 年までに、再生可能エネルギー、エネルギ
ー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術
などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのアク
セスを促進するための国際協力を強化し、エネルギ
ー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資
を促進する。

7.a.1 汚染の少ない燃料の研究とハイブリッドシステ
ムを含めた再生可能エネルギーのための途上国への
国際的な資金フロー。

7.b 2030 年までに、各々の支援プログラムに沿って
開発途上国のすべての人々に現代的で持続可能なエ
ネルギー、サービスを供給できるよう、インフラ拡
大と技術向上を行う。

7.b.1 エネルギー消費効率向上のための投資の GDP
比率及び持続可能な開発のためのインフラ及び技術
に向けた海外直接投資の GDP 比。

（出所）外務省サイト（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000101402.pdf　および　https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/
statistics/goal7.html）より筆者作成（2021年3月21日）

　Performance ,　 OECD Publishing, Paris 
 https://doi.org/10.1787/9789264307292-en. 
 (March 31, 2021).
Voigt,S.,De Cian, E.,Schymura,M., Verdolimi, E.(2014). 

Energy intensity developments in 40 major economies: 
Structural change or technology improvement? Energy 
Economics , 41, 47-62.

Wang, C. (2013). Changing energy intensity of economies in 
the world and its decomposition. Energy Economics , 
40,637-644. 

World Commission on Environment and Development 
(1987). Our Common Future . Oxford University Press.

 （2021.7.13 受理）



SDGs第７目標の評価 61

付表２

ターゲット 相互作用 スコア 政策オプション

7.1 →　1.4 基礎的サービス、資源、資産へのアクセス
改善。 ＋２ 低廉なエネルギー、利用手段（改良型

かまど）などの供給。

7.2　7.3 →　1.4 再生可能エネルギー導入に伴う貧困層が受
ける価格ショック（貧困削減を阻害）。 ０/-1 価格ショックに対する対応策。貧困層

に対する支援。

7.2　7.3 →　1.4
再生可能エネルギーの普及による気候変動
の緩和。気候変動によって被る貧困層の影
響の緩和。

＋ 2
総体的な二酸化炭素削減の取り組みが
不可欠（効率性の改善や技術導入も含
む）。

7.2,7.3 ← 6.1 
6.2　6.4

安全な水の供給の要請にこたえるために海
水の淡水化、下水の再利用などを行うと多
量のエネルギーが必要になる。ただし、風
力、太陽光などによる発電の変動を吸収す
ることもできる。

+1/-1 淡水化や排水のリサイクルがエネルギ
ー負荷を増大させないようにする。

7.2 →　2.1 農業における食料生産とバイオ燃料生産の
競合。 ０/-1 適切な土地利用計画、生産性向上。

7.2 →　2.3 食料生産＋バイオ燃料＋食料生産廃棄物活
用による雇用の創出。 +2 女性、先住民、家族経営の農林水産業

などに焦点を当てた多様化支援政策。

7.1  7.2  7.2  
→ 3.9

再生エネルギーの普及による大気汚染の防
止。 +2 産業などにおける排出防止、室内大気

汚染にさらされる人々への支援策。

7.3　→ 3.4　3.6
アクティブ・トラベル（徒歩、自転車）に
よる健康の増進。しかし、交通事故が増え
るリスクがある。

+1/-1 アクティブ・トラベルがやりやすい環
境を整える（歩行者・自転車道など）。

7.2, 7.3 → 6.1 
6.4 6.5

再生エネルギーの普及による化石燃料の使
用減少は、燃料生産過程での水使用（石油、
ガス採掘に使われる水など）を減らすこと
ができる。

+2
エネルギー政策や水政策の影響が、多
国間の水配分に影響を及ぼさないよう
配慮する。

7.1 → 8.3 8.5 
8.6

エネルギーの普及によって、貧困層、特に
女性や子供が仕事したり学んだりする時間
を増やすことができる。

+1

エネルギーにアクセスできないこと
が、就業や学習にどの程度、どのよう
に影響を及ぼしているかについては更
なる調査研究が必要。

7.2,7.3 → 8.1, 
8.4

二酸化炭素削減が経済成長にネガティブの
影響を与える。 0/-1 慎重に考えられた、成長と環境のデカ

プリング政策を立案、実施。

7.2, 7.3 → 8.2 
8.3 8.5 8.6 8.10

再生可能エネルギーやエネルギー節約技術
の導入が新規雇用を生み出す。 +1 労働者の再訓練、中小企業、ベンチャ

ー支援。金融へのアクセス。

7.2，7.3 ⇔ 8.5 化石燃料関連産業での雇用喪失。 0/-1

7.2 
7.3 → SDG13

再生エネルギーの拡大は温暖化ガス削減の
必要条件だが十分条件ではない。 +2 パリ協定の目標を達成するためにはす

べての参加国の取り組みが必要。

（出所）International Council for Science (2017)より筆者作成
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Abstract

The 7th Goal of the SDGs is aiming at ensuring access to affordable, reliable, and modern energy for all. The 
difficulty to evaluate this goal is that use of energy is not an end objective of economic activities.  Energy is being 
used to generate some outcomes, which must be targets of other goals though, the SDGs doesn’t show any 
program theory of input, output, outcome relationship across the targets which requires inputs of energy. This 
article tries to construct a program theory by (1) analysing the concept of the Energy Intensity which 7th Goal 
deems as a key indicator for improving energy efficiency and by (2) analysing effects of introduction of solar 
power system, as recommended by the 7th Goal, in rural villages in Myanmar and Tanzania. The study suggests 
that while there are huge welfare gains for people through introduction of solar power system, the 7th Goal is best 
evaluated together with other goals and on how efficiently and sustainably these goals are achieved. This article 
further argues that basic indicators such as GDP should be improved to capture welfare and sustainability. It must 
be one of new challenges for goals after SDGs.

Keywords

Energy, Enhancement of welfare, Relationship between Goals, Energy Intensity, GDP
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1．はじめに

「誰一人取り残さない」という理念の下に2015
年にアジェンダ2030 （SDGs）が国連で採択され
た。開発協力を取り巻くアクターの多様化や事
業の複雑化を背景に、1991年以来約30年間に亘
り改定されていなかったDAC評価基準の見直し
は、SDGs採択を契機に本格的な改定の機運が高
まった。SDGs採択後、国連評価グループは2016
年にSDGs評価に関する会議を開催した。また、
世銀評価グループ局長は現行の評価基準の課題
を自身のブログでテーマ毎に発信し、評価関係
者へ問題提起を続けた。2017年10月のDACハイ
レベル会合で、アジェンダ2030に沿ったプログ
ラム評価基準の見直しが決議され、 DAC下部組織
の評価ネットワーク（EvalNet）が評価基準の改
訂作業を担うこととなる。日本もメンバーの
EvalNetでは、事務局が2018年にワークショップ

と公開コンサルテーションを実施し、現行基準
への評価や改定基準案について広く意見を求め
た。約700件に及んだコンサルテーションの意見
では、約9割が現行の5つの評価項目（Criteria）
の維持を支持しつつも、定義の明確化や見直し、
基準新項目の追加提案が数多く寄せられた。
新評価基準の改定作業は、事務局及びメンバ
ー国がDAC本部で一堂に会する定期会合の他、
テーマ毎の数次にわたるオンラインによるウェ
ビナーや電子メール、アンケートなどによる意
見交換が繰り返され、2019年11月のEvalNet会合
で最終案の合意に至り、同年12月のDAC会合で
採択された。
その結果、従来のDAC評価項目の「Relevance

（妥当性）」「Efficiency（効率性）」「Effectiveness
（有効性）」「Impact（インパクト）」「Sustainability
（持続性）」に、新たに「Coherence（整合性）」が
追加されるとともに、各々の評価項目が再定義

【研究ノート】

日本評価学会『日本評価研究』第21巻第2号、2021年、pp.63-71

DAC新評価基準の解釈と運用

江口　雅之
独立行政法人国際協力機構（JICA）
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要　約

国連で2015年に採択されたSDGsの理念を反映すべくOECD-DACで約30年ぶりに評価基準が改定された。
英語を原文とする新基準の定義で使われている用語は概念的なものが多いため、評価者は旧来の辞書的な
固定概念にとらわれずに、用語の意味を正しく解釈した上で、適用するプログラムやプロジェクトの文脈
に則し、適切に運用することが重要である。
本論では筆者が注目する新規に導入された用語の解釈について考察し、その運用の意義を解説する。

キーワード

DAC評価基準、公平性、人権、レジリエンス、援助協調
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された。改定の主要点は、SDGs理念の反映と援
助協調の評価基準における明示的導入である。
ただし、これらDAC基準の定義には概念的な用
語も少なからずあるため、使用者により解釈と
運用の違いが生じうる。また、解釈が不十分で
あれば、誤用し、不適切な評価を招くことにも
なりかねない。

2．公平性とは？　EquityとEqualityは違う

新基準で明示された「公平性、ジェンダー平
等、人権」は、SDGsの理念「誰一人取り残さな
い」を直截的に示したものである。先述の公開
コンサルテーションのコメントでは、新基準と
して最多の提案となった概念は、Equity, Gender, 
Human Rightsであった1。
日本ではEquityとEqualityの訳語の「公平」と

「平等」の違いを日常的に強く意識することは少
ないが、両者には明確な違いがある。例えば、
南米のチリでは約半世紀ぶりに憲法改正をする
ことが決まった。1970年代初めにクーデターで

本論では、筆者のEvalNetなどの会議での経験
も踏まえ、新基準として特徴的かつ解釈の差が
生じやすい「Equity」「Human Rights」「Resilience」
「Coherence」を取り上げ、各用語の概念を考察し、
意義と運用上の留意点を解説する。これらが評
価に携わる関係者にとって、新基準の適切な理
解と運用改善の一助となれば幸いである。

社会主義政権を倒した軍事政権はネオリベラリ
ズムの経済政策を推進した。
軍事政権下で改定された憲法は「機会平等」
の「自由」を推進する一方、社会福祉面からの
「公平性」確保の視点が弱かったことが論点とな
っている。公平と平等は似て非なるものであり、
時として対立する概念ともなる。
図2は公平性と平等の相違を示す一例であり、
野球場の外から塀越しに試合を観戦しようとす
る身長差の異なる少年がいた場合に、同じ高さ
の踏み台を用意することはEqualityであり、異な
る高さの踏み台を用意して視線の高さをそろえ
ることがEquityである。Equityは機会の平等では

図1　DAC新評価基準の概観図

（出所）OECD（2019）
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なく、均等な結果を保障するものである。
もし少年の中に車いす使用者がいれば、踏み
台だけではなくスロープを設けることで公平性
を確保することが出来る。その場合、スロープ
の整備には費用の増加を伴うが、費用便益分析
の便益には反映されにくい。公平性の評価のた
めには、経済分析では測りえない固有の尺度が
必要となる。
この公平性と平等の違いについて、筆者はプ
ラハで開催された2019年の国際評価学会で英国
の学者による両者の概念の説明を聞いて認識を
深めたが、EvalNetの新基準の検討過程では取り
立てて議論となったことはなく、当初より公平
性という概念がこだわりなく用いられていた。
欧州諸国のメンバーが多いEvalNetでは、公平性
は当然のように定着していた概念だったのかも
しれない。
新定義案の初稿案では、公平性は新基準が導
入するAgenda 2030の主要素の１つとして認識さ
れ、「妥当性」における内容の適合性の範囲とし
て、「有効性」における主要な評価視点として、
「長期的変化」（のちに「インパクト」と変更）
における不公平の是正の視点として、「Synergies
（のちにCoherenceへ変更）」における公平性など
を考慮した国際基準へのコミットメントとの政
策的整合性の視点として登場した。
公平性を「有効性」の主たる評価視点とする
ことについては、例えば特定集団をターゲット
とした技術移転プロジェクトのように、公平性
への配慮が必ずしも求められない場合もある。
そうした事例も考慮し、公平性は「有効性」の

主目的ではないが、目的達成と共に考慮すべき
ものとし、“including different result across group”
が定義に追加され、プロジェクトの目的にかか
わらず、社会の周縁層への影響について評価す
ることを促す内容となった。
開発プロジェクトにおいては、公平性の視点
の有無や程度により、評価の達成指標や評価判
断が異なってくる。公平性の観点からは、例え
ば配電や上下水網の整備は、貧困層向けへのイ
ンフラ整備だけでは不十分であり、支払能力に
配慮した料金設定までを検討する必要がある。
インフラ事業では、徴収料金による投資及び運
営維持管理費用の回収（Cost Recovery）が持続性
の観点からは重要だが、公平性の視点を入れれ
ば、富裕層と低所得層との、あるいは家庭向け
と企業向けとの料金差別化や補助（Cross 
Subsidy）を進めることが必要になるかもしれな
い。
しかしながら、公平性の対象範囲については、
ジェンダー、地域、社会階層など、様々であり、
プロジェクトが準備できる予算で全てを網羅で
きるとは限らない。公平性に配慮をした追加的
施策については、後年度の追加整備や同時期の
代替的施策などを、プロジェクト形成段階にお
いて認識し、あらかじめ関係者間で方策を確認
しておくことが重要となる。
ところで、公平性に配慮すべき対象には、社
会的「弱者」が想定されるであろう。ただし、
「弱者」は社会において相対的なものであり、障
碍者や貧困層がいつも「弱者」になるとは限ら
ない。例えば、都市鉄道のエレベーターの設置
に関しては、車椅子使用者への配慮が必要とな
るが、貧困世帯であっても健脚な者には必要と
しない。他方、配電事業の料金体系に関しては、
貧困世帯への配慮を要するが、富裕層の車椅子
使用者へ配慮する必要性は相対的に低い。公平
性の配慮の対象と施策は、ブロジェクト毎の裨
益対象に応じて検討されることとなる。

3．Human Rightsの対象は？

人権の概念は幅広く、アプリオリなものから

図2　EquityとEqualityの違い

（出所）Angus Maguire, Interaction Institute for Social Change 
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国家による保障まで捉え方は様々であり、古く
は英国のマグナカルタから、フランス革命のフ
ランス人権宣言など、歴史的に進化してきたも
のである。第二次世界大戦のアウシュビッツや
ヒロシマなどの悲劇の反省を踏まえて策定され
た世界人権宣言は、戦争などの人々の争いを避
けるために人類が創り出した最高の叡智とも評
される。その理念に拘束性を持たせたものが1966
年に採択された国連人権規約（「経済的、社会的
及び文化的権利に関する国際規約（社会権規約）」
及び「市民的及び政治的権利に関する国際規約
（自由権規約）」）であり、今日の国際社会におい
て最も広く共有され、尊重されるものである。
日本政府も1977年に両規約を批准している。こ
れら人権規約の中でもSDGsとの関連性が強いの
は社会権規約であろう。別の言い方をすれば、
人権はSDGs全般に通底している概念である。
現代社会における人権の考え方は国連規約で
定められており、プロジェクトの計画時には配
慮すべき対象を特定しておくことが実務的には
必要となる。この場合、プロジェクトによる人
権への影響は、プロジェクトの実施段階におけ
る非自発的強制移転のような場合には事態が表
面化しやすいが、公共サービスのアクセスに関
する地域や階層による差別などは可視化されに
くく、意図せずに生じる場合もある。例えば公
共サービスの支払い方法がクレジットカードに
限定されると、銀行口座やクレジットカードを
保有していない貧困層は、結果的にサービスか
ら排除されてしまう。
また、人権概念の進化の歴史と同様に、その
擁護されるべき対象と配慮の運用は定常ではな
いと考えるべきである。例えば、ITが進化する今
日、インターネットへのアクセスに関しては、
個人の権利として保障されるべきであると同時
に、アクセス情報の第三者の監視と悪用による
個人のプライバシー侵害の懸念も生じている2。
これらは人権規約を定めた時代には到底想定し
えなかったことであろう。また、2011年に国連人
権理事会で承認された「ビジネスと人権に関す
る国連指導原則」では企業の人権尊重責任を定
めており、プロジェクトに直接・間接に関わる
サプライヤー企業の対応についても、大きな関

心が向けられている。開発協力を支える財・サ
ービスの供給元において、児童労働や奴隷労働
などの労働搾取や危険な環境下での労働による
人権侵害が生じていないか、それら財・サービ
スを調達する国家や実施機関やプロジェクトを
支える援助国が、どのように人権尊重の遵守を
監督してゆくのか、今後益々その取組みが注目
されるであろう。さらに、昨今の現代社会を大
きく揺るがすコロナ禍の影響により、脆弱な状
態におかれた人々の人権が侵害されるリスクが
高まっている3。環境変化が早く複雑な現代社会
においてこそ、人権への配慮は何が必要なのか
を、既成の認識に甘んじることなく、不断に考
察することが求められる。

DAC基準改定の公開コンサルテーションでは、
人権は公平性やジェンダーと並んで新項目案と
しての提案が最も多かった概念である。新定義
案の初稿では、「公平性」と同様に新基準が導入
するAgenda 2030の主要素の１つとして認識され、
「妥当性」におけるプロジェクト・デザインの厳
格性の視点として、「有効性」における包摂性で
考慮すべき視点として、「長期的変化（のちにイ
ンパクトへ変更）」における不公平削減の視点と
して、「Synergies（のちにCoherenceへ変更）」に
おける人権などの国際基準へのコミットメント
との政策的整合性の視点として、随所に登場し
た。また、改定議論の過程では人権の定義の明
確化を求める意見もあった。
しかしながら、人権の視点を加えることへの
賛意はあっても、人権を短期の評価指標として
計測することは容易なことではない。そこで、
新基準で「介入により実現した肯定的、否定的、
意図的、非意図的な上位レベルの効果」と再定
義され、「長期かつ広範囲で、福祉や人権、ジェ
ンダー平等、公平性、環境など、より重要であ
り、システムや規範の包括的かつ永続的な変革
的なもの」と解釈される「インパクト」の中で
人権は上位目標として位置付けられた。
なお、DAC基準は、妥当性と有効性（妥当な
計画に基づいた目標の達成度合い）や有効性と
持続性（成果の継続の度合い）の関係に見られ
るように各項目の内容は相互に関連性を有して
いる。人権侵害や人権配慮については、単にプ
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ロジェクト実施の結果だけに着目するのではな
く、計画デザインの段階、プロジェクトの実施
段階、そして完了段階でプロジェクトが将来の
人権侵害を誘発する可能性までを俯瞰すること
が重要である。

4．Resilienceは「頑丈」なだけではない

DACの新評価基準で新たに登場した用語の１
つに、持続性に関するResilienceがある。近年、
世界各地における自然災害やパンデミックへの
対応にも関連し、介入効果の持続性を確保する
重要な要素としてResilienceが認識されている。
新基準では「持続性」の再定義に関連して、注
釈部分でResilienceが挙げられている。

Sustainability: The extent to which the net benefits 
of the intervention continue, or are likely to 
continue. （OECD 2019） （介入の純便益が継続す
る又は継続する可能性の度合い。）

Note: Includes an examination of the financial, 
economic, social, environmental, and institutional 
capacities of the systems needed to sustain net benefits 
over time. Involves analyses of resilience, risks and 
potential trade-offs. Depending on the timing of the 
evaluation, this may involve analyzing the actual flow 
of net benefits or estimating the likelihood of net 
benefits continuing over the medium and long-term. 
（OECD 2019） （注釈：長期的に純便益を維持する
ために必要なシステムの財政的、経済的、社会
的、環境的、制度的能力の調査を含む。レジリ
エンス、リスク、潜在的なトレードオフの分析
を含む。評価のタイミングに応じ、純便益の実
際のフロー分析や、中長期の純便益の継続見込
みの計算を含め得る。）（下線は筆者による。）

ResilienceはEvalNetで特に議論された概念では
ないが、新定義が採択された後の日本語への定
訳過程で、日本国内での解釈が使用者により不
確かであることに筆者は気が付いた。
日本国内では、Resilienceは往々に「強靭性」

と訳されることが多い。辞書の訳語は≪①弾性、

反発力、②変化からの回復力、③強靭≫である
が、「強靭」は「頑健」というイメージが強いの
ではないだろうか。日本学術会議の災害に関す
る委員会では、「（レジリエンスの）もともとの
意味は、「外部から力を加えられた物質が元の状
態に戻る力」と「人が困難から立ち直る力」と
されている。現在は「あらゆる物事が望ましく
ない状況から脱し、安定的な状態を取り戻す力」
を表わす言葉として広く用いられている（日本
学術会議 2014、p.24）」としている。
レジリエンスは、外的ショックへの耐性とダ
メージからの回復力の2つの概念を有するもので
あろう。図3は防災面でのResilienceを説明したも
のであるが、災害時の社会機能の低下を出来る
だけ抑えると共に、平常時の機能へ出来るだけ
早く回復することがレジリエンスを計る尺度と
なっている。

世界経済フォーラムのGlobal Risk Report 2013
では、Resilienceの定義について、工学分野では
一般的な「ストレスがかかった後により速く跳
ね返り、より大きなストレスに耐え、一定量の
ストレスによって妨げられることが少なくなる
能力」という物理的解釈に留めず、社会システ
ムの機能にも焦点を当て、「1）状況の変化に適
応する、2）突然の衝撃に耐える、3）以前の状
態または新しい状態のいずれかで、操作の継続
性を維持しながら、望ましい平衡状態に回復機
能する能力」と定義した。更に、国毎のレジリ
エンスの構成要素として、5つのサブシステム

図3　レジリエンスの意味

（出所）河田恵昭（2015）「災害復旧とレジリエンス再考」
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（経済、環境、統治、インフラ、社会）及び各シ
ステムの 5 つの要素（Robustness（頑健性）、
Redundancy（余力）、Resourcefulness（問題解決
のための資源の豊富さ）、Response（反応）と
Recovery（回復））を考慮する必要があるとして
いる。
このように工学分野の従来のレジリエンスの
解釈に加え、国際社会や国家システムへの危機
対応の文脈で応用しているのである。他方、
Resilienceについては、行政レベルでも部分的な
理解による誤用も観られるようである4。今日、
自然災害や感染症などのパンデミック危機に対
して、ダメージを皆無にすることは困難である。
これらの危機に対して予知と予防により頑健さ
を備えるだけではなく、被害のダメージを可能
な限り縮減し、ダメージから早期に機能を平常
時に戻すあるいはそれ以上に回復させる（Build 
back better）ための対策を想定し、用意しておく
ことがレジリエンスの本質と言えよう。
個々の開発プロジェクトを取り巻くリスクに
は、自然災害によるもの、人的なもの（意図的・
非意図的）、国内外の政治・経済環境の変化によ
るものなど、様々であるが、危機管理の視点か
らリスクを把握し、備えておくことが、プロジ
ェクトの効果持続を担保するためには不可欠で
ある。

DAC新基準が2019年12月のDAC本会合で採択
されるのと時をほぼ同じくして、世界的な新型コ
ロナウィルスのパンデミックが始まり、EvalNet
では新型コロナウィルスのパンデミック対応に
関する評価タスクが立ち上げられ、短期・中期
のセクター別の分析や横断的対応、過去のパン
デミック対応の評価と教訓が収集・分析され、
提言作成に向けた作業が開始された。現在も将
来も絶えることのないパンデミックに対して、
社会的損失をいかに縮減できるか、そして社会
機能をいかに早期に回復できるかを、真の意味
でのレジリエンスの視点として評価することが
重要である。

5．縦の糸と横の糸、Coherence

Coherenceは新基準改定の目玉である。Coherence
が新基準として追加された背景には、上述の
SDGsの理念とは別途、近年の開発協力を取り巻
く環境変化と、プロジェクトの担い手の多様化
と複雑化に対し、介入の適切な評価を行うため
には、従来のDAC評価基準では不十分という関
係者間での問題意識があった5。

Coherenceの辞書の訳語は、≪ ①結合力、密着、
②（論理などの）統一、一貫性、③【物理】可
干渉性≫である。DAC新基準ではCoherenceは
Internal Coherence とExternal Coherenceに分けられ
た。Coherenceは組織内外の統合性、整合性、一
貫性という要素を含んでいる。政策・プログラ
ム・プロジェクトの一貫性が縦の糸であるとす
れば、介入する側の組織内外の連携が横の糸で
あろう。これら縦の糸と横の糸によって丈夫な
布が織られれば、線から面へ援助効果が確かな
ものとなる。
しかしながら開発援助の現場では、プロジェ
クトで多様なアクターが介入する場合に、適切
に調整されていれば相乗効果や補完効果を生む
が、各アクターの無関心や利害関係により、投
資資源の無駄やプロジェクト実施上の障害・混
乱が生じうる。そして、その影響を最も直接的
に被るのは被援助国の市民である。
国際協力の世界では、新評価基準の改定議論
が本格化する以前から、人道支援などのドナー
間の協調介入の調整（整合性、一貫性、重複排
除、相乗効果など）が高い関心事項であった。
援助協調や援助の質・効果に関する議論は、調
和化ローマ宣言（2003年）、パリ宣言（2005年）、
アクラ行動計画（2008年）、釜山宣言（2011年）
で議論・合意されてきたものである。各援助ド
ナーからの調整を経ない支援は、被援助国側に
十分な管理・吸収能力がなければ混乱を生み、
ドナー側の貴重な資源も無駄となりかねない。
そうしたことは理屈の上ではわかっていても、
援助協調は時として多大な調整労力を要するた
め、強いインセンティブが働かなければ意識的
に取り組まれないことも多い。
これまでCoherenceや援助協調の視点は、既に
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独自の基準として設定している国・機関もあっ
たが6、今般、DACの基準として正式に位置づけ
られたことは、援助協調の精神が、評価の世界
においても国際標準として認知・運用されると
いう意味において画期的である。世界各地で分
断や対立の増加が危惧される現代の国際社会に
おいてこそ、積極的な「協調」や「連携」の意
義がある。

Coherenceは複合的な意味を持っており、日本
語では一語で表すことが容易ではないが、例え
「整合性」と訳されても、単に各ドナーの援助方
針に不整合が見られないとか、ドナー間におけ
る重複が無いから事足りているとするのではな
く、被援助国の便益が最大化することを目指し
て、複数アクターによる結合的な協力による相
乗効果を求める姿勢が必要である。
ところで、DACの評価基準はDACメンバー国

の検討議論によって定められ、運用において考
慮・尊重されるものである。一方、中国などの
新興ドナーや開発途上国はEvalNet内での議論に
は参加しておらず、DAC基準に縛られることも
ない。その観点から、援助協調を包括的かつ効
果的なものにするためには、非メンバー国への
アウトリーチの取組みが不可欠である。その点
において、今般の改定議論で中国の主導で発足
したアジアインフラ投資銀行（AIIB）がオブザ
ーバーとしてEvalNet会合へ招待されていたこと
は重要な試みであったと思われる。そして今後、
新基準で追加された援助協調の精神を確かなも
のとするためには、多数のプロジェクト実施と
評価の実績を有する国連や国際金融機関、JICA
らによる新興ドナーや開発途上国への積極的な
評価知見の共有と関与が一層必要である。

6．おわりに

今回のDAC評価基準の改定では、開発プロジ
ェクトの評価においてSDGsの理念を積極的に取
り込むことが意図された。本論で列挙した用語
の解釈はその一端に過ぎないが、言葉の旧来の
辞書的な訳語にとらわれず、適用目的や対象に
合わせて解釈・運用することが重要である。

DAC評価基準の定義で用いられる用語は国際
的な共通理解のための「共通言語」としての性
格を有しているが、それらはドナーの拠出額や
債権放棄額のように解釈が確かなものばかりで
はない。各国の言語文化を背景として概念的な
理解の幅・相違が生じることは、ある程度は止
むを得ないが7、各国評価者が用語の真意を的確
に理解し、適切に運用することが重要である。

SDGsの理念を反映すべくDACが改定した新基
準による評価は、評価の意義である「評価は現
実世界の活動であり、重要なことは、政策やプ
ログラム、実践に変化をもたらし、早かれ遅か
れ人間の生活の状況を改善するような広がりを
もつことである。（ロッシ2005、p.340）」という
ことの具現化を希求するものであろう。
新型コロナウィルスが猛威を振るい、人々の
生活スタイルを大きく変化させたパラダイムシ
フトに直面している今日の我々にとって、将来
の政策やアクションのよすがになるのは、客観
的な評価や検証により導き出される教訓なので
はないだろうか。

（本稿は筆者の個人的見解であり、組織の意見
を代表するものではない。）

注記

1 新基準提案の上位よりequity, gender, human rights 57
件、partnerships, synergies 49件、inclusiveness, 
stakeholder engagement 49件、co-ordination 26件、
environment, climate change 25件、design rigour 22件
（Summary of Consultat ion Response, EvalNet , 
November 2018）

2 Berti(2018)は「基本的人権の定義が常に変化してい
るため、人権法は常に変化している。例えば私たち
の生活のデジタル化が進めばネット上のアクセス権
やプライバシー権が必要かもしれない」と指摘。

3 名越（2020）は「サプライチェーン上の非正規雇用
者（パート、移民労働者など）は、正規雇用者比較
して、労働搾取や労働機会喪失のリスクが高い可能
性がある。また、このような状況下で、失業者が新
たな職を求める結果として、人身取引や、強制労働
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のリスクにさらされることなどが想定される」と指
摘。

4 中央防災会議防災対策実行委員の河田関西大学教授
は、Disaster Resilienceは縮災であり、減災と人間社
会の能力（共助力や早期回復時間）からなるもので
あり、National（Community）Resilienceを「国土強
靭化」としたのは誤訳と指摘している。

5 Hider（2018）
6 国際開発センター（2010、p.44）は、IADB、CIDA、

DFIDがCoherenceを導入済であり、DAC 評価5 項目
の他にパリ宣言への対応として「マネジメントの原
則・パリ宣言の順守」（Management Principles/
Adherence to the Paris Declaration)、「調和・調整」
（Harmonization and Coordination）などの項目を含め
ている機関がある（CIDA、DFID）」と指摘。

7 国際開発センター（2010、p.46）は、「未だ用語の
使い方がばらばらで、それぞれの機関が言う有効性
がどのレベルの評価を指しているのか、相互に理解
するのが難しい状況にある」と指摘。
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Abstract

The OECD-DAC has revised new evaluation criteria for the first time in about 30 years to reflect the SDGs 
philosophy adopted by the United Nations in 2015.

Since some of the terms newly introduced in the new evaluation criteria in English are conceptual, the 
evaluator should apply them after correctly interpreting the significance of these terms without being bound by the 
old dictionary-like stereotypes. 

In this paper, taking up four terms (Equity, Human Rights, Resilience, Coherence) that the interpretation of 
terms is likely to be of ambiguity, insufficiency, or misunderstanding, the author shows the points to be noted 
together with the actual use of each term.
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新規SDG事業構想時の評価活用：

アフリカの次世代企業家育成事業の事例報告

1．はじめに

評価の世界では、ある程度の規模の社会的事
業を新規に立ち上げる際に事前評価を行うこと
は常識と化している。標準化された公立学校建
設、インフラ、職業訓練のような事業でフィー
ジビリティ・スタディを実施して新規計画の実
行可能性チェックをすることはもちろん、貧困
削減や社会的弱者救済のようなソフトの事業申
請案にもプロジェクト・デザイン・マトリック
スやログ・フレームの形で評価の観点を反映す
ることが必須要件となっている。しかし、2015
年9月の国連総会決議「持続可能な開発のための

2030アジェンダ」によるSDGs時代の到来は、次
の三つの要因で評価の事前的な活用の必要性と
重要性をさらに一段と高めた。
第一の要因は、2030アジェンダ下で立ち上げ

られた無数の新規SDGs事業間の競争的資金獲得
の圧力である。申請者が資金提供者に対して説
得力のある事業案件を提示するには、案件形成
過程での評価的思考の明示的な導入とその申請
案への反映が不可欠で、それが事前評価の活用
を誘引したと考えられる。
第二の要因は、SDGs事業の取組の複雑化であ
る。持続可能性を追求するSDGs事業には、水供
給と公衆衛生、農業振興と栄養改善といった複

新規SDG事業構想時の評価活用：
アフリカの次世代企業家育成事業の事例報告

長尾　眞文
一般財団法人　国際開発センター

Nagao169@gmail.com

要　約

新規事業を立ち上げる際の事前評価は、通常の場合策定された事業計画の内容や実行可能性を評価する
目的で実施される。しかし、SDGs関連事業の中には分野横断的取組や判定の難しい質的成果を目指すプ
ロジェクト等、新規の立ち上げに複雑な要因が絡むケースが増えており、計画の段階から評価的思考を明
示的に応用する事前評価実施の必要性が次第に顕著になっている。本稿は、筆者自身が関与したアフリカ
の次世代企業育成事業の新規立ち上げに際し、J・オウエンの事業前評価（Proactive evaluation）のフレー
ムワークを活用して計画と評価が同時進行する事前評価を実施した事例の報告である。事例から得られた
教訓は、事業企画の初期の段階からステークホルダー対話を重視することの重要性と聞き取りやフォーカ
ス・グループといった質的方法とワークショップのような集合的データ創出手段を効果的に組み合わせる
可能性である。

キーワード

評価事例報告、事前評価、事業前評価、アフリカの人材育成、企業家人材

【実践・調査報告】
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合目的や分野横断的アプローチに特徴づけられ
る案件が多い。教育・保健・ジェンダーの格差
解消のように、取組の有効性や成果の質的把握
の難しい事業も少なくない。しかも複雑性のゆ
えに、類似の先行案件も限られる。そこで事前
に事業の成否の可能性について丁寧な検証を行
う必要が生じる。
第三の要因は、「誰一人取り残さない」のサブ

タイトルに象徴される2030アジェンダのステー
クホルダー重視の方向性である。実施事業は必
然的に参加型となるが、その円滑な運用には事
業計画作成の段階で各ステークホルダーの意見
や希望を把握し、事業の達成目的や具体的取組
の設定に反映する必要がある。
新規事業の立ち上げのプロセスは、通常事業
の計画策定と計画内容の評価の2段階で考えら
れ、前者は計画論、後者は評価論の課題と区別
して考えられがちである（JICA 2004、p.129）。
しかし、SDGs事業に関わる前掲の三要因の示唆
するところは、計画策定段階の複雑化のためこ
の区別が不明瞭で計画と評価が一体化しつつあ
ることである。例えば、SDGs関連の競争的資金
提供者は、単に資金を拠出するのではなく、自
らのSDGs指針や支援方法に関するガイドライン
を持っている。従って新規事業計画者は企画策
定の段階から資金提供者による評価を意識しな
ければならない。前例のない分野横断的な新企
画や質的成果を目指す事業案については、事業
計画者自身が評価方法を案出する必要を迫られ
る可能性がある。多くのSDGs関連事業では主要
なステークホルダーが事業の実施に参加するだ
けでなく、成果の評価にも参加することが想定
されており、その双方が事業策定段階で考慮さ
れる必要がある。要するに、SDGs関連の新規事
業の策定では計画者が評価者を兼ね、評価的思
考を十分に活かすことが求められるのである。
そこでは、事前評価は出来上がった新規事業計
画の実行可能性を検証するのではなく、むしろ
新規事業企画形成プロセス全体の有効性を担保
する役割を持つ。
本稿では、以上のようなSDGs関連事業の文脈
で、筆者が実際に係わったアフリカの次世代企
業家育成のための新規事業企画について事前評

価の事例報告を行うこととする。以下、次の第2
節で事前評価事例の経緯と評価課題の説明、第3
節で新規事業企画の具現化に向けた評価活用の
概念的フレームワークの提示、第4節で事前評価
事例の実施プロセスの説明、そして第5節で事例
からの教訓のまとめを行う。

2．事前評価事例：経緯と評価課題

本稿で事前評価の事例報告をするのは、国連
大学サステイナビリティ高等研究所（以下、
UNU-IASと略称）が2009年～ 2018年に実施した
「アフリカの持続可能な開発のためのリーダー養
成プログラム」1（以下、英文名称のイニシャル
を取ってESDAと略称）の一環として、2016年か
ら新たに立ち上げを検討した若手企業家育成企
画である。新企画の母体に当たるESDAはアフリ
カ5か国・8大学の連携協力事業で、本稿の筆者
はUNU-IASの客員教授としてそのコーディネー
ターを務めていた。ESDAは2013年以来「総合農
村開発」、「都市化」、「鉱物資源開発」の3分野で
大学院修士課程レベルの専門人材育成プログラ
ムを共同実施しており、表1で示すように2015年
時点で在学生総数は全体で75名を超え、卒業初
年度に当たった同年、8名がプログラムを修了し
た。修士課程の設置に手間取っている大学もあ
ったが、ESDA全体としては次のような諸特徴を
備えたアフリカの大学間共同修士プログラムの
定着を意識するようになった。

1/　 アフリカ有力大学によるプログラムの共
同オーナーシップ

2/　 各大学の長所・強みの組み合わせと優秀
教員・教材の共用による改善プログラム
の実現

3/　 開発現場の重視、問題解決アプローチの
多用による実践的プログラム内容

4/　 国連機関、日本・北欧の大学による実施
支援

5/　ICT利用の遠隔教育手法の活用
6/　アフリカ以外の学生への門戸開放
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2015年9月の国連総会によるアジェンダ2030の
採択を契機として開かれたESDA参加大学のプロ
グラムのレビューでは、「次の課題領域」として
アフリカの持続可能な工業化の推進を担う次世
代の企業家育成が提起された。これはSDG目標9
「産業と技術革新の基盤をつくろう」を意識した
ものであったが、その背景には、2000年以降ア
フリカ諸国の経済成長が加速傾向に転じたこと2、
アフリカ各国政府自身が意図的な工業化を優先
政策課題に掲げ始めたこと（African Development 
Bank, et al. 2017）、そしてそれを受けてアフリカ
連合が2015年にアフリカ各国政府の超長期戦略
に関する総意として採択した「アジェンダ2063」
で持続可能な工業化の推進を中核に据えるとい
う大状況の展開があった（African Union Commission
2015）。ESDA参加大学の間でアフリカの工業化
の推進を担う次世代の企業家をいかに育成する
かについて理解や経験を共有している訳ではな
かったが、この課題をESDAの四つ目の修士プロ
グラムとして結実させるという暗黙の了解が成
立した。

ESDA事務局を担当していたUNU-IASでは、
2016年からアフリカの工業化と企業家の育成の
課題について本格的な文献調査を開始した。そ
こで分かったことは、開発経済論者の間でもア
フリカの工業化を現実的な政策課題として捉え
る研究が盛んになっていること（Page 2013 ; Szirmai
et al. 2013）、アフリカの豊富な若年労働者の存在

が「人口ボーナス」の形で製造業の成長を支え
る可能性が重視されていること（Newman et al. 
2016）、東アジアの工業化経験がアフリカに持つ
意味合いへの関心が強いこと（Khan 2011 ; Ohno 
& Ohno 2011）、国内市場組織の整備や経済体制の
運用に関する学習の必要性（Noman et al. 2011）
やアフリカの地域経済統合を含む国際競争力強
化の課題（African Development Bank 2015）が政
策レベルでの関心を呼んでいることであった。
また、経済の発展と企業家の役割に関するレビ
ューからは、長期的な工業化プロセスの展開に
は企業、産業、経済活動でリーダーシップを発
揮する企業家群の存在が不可欠であるにもかか
わらず、工業経験の浅いアフリカでは未だ企業
家層が十分に形成されておらず、工業化の政策
的推進には継続的に企業家人材を輩出するメカ
ニズムの創設が必須要件となること（Naude 
2011;Acs and Naude 2012）が判明した。

ESDAでは以上の文献調査による検討に基づ
き、アフリカの次世代企業家人材育成の新規プ
ログラム化を図ることを決定したが、若手企業
家人材育成のニーズがどの程度あるのか、ESDA
参加大学も含めてアフリカの大学がこの分野で
実際にどのような関連プログラムを提供してい
るのか等々、企画案作成に不可欠な基礎的デー
タが欠落していた。そのため企画の具体的内容
は未確定のままであった。幸いにもアフリカ開
発銀行や南アフリカ政府の研究支援基金（National 

表1　ESDA修士プログラムの在学生数と卒業生数：2015年
（単位：　人）

（出所）ESDAプログラム・ファイル

修士プログラム 大学 在学生：
2015

卒業生：
2015

アフリカの都市化
ナイロビ大学（ケニア） 8 0
ケニヤッタ大学（ケニア） 0 0

アフリカの鉱物・鉱業資源開発
ケープタウン大学（南アフリカ） 21 1
ザンビア大学（ザンビア） 11 0

アフリカの持続可能な農村開発

ガーナ大学（ガーナ） 0 0
クワメ・エンクルマ科学技術大学（ガーナ） 24 8
開発研究大学（ガーナ） 5 3
イバダン大学（ナイジェリア） 7 0
合計 76 12
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Research Foundation）等のドナー組織が若手企業
家人材育成のテーマに強い政策的関心を持って
いたことから、新企画の具現化に協同で当たる
ことになった。協同の条件には、企画案の提示
に加えて十分な裏付けデータの準備や企画案の
評価の枠組みの提示、さらにこのテーマ自体の
重要性に関して周知を図るための出版やネット
ワーク活動の実施等が含まれた。結果として、
事前評価の課題として浮上したのは、計画作成
と企画評価の双方を合体する形で、ドナー組織、
大学、そして最も重要な学生に対して説得力の
ある新企画案を策定することであった。

3． 新規事業企画の具現化に向けた事前評
価活用の概念的フレームワーク

以上の極めて包括的な新規事業企画の具現化
の課題に対して、本事例では事前評価の方法と
してOwen （2006）の‘Proactive evaluation’を活
用することにした。原著の用語の‘proactive’は
「前向きの」、「先取りする」、「事前対策となる」
の意である。新規の事業企画に関する意思決定
に判断材料を提供するという事前評価の一般的
な役割の中で、特に企画の初期段階で系統的な
評価作業を起動させ企画形成プロセスを前進さ
せる評価との意味が込められている。但し、本
稿ではこの方法を事業が存在する前の評価と解
釈して「事業前評価」と訳すことにした3。
事業前評価は、事業担当チームが事業形成前
のグリーン・フィールドの状況で構想の事業化
を図り、具体的な企画案を作成するのに評価を
活用するものである。事業前評価の典型的な活

用例は、学校教育現場で既存のカリキュラムが
時代や環境条件の変化により陳腐化したとの判
断からカリキュラムの改訂を考える時である。
そこで必要とされる作業は、陳腐化の意味する
欠陥を埋めるニーズの確定、関連カリキュラム
研究の最前線の情報・知識の取得、他校のモデ
ル・カリキュラム実践経験からの学習等の判断
の鍵となる情報の収集・分析で、最終的にその
ような評価調査の結果を総合して望ましい新カ
リキュラム案をまとめることである。
表2は、事業前評価を活用する際の概念的フレ

ームワークを標準的な事前評価手法の一つであ
るフィージビリティ・スタディと対比する形で
提示したものである。事業前評価もフィージビ
リティ・スタディも根源的な目的は同じで、新
規の事業企画に関する意思決定に判断材料を提
供することである。しかし、評価対象は極めて
異なる。事業前評価の場合に対象は前例案件の
少ない新事業領域の構想段階の案件であるが、
フィージビリティ・スタディの場合は先行事例
のデータや経験に基づいて作成された事業計画
である。典型的評価設問で比較すると、事業前
評価が事業のニーズや課題の把握について問い、
関連する先行的取組やベスト・プラクティスの
有無を探り、関係する調査研究の示唆を求める
のに対して、フィージビリティ・スタディでは
市場、技術、財務、環境、事業実施等の要件に
関する定型的な設問に対するデータやシミュレ
ーションの答えが要求される。事業前評価の関
心がいまだ構想段階にある事業企画を取り巻く
環境的条件の理解にあるのに対して、フィージ
ビリティ・スタディは新規事業計画の実行可能
性に焦点化する。

事業前評価 比較：フィージビリティ・スタディ

目的 新規の事業企画に関する意思決定に判断材
料を提供すること

新規の事業企画に関する意思決定に判断材
料を提供すること

評価対象
比較的前例案件の少ない新事業領域の構想
段階の案件（例えば、分野横断的な農村開
発、新分野の人材育成）

比較的豊富な先行事例のデータや経験に基
づき作成された新規事業計画（例えば、道
路、港湾施設等のハード・インフラ、製造
業プラント）

表2　事業前評価の概要



77
新規SDG事業構想時の評価活用：

アフリカの次世代企業家育成事業の事例報告

事業前評価は新しい評価の試みであり、定型
的な評価設計方法があるわけではない。評価者
が実際に取り得るアプローチとしては、事業前
評価ではニーズ・アセスメント、ベスト・プラ
クティス（ベンチ・マーク）、先行調査研究の結
果の統合が挙げられ、総じて探索的である。そ
れに対して、フィージビリティ・スタディは多
くの場合既に確立された多様な手法があり、そ
の組み合わせで設計が決まるが、調査は検証的
である。
実際に特定の事業構想あるいは企画案につい
て事業前評価を設計するための最初のステップ
は、この構想・企画で取り上げる問題・課題を
特定し、その背景にある環境条件について的確
に記述することである。前述したように、事業
前評価の選択は前例の少ない革新的な事業の可
能性の探求が前提となっている。このステップ
では、新たな構想・企画をめぐる固有な状況の

正確な把握が不可欠である。次いで第二のステ
ップは、構想・企画案の事業化に向けて問われ
るべき評価設問の選定である。表2の典型的評価
設問では先行事例やベスト・プラクティスに触
れているが、当然のことながら検討対象事案が
革新的であればある程先行経験・調査は限られ、
不確実な要件の割合が拡大する。また強い革新
性は現実の状況の否定あるいはそれからの脱却
を意味し、ある種の価値判断を内包している。
従って評価設問の選定に当たっては、可能な限
り多角的な視点から設問を用意することを心が
けると同時に、事案に関係するステークホルダ
ーの意見を丁寧に聴取することにより設問の妥
当性を確保することが重要である。第三のステ
ップは評価アプローチの決定である。評価設問
と同様に革新性の高い事案については特定のア
プローチに固執せず、多様なアプローチを併用
することが適当であろう。最後のステップはデ

（出所）事業前評価についてはOwen（2006）/　フィージビリティ・スタディについては筆者

事業前評価 比較：フィージビリティ・スタディ

典型的評価設問

・この事業企画にはニーズがあるか？
・課題の把握は十分か？
・ステークホルダーの関心は？
・この分野のベスト・プラクティスは？
・類似の選考的取組は？
・関連調査研究の示唆は？

・事業計画が的確に記述されているか？
・ 事業の提供するサービスに対する市場条件が

将来予測も含めて適切に把握されているか？
・ 事業の技術的側面の検討は代案も含めて

適正に成されているか？
・事業は財務的に実行可能か？
・環境への影響は十分考慮されているか？
・ 事業の実施体制、作業スケジュール等に

問題はないか？

評価対象事業の現況 ・事業開始前 ・事業開始前

主要なアプローチ
・ニーズ・アセスメント
・先行研究調査結果の統合
・ベスト・プラクティスの検証

・先行類似案件の検証
・技術的、経済的シミュレーション・スタディ
・環境アセスメント

データ収集方法
文献サーチ、アンケート、現場訪問・聞き
取り調査、フォーカス・グループ、デルフ
ィ法、ワークショップ

文献サーチ、二次統計データ、現地調査、
聞き取り調査、フォーカス・グループ、デ
ルフィ法、ワークショップ

成果物 ・新規事業企画案 新規事業計画

実施上の特徴

① 内部的活用
② 探索的実施
③ 多角的な方法による多様なデータ収集
④ フォローアップの重要性

① 外部的実施
② 分野ごとに確立された手法の活用
③ 課題の要請に対応する定型的データ収集
④ 新規事業の実行可能性に関する独立的判断
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ータ収集方法を含む評価調査の具体的取組の設
定である。多角的な視点からの事案の検討、多
様なアプローチの並行的採用は評価調査自体を
複雑にする。評価調査の組立については最初か
ら確定してしまうのでなく、調査の進行に合わ
せて頻繁に振り返りを行い、形成的に評価調査
を改めつつ柔軟に対応することが適当であろう。

4．事前評価事例の実施プロセス

本稿で報告する事例は、2016年から2018年に
かけてUNU-IASがアフリカの企業家人材育成事
業の企画案作成のために実施した事前評価であ
る。その実施の具体的プロセスは下記のステッ
プを踏んで行われた（表3参照）。

（1）企画の着想
（2）企画案作成方針の決定
（3）企画案裏付け評価の実行案作成
（4）データ収集・分析
（5）ステークホルダー対話
（6）評価のまとめ
（7）評価結果の活用

以下では、各ステップで実施された具体的作
業の内容と結果について順を追って簡単に説明
する。

（1）企画の着想
ESDAでは隔年ベースで参加8大学が集まって
共同実施プログラムの検討を行っていた。2015
年10月の会議は2030アジェンダの関連での振り
返りが主要テーマであった。議論がアフリカの

表3　アフリカの次世代企業家育成事業: 事業前評価の展開

評価のステップ 具体的作業 作業結果

企画の着想

・ SDG を契機とするアフリカ専門人材育成事
業（ESDA）の振り返り（2015年10月）

・ アフリカの若手企業家人材育成の課題に
関する文献調査の開始（2016年1月）

・ アフリカの若手企業家育成の新機軸に関
する探索的ワークショップの開催（ケー
プタウン、2016年3月）

・予備調査の実施に関する事業内合意形成
・ アフリカの若手企業家数名との意見交換

を目的とするワークショップで研修訓練
関心を確認

企画案作成方針の
決定

・ 方針作成のための内部検討作業（2016年
4 ～ 6月）

・ 複数のドナーと新規 SDG 関連事業開発調
査への資金提供について交渉

・ ESDA 執行委員会による意思決定（クマ
シ、2016年7月）

・ アジアの工業化経験の共有を軸とするア
フリカの若手企業家人材育成の方向性

・ ドナー、ビジネス大学院を含む複数のステ
ークホルダーとの協働による事業化方針

・ 複数のドナーによるデータ収集活動支援
の確保

企画案裏付け評価の
実行案作成

・オウエンの事業前評価コンセプトの採用
・ 多様な関連データの多角的収集と複数の

ステークホルダーとの収集データの共有・
共同アセスメントによる漸進的・発展的
評価の実行可能性の確認

・事業前評価実行計画の作成
・ESDA 執行委員会の実行案への同意

データ収集 1 ・ アフリカの若手企業家との対話ワークシ
ョップの開催（ナイロビ、2016年8月）

・ アフリカの若手企業家 30 名、ビジネス研
究者 25 名との対話から企業家育成活動に
関する具体的提案
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若年労働者の雇用の課題に集中する中で、雇用
創出効果の大きい工業化に注目が集まり、ESDA
プログラムで実施中の農村開発、都市化、鉱物
資源開発の3修士プログラムとのテーマ的な補完
性、大学が学生を対象として実験的に運営する
企業スタートアップ・インキュベーターの経験、
ビジネススクールの現役ビジネスマン対象の企
業家養成プログラム等について意見が交わされ
た。事前準備を伴わない議論であったが、SDG
目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」の追
い風効果もあって、ESDA参加大学は若手企業家
人材育成プログラムの可能性を検討することで
合意した。それを受けて、プログラム事務局を
務めるUNU-IASは即座に課題理解のための文献
レビューを中心とするデスク・スタディを開始

した。同時にESDA参加大学のビジネススクール
のネットワークを活用して、実際に企業活動を
行っているアフリカの若手企業家から起業の経
験や研修ニーズに関する聞き取りも行った。
企画の着想を強く後押ししたのは、南アフリ
カ政府の研究助成機関のNational Research 
Foundation （NRF）であった。NRFは、アフリカ
の若手企業家育成のテーマで本を出版すること
を条件に、このテーマで小規模の探索的ワーク
ショップを開催することに資金を提供してくれ
た。2016年4月に南アフリカ・ケープタウン市で、
ESDA参加大学の一つでアフリカ有数のビジネス
スクールを擁するケープタウン大学と国連大学
が共催し、アフリカの若手企業家数名とビジネ
ス研究者を招いて問題理解の深化のための対話

出所：　事業前評価についてはOwen（2006）/　フィージビリティ・スタディについては筆者

データ収集 2
・ アフリカの主要ビジネス大学院の訪問・

聞き取り調査（2016年11月～ 2017年4
月）

・ アフリカの9か国・14 大学のビジネス大
学院の訪問・聞き取りによる情報収集及
び大学間協力による共同企業家育成事業
の実施の可能性に関する意見の聴取

データ収集 3 ・ アフリカの主要ビジネス大学院の企業家
教育カリキュラムの比較研究（2017年）

・ アフリカの3か国・9大学のビジネス大学院
の企業家教育カリキュラムの検討に基づ
く現状と課題の把握

ステークホルダー
対話

・ 主要ビジネス大学院研究科長ワークショ
ップの開催（プレトリア、2018年4月）

・ アフリカの 10 か国・14 大学のビジネス
大学院の研究科長が、若手企業家数名、
ドナー機関代表数名を交えてアフリカの
若手企業家育成の課題について討議、ビ
ジネス大学院ネットワークを形成し、課
題別ワーキング・グループによる共同調
査の実施について合意

評価のまとめ

・評価報告書の作成　
・並行的に実施した研究の成果物出版
・ ESDA 執行委員会による検討（東京、

2018年10月）

・ アフリカの若手企業家人材育成に関する
新事業企画案の作成

・ 研究書（オープン・ソース出版）Youth 
Entrepreneurship and Africa's 
Sustainable Industrialization  （Spears 
Media Press, 2018）

・ESDA 執行委員会の承認

評価結果の活用

・ 新規事業企画案を内容とする助成申請書
を作成

・ ドナー機関に助成申請を提出し、資金的
支援の交渉開始（2019年）

・ ドナー機関の内部的事情で交渉が長引く
うちに、新型コロナの蔓延でドナー機関
の資金提供に関する優先順位が変更され、
企画案は保留状態

・企画案の代替的実行の可能性の模索の開始
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ワークショップを開いた4。そこで得られた成果
は、南アフリカとケニアから参加した若手のス
タートアップ企業家が抱えている経営の課題に
ついて詳細な事例検討を行えたこと、そしてビ
ジネススクールによる企業家研修や技術的・経
営的支援の可能性について確かな展望を獲得で
きたことであった。また参加したビジネス研究
者とアフリカの持続可能な工業化に向けた若手
企業家育成の課題に関する本を出版するプロジ
ェクトを立ち上げることもできた。

（2）企画案作成方針の決定
ESDA事務局によるデスク・スタディと探索的
ワークショップのポジティブな結果を受けて若
手企業家育成に関する新規事業の企画案を作成
することになり、その方向性も含めて企画案作
成の基本方針を定めることが次のステップであ
った。このステップは基本的に事務局の内部作
業で進められ、最終的にESDA執行委員会により
決定された方針には、次の三点の特徴があった。
第一の特徴は、アフリカ各国に存在する三つ
のタイプの企業家人材育成機会―（i） 内外NGO、
援助機関等によるプロジェクト・ベースの研修・
訓練、（ii）大学による学部生対象の企業・起業
に関する講義・演習、（iii）大学院による専門的
経営・起業・企業家教育―のうち、ESDAの先行
プログラムと整合的な大学院レベルの若手企業
家育成プログラムの創出を目指すとしたことで
ある。但し、アフリカの大学院レベルのビジネ
ススクールは大学内で強い独立性を維持する傾
向があることから5、新規企画はESDAプログラム
の単純な外延的拡大として捉えることは難しく、
新たな大学間ネットワークの形成を必要とする
ことが分かっていた。
第二の特徴は、工業化や企業家育成がアフリ
カにとって比較的新しい課題であり、新企画は
大学が新分野創出の役割の一端を担うことを意
味することから、若手企業家、企業、政府、ド
ナー機関等マルチ・ステークホルダーとの協働
による事業化の方向性を追求することが不可欠
としたことである。実際にこのステップでは、
ドナーによる継続的支援の確保にかなりの努力
を注入し、前述の南アフリカのNRFやアフリカ開

発銀行（AfDB）との連携が確定した。
第三の特徴は、アフリカの持続可能な工業化
の推進に向ける新企画の軸にアジアの工業化経
験の共有を据えることにしたことである。これ
はアフリカの工業化に関する文献レビューから
新たな視点として浮上した方向性であるが、そ
れを決定的にしたのはAfDBがアフリカの持続可
能な発展を支援するためのアフリカ―アジアの
知識の共有・共創を主要テーマとすることを条
件に銀行内の日本信託基金からの助成を決定し
たことである。

（3）企画案裏付け評価の実行案作成
この段階で、新企画作成にJ・オウエンの事業
前評価コンセプトを採用することにした。前例
の少ない新たな分野で説得力のある新企画案を
作成するには、作成プロセスに意図的・明示的
に評価的思考を応用する必要があった。それは、
具体的には若手企業家人材育成に関する多様な
データの多角的収集と複数のステークホルダー
との収集データの共有・共同アセスメントを軸
として漸進的に課題の理解を深め、有効なプロ
グラム介入案を組み立てる作業であった。複数
のドナーとの継続的対話は極めて有効であった。
例えば、AfDBの助成契約には結果ベースのロ
グ・フレームが含まれていて、いくつか定量的
な数値目標を明示していた。しかし、企画自体
の発展的志向や人材育成プログラムの質の漸進
的な向上の可能性を強調し、ドナー・スタッフ
自身によるデータ収集活動やステークホルダー
対話への参加を通した検証で実施プロセスと達
成成果の確認をするよう説得した。

（4）データ収集・分析
①  アフリカの若手企業家との対話ワークショッ

プの開催
事業前評価のデータ収集の取組は、予備的調
査段階で形成したビジネス研究者ネットワーク
を活用した若手企業家人材育成事業に関する共
同研究の実施であった。目的は二つで、第一は
若手企業家が起業段階で直面する経営課題、特
にスキル・ギャップの問題を明らかにすること
により人材育成事業のニーズを把握すること。
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第二は既存の若手企業家育成・研修の先行的取
組について調査することであった。その実現の
方法は若手企業家と企業研究者の合同課題探求
ワークショップを対話型で開くことであった。
ワークショップは、2016年8月にナイロビでアフ
リカの若手企業家約30名、若手研究者25名の参
加を得て開催された。ワークショップには若干
名の日本人参加者も含まれていた。
このワークショップで得られた主なデータは、
アフリカの若手企業家自身が感じている経営面、
技術面の課題とそれに関連する支援ニーズに関
する事例報告であった。アフリカの企業の実態
調査をしている若手研究者からは報告に関する
コメントや実施中の企業支援プログラムのデー
タが得られた。また日本人参加者との議論や交
流、さらにはワークショップ・プログラムに組
み込まれた日本企業や企業家に関する講義を通
して、アフリカの若手企業家や研究者の日本や
アジアに対する関心が明らかに増幅したことが
観察された。
ワークショップ終了時には、参加した若手起
業者・研究者の総意として、（i）若手企業家の活
動とイノベーションに関する情報を集約するた
めの共同ネットワークの創設、（ii）若手企業家
と研究者が協働するための企業インキュベーシ
ョン・センターの拡大と増設、及び（iii）アフリ
カの有力ビジネススクール間の連携協力による
若手企業家人材育成プログラムの設立の三点か
ら成る提案がなされた6。
この対話ワークショップの結果は、同時期に
ナイロビで開かれていた第6回アフリカ開発会議
（TICAD VI）のメイン・セッションの一つで報告
された。このセッションは、ESDAの提案に基づ
き、国連大学、ナイロビ大学、ケニア政府、
AfDBの共催で「アフリカ若手企業家フォーラム」
として組織された。このフォーラムは、AfDBの
総裁やケニアの青少年担当大臣の講演を聴くこ
とがメインの目的であったが、同時に若手企業
家と研究者の提案をアフリカ各国の政府関係者
に提示してフィードバックを取得するという副
次的な目的を備えていた。ESDA事務局の実質的
な関心は、このフィードバックを新企画に対す
る政治的支援に関する感触のデータとして捕捉

することにあった。実際に対話ワークショップ
の結果の報告に対する反応は好評で、企画案作
成の推進圧力になった。またアフリカの若手参
加者がTICAD VIに参加することで、ワークショ
ップで芽生えた日本に対する関心を後押しする
効果もあった。

②  アフリカの主要ビジネス大学院の訪問・聞き
取り調査

ESDA事務局は、アフリカの9か国・14大学の
ビジネス大学院を訪問して、教育プログラム内
容に関する聞き取り調査を行った。ほとんどす
べての訪問先で聞き取りの相手はビジネス大学
院の研究科長であった。事前に大まかな訪問目
的を知らせるほかは、アンケート的な質問リス
トを用意したりせず、各訪問で約2時間を使って
対話的にデータ収集した。会話の中で意識的に
発した質問は次の4問であった―（i）ビジネス
スクールの社会的役割をどう考えるか、（ii）大
学内でのビジネススクールの役割についてどう
考えるか、（iii）若手企業家の養成に関するニー
ズについてどう考えるか、そして（iv）他大学の
ビジネススクールとの協力の可能性はあるか。
主要な結果を要約的にまとめると次の通りであ
った。

1/　 ビジネス大学院の主流は少数の大規模企
業社員を対象とする社会人修士プログラム

2/　 教育内容は主として経営・管理理論と経
営計画作成

3/　 ほとんどのビジネス大学院が農村、イン
フォーマル・セクターを度外視

4/　SDGs課題に対する関心は稀薄
5/　学内で他研究科から孤立
6/　 ビジネス大学院間で優秀な学生と協力企
業の取り込みのための競争　

7/　 アフリカの工業化を担う企業家人材育成
プログラムの可能性に対する関心

もちろん訪問した14校の中には、社会的関心
を前面に出して、大学院プログラムの中に中等
教育未修了者のためのビジネス研修プログラム
を創設したり、都市の貧困層が居住する地域で
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起業活動を支援したりするビジネススクールも
あった。また、僅かであるが、SDG目標9を明示
的に掲げて積極的にイノベーション教育を推進
しているビジネス大学院もあった。最後に、ビ
ジネス大学院はお互いをライバル視する姿勢が
目立つが、若手企業家人材育成のような新規の
構想であれば多くが協働ベースで参加する余地
はありとした。

③  アフリカの主要ビジネス大学院の企業家教育
カリキュラムの比較研究
事業前評価のもう一つのデータ収集作業は、
アフリカの主要ビジネス大学院の教育カリキュ
ラムの比較を行うことであった。その主たる目
的は、アフリカのビジネス教育のベスト・プラ
クティスの見当をつけることで、特にそこに新
規事業を起こす企業家育成の要素がどのように
組み込まれているかを見極めることであった。
既に訪問して聞き取りを行った14校の中から地
域的バランス、公立・私立の別、相互評価をも
とに6校を選び、MBAプログラムに的を絞ってウ
ェブサイトで得られる情報による比較検討作業
を行った7。その結果得られた理解は次の3点であ
った8。

1/　 アフリカで高評価を得ているビジネス大
学院プログラム（特にMBA）は経営管理、
金融・会計、ソフト・スキルのいずれか
を強調する内容となっている。

2/　 カリキュラム形成の主要な関心はアフリ
カ経済の現状でビジネスが直面している
短期的課題にあり、アフリカの持続的開
発に関わる問題意識は比較的希薄である。

3/　 企業家人材育成に対する関心は、個別企
業組織の設立・存続のための企業家訓練・
育成が主で、長期的に産業・経済を牽引
するための企業家リーダー創成を志向す
るものではない。

④ データ収集作業のまとめ
以上のデータ収集作業で明らかになったこと
は、アフリカの次世代企業家育成企画について、
若手企業家の側では極めて強い関心と経営的・

技術的支援に対するかなりの期待が観察された
のに対して、アフリカのビジネススクールの反
応は必ずしもポジティブではなかったことであ
る。調査を実施するESDA事務局がビジネススク
ールの現状理解を優先し、企画や構想の可能性
について前がかりに話すことを意図的に控えた
ので、これはある程度事前に予想できたことで
あった。アフリカの大学の多くが経営的、財政
的に危機的状況にあるにも拘わらず、ビジネス
スクールは総じて安定的な運営を継続している
だけに、現状維持の姿勢が目立つようであった。
それに対するESDA事務局の対応は、既に訪問し
たビジネス大学院のネットワーク化を図るとと
もに、次に触れるステークホルダー対話を通し
て改革志向の明らかな少数のビジネス大学院が
牽引役を務めるように働きかけることであった。

（5）ステークホルダー対話
以上の一連のデータ収集作業の結果を踏まえ、

UNU-IASは2018年4月にNRFとAfDBの支援を得
て南アフリカのケープタウン大学大学院ビジネ
ススクールおよびプレトリア大学GIBSビジネス
スクールと共催でアフリカ10か国の15ビジネス
大学院の研究科長を招いて対話ワークショップ
を開催した。主催3大学とドナー 2機関の事前協
議で、この会議の目的は、「ビジネス大学院の連
携協力によりアフリカの持続可能な工業化を担
う企業家人材育成事業を実施することの必要性
と実行可能性について検討し、可能であればそ
の実現のための協働作業の枠組みを作成する」
こととした。

2日間にわたる会議には、参加ビジネススクー
ルの多くが慎重な姿勢で臨んだ。その理由とし
て挙げられたのは、企業家育成ニーズは多種多
様で各国のビジネススクールの対応も一様では
ないこと、アフリカ全域をカバーするプログラ
ムの検討には必要とされる企業家育成状況や現
行の学習指導方法に関する情報が不足している
こと、そして個々のビジネススクールの置かれ
ている状況が極めて異なること等であった。結
果として、まず参加ビジネススクール間で共同
研究を実施し、ビジネススクールの現状と取り
組むべき課題に関するより深い理解を共有する
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必要があるとの認識で一致した。その上で各ビ
ジネススクールが実際に企業家人材育成事業の
実施で共同歩調をとるための環境整備に向けて、
教員が大学の枠を超えて参加する課題ごとの「実
践コミュニティ（Community of Practice / CoP） 」
を組織すること、アフリカの企業や企業家につ
いてケース・スタディを実施すること、アフリ
カにおける企業家教育のあり方に関する共同研
究と教育実践アプローチの共有を行うことで合
意した。

（6）評価のまとめ
2016年7月のESDA執行委員会の決定を皮切り

に実施したアフリカの若手企業家人材育成事業
企画案の事業前評価は、ほぼ2年後の2018年8月
までに一連のデータ収集活動とステークホルダ
ーとの協議を終え、評価のまとめ作業に入った。
その内容は探索的・漸進的であった評価調査プ
ロセスそのままに、実行に移す形で評価作業の
完成を見た部分的な企画案と引き続き継続評価
作業を要する課題表記の部分を併記するものと
なった。まとめ作業で重視したのは、評価調査
の前半で実施したアフリカの若手企業家との対
話と後半のビジネス大学院研究科長とのステー
クホルダー対話であった。また調査の全行程に
参加した少数の日本側の若手企業家と研究者の
視点、さらにはドナー・スタッフによる継続的
モニタリングとそれに基づく協議も最終的な企
画案の検討に有用であった。最終的にまとめた
企画案の主たる項目は下記の通りであった。

①  ビジネス大学院教員の「実践コミュニティ」
設立の企画案
ビジネス大学院研究科長ミーティングの提案
を受けて、全参加校の若手教員が下記の3課題に
ついて個別の実践コミュニティを形成すること。

1/　 企業家教育用のケース・スタディ集作成
のための研究開発

2/　 教員の指導力改善プログラム
3/　 企業家支援目的の中核インキュベーショ
ン・ネットワークの形成

2018年8月と11月にプレトリア大学で全実践コ
ミュニティが参加して、AfDBに対して助成申請
する目的で実行企画案の作成を行った。

② アジア－アフリカ企業家交流プログラム
日本／アジアとアフリカの若手企業家がお互
いの知識と経験を交換し、共同事業開発の可能
性を模索すること。複数のドナーにプログラム
実施の支援要請をするために申請案づくりを行
った。

③ 企業家教育用教材・資源の共同活用
短期的に企業家教育用教材の共有により教育
単価を引き下げる企画、中長期的に年1回ベース
で企業家教育カリキュラム改善研究フォーラム
を開催する企画の継続的検討を行うこと。

④  アグリビジネスのインキュベーション・ネッ
トワーク形成
ビジネス大学院研究科長会議に参加した数校
がアグリビジネス分野のインキュベーション・
プロジェクトの推進に強い関心を持っているこ
とから、さらに新たな企画案追加の可能性を探
ること。

2018年10月に東京の国連大学で開かれたESDA
執行委員会で以上を内容とする事業前評価の結
果の報告がパワーポイントを用いてなされた。
また事前評価と並行してビジネス研究者ネット
ワークをベースとして実施された共同研究が完
成し、全12章から成る研究書として2018年10月
にオープン・ソースで出版された（Kapfudzaruwa, 
et al. 2018）。

（7）評価結果の活用
ESDA執行委員会による事前評価の報告の承認

を受けて、ESDA事務局は2019年に入って前掲の
企画案、特にビジネス大学院教員の「実践コミ
ュニティ」設立の企画案とアジア－アフリカ企
業家交流プログラム申請案の2案を完成させ、複
数のドナー機関に助成申請を行った。しかし、
2018年末を境にESDAプログラム事務局を南アフ
リカ・プレトリア大学に移転したこともあって、
ドナー機関との支援交渉が遅れがちになった。
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さらに2020年に入ると新型コロナの蔓延により
ドナーの資金提供に関する優先順位が変更され、
ESDAの申請案は複数のドナーで保留状態になっ
た。2021年になってようやくアジア－アフリカ
企業家交流プログラムの実施に対して、東芝国
際交流財団とミシガン州立大学からの助成が得
られることとなり、本稿で事例報告した事前評
価の結果が活かされることになった。

5． 事例からの教訓：事前評価の有用性と
課題

SDGs関連事業の特徴の一つは分野横断的取組
や判定の難しい質的成果を掲げるプロジェクト
等多種多様で、その評価にも多様なアプローチ
の活用が必要となる。本事例報告では、SDG目
標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」の後押
しもあってアフリカ諸国の主要な政策関心とし
て浮上しつつある持続可能な工業化の課題に着
目し、その実現を担うべき若手企業家人材の育
成企画案の事前評価について報告した。先行事
例が多く、ある程度計画プロセスの標準化が進
んだ分野では新規事業の事前評価は既存の知識
や経験に基づき作成された事業計画の実行可能
性を検証することが主眼となる。しかし、アフ
リカ諸国にとって持続可能な工業化やそのため
の企業家人材の育成は前例事業の少ない課題で
あり、その取組には企画案の作成段階から意図
的に評価的思考を重視した事前評価が必要とな
る。本稿での事例報告は、Owen（2006）の「事
業前評価（proactive evaluation）」のフレームワー
クを用いて、筆者が自ら関与した構想段階の新
規企画に関して実施した事前評価についてであ
った。
事業前評価は、先行事例の少ない革新的事業
を企画する際に極めて有用な計画ツールと考え
られる。その実施は、事業構想の妥当性、実施
可能性の検証から事業の新規企画の作成までを
範囲とする。その有効性は、事業実施に関係す
るステークホルダーの積極的参加によって担保
される。本稿で取り上げた国連大学ESDAプログ
ラムのアフリカの企業家人材育成事業構想では、

事業の基本的な構図がアフリカの多数のビジネ
ス大学院による連携協力を国連大学が誘導する
形を取っており、予備的作業も含め事前評価を
国連大学の事業担当チームが内部的に実施した。
調査の過程で事業の最終受益者に当たる若手企
業家との対話から始めてアフリカのビジネスス
クール訪問による聞き取り調査を実施し、さら
に最終段階ではビジネス大学院の研究科長によ
る検討のための会議を開催して、それら一連の
データ収集活動の分析結果を評価判断の根拠と
した。事業前評価の有用性を担保するのは、ス
テークホルダーとの丁寧な対話からの信頼に足
るデータの掘り起しであると考えられる。
一般的に事前評価の有用性を左右する要件は
データの存在である。本事例報告のように前例
の少ない新分野ではデータが存在しないことの
方が多い。特に統計データの欠落は顕著である。
この課題に対応するには、聞き取り、フォーカ
ス・グループ等の質的方法をうまく取り込むこ
とが第一である。今回の調査ではワークショッ
プを多用した。関連分野の異なるステークホル
ダーが集まり、それぞれの知識・経験を持ち寄
ることで、情報の共有が容易にできるだけでな
く、新たな知識を集合的に創出することも可能
となる。
事業前評価の結果は、事業事務局を務める国
連大学が当初想定していた参加ビジネス大学院
による共通修士プログラムのような単一の企業
家人材育成プログラムの創設に導くものではな
かった。その代わりに複数の取組のパッケージ
をベースとして、ステークホルダーとの協働に
より企画案が確定し、資金的支援が得られた取
組から実行に移す計画になった。具体的にはア
フリカのビジネス大学院の間で相互連携の環境
づくりを向こう5年をかけて実施することとし
た。そのためにアフリカの有力ビジネス大学院
15校がそれぞれの志向に応じて参加する複数の
課題別「実践コミュニティ（Community of Practice）」
を形成するとともに、プログラム創設に向けて
の共同研究・研修の実行案づくりとドナーによ
る支援獲得のための作業を進めることになった。
新型コロナの蔓延等もあって、事前評価の結果
を活用した新規企画の具現化は遅れがちである
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が、事前評価の過程で若手企業家から強い関心
の表明のあったアジア－アフリカ企業家交流プ
ログラムについては、2021年になってドナー二
機関からの資金的支援が得られることとなり、
事前評価の結果の活用が実現することになった。
新規事業の創設には周辺状況の変化がつきもの
である。それに対応するには事前評価と取り組
む側に柔軟な姿勢と方法的なレジリエンスが求
められる。事業前評価の活用はその双方の重要
性を教えてくれた。
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注記 

1 ESDA （Education for Sustainable Development in 
Africa） については、下記を参照されたい。https://
unu.edu/projects/education-for-sustainable-development-
in-africa-

2 世界銀行データによると、サハラ以南地域の実質タ
ームの年平均経済成長率は、1980年代の2.1％、
1990年代の2.3％からより長期の2000－2016年期間
に5.3％と顕著に加速した（World Development 
Indicators 2017年）。

3 Owen（2006）は、Plan-Do-Check-Actionの事業サイ
クルの進行にともなって発生する評価目的に対応す
る評価の異なる基本型を提示している。それによる
と、事前（Plan段階）が事業前評価、期中（Do段階）
が事業形成評価（Clarificative evaluation）とモニタ
リング評価（Monitoring evaluation）、期末・事後
（Check段階）がインパクト評価（Impact evaluation）
で、事業サイクル上のどの段階でも使われる対話型
評価（interactive evaluation）を加えて5つの基本型か
ら成る評価体系としている。

4 UNU-IAS （2016）. “Developing an Exploratory 
R e s e a r c h  P r o g r a m m e o n  t h e  R o l e  o f  Yo u t h 
Entrepreneurship for Sustainable Development in 

Africa,” ESDA Workshop Summary Report, Cape Town.
5 ビジネススクールは、学生の多くが社会人であるこ
と、財政的支援も含めて企業との直接的な結びつき
が強いこと、大学から物理的に離れた市街地にキャ
ンパスを構えていること等に起因する。

6 会議の内容と結果の詳細については、UNU-IAS 
（2016）.“Report on African Youth Entrepreneurship 
Initiative,” Nairobi, Kenya.を参照されたい。

7 比較対象とした6校は、南アフリカのケープタウン
大学ビジネス大学院とプレトリア大学GIBSビジネ
ススクール、ケニアのナイロビ大学ビジネス大学院
とストラトモア・ビジネススクール（私立）、ガー
ナのガーナ大学ビジネス大学院、ナイジェリアのラ
ゴス・ビジネススクール（私立）。

8 ESDA Secretariat （2017）. ESDA MBA Programs 
Comparison , internal memorandum.
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新規SDG事業構想時の評価活用：

アフリカの次世代企業家育成事業の事例報告

Evaluation Use in Framing New SDG Projects: 
Case Report of an African Youth Entrepreneur Capacity-building Project

Masafumi Nagao

International Development Center of Japan
Nagao169@gmail.com

Abstract

Ex-ante evaluation is usually conducted for the purpose of evaluating the contents and feasibility of a 
proposed plan for initiating a new project. However, there is observed increasing cases of SDGs-related projects 
which involve trans-disciplinary or multi-sectoral arrangements and which require delicate qualitative judgements 
on their outcome, necessitating ex-ante evaluation based on deliberate application of evaluative thinking from the 
planning stage. The present case report presents an ex-ante evaluation the author conducted which relied on J. 
Owen’s framework of Proactive evaluation in order to combine planning and evaluation upfront. The two lessons 
learned from this case are the importance of practicing stakeholder dialogues from the initial stage of project 
conception and the possibility to effectively combine qualitative data collection methods such as interviews and 
focus groups with collective data-generating methods like workshops. 

Keywords

Evaluation case report, Ex-ante evaluation, Proactive evaluation,  African capacity-building, 
Entrepreneurial capacity
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1.　 はじめに

プログラム評価を「評価とは、プログラムや
政策の実施プロセスもしくは成果を、明示的あ
るいは明示的な基準と比較しながら、体系的に
明らかにすることであり、プログラムや政策の
改善に貢献するための手段である」 とした定義
（Weiss 1995）によれば、近年社会的投資や非営
利事業において「社会的インパクト評価」とし
て呼ばれる一連の評価の取り組みは、プログラ
ム評価の一類型として位置付けることができる。
社会的インパクト評価は、これまでのプログラ
ム評価や政策評価等の取り組みにおいて蓄積さ

れた知見を、社会的投資、非営利組織による社
会的事業や、企業活動による社会的影響の評価
に対して適用しようとするものである。
社会的インパクト評価に関する概念はSocial 

Impact Measurement（SIM）1やSocial Impact 
Assessment（SIA）等の複数の概念から発祥して
いる。特に、評価によって得られた知見を組織
運営や企業経営、社会的投資の実践において活
用しようという動きは、近年ではImpact Measurement 
and Management（IMM）2、あるいは日本語の実
践的文脈においては「社会的インパクト・マネ
ジメント」とも呼ばれているが、社会的インパ
クト評価、社会的インパクト・マネジメントと
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【研究ノート】

プログラム評価の一類型としての
「社会的インパクト評価」の課題と可能性

要　約

社会的インパクト評価は、社会的企業や社会的投資の文脈で発展したプログラム評価の手法の一類型と
して捉えられる。社会的インパクト評価は、これまでのプログラム評価等の取り組みにおいて蓄積された
知見を、非営利組織による社会的事業や、企業活動や事業投資に対して適用し、その社会的影響に対する
評価の手法として活用しようとするものであるが、その定義やプログラム評価との関連性について十分な
整理がされてこなかった。社会的インパクト評価がその主たる評価の対象とする社会的企業や社会的投資
は近年大きく拡大しており、今後の評価実践の中で大きな部分となることが想定される。本稿では、これ
らの社会的インパクト評価の取り組みがどのように形成されたのか、プログラム評価を中心とした評価研
究のなかで、どのように位置付けられるのか、関連する事象を整理したうえで、これらの評価の実践と理
論的発展が、評価研究にどのように貢献しうるのかについて考察する。

キーワード

プログラム評価、社会的インパクト評価、社会的インパクト・マネジメント、
社会的投資、SDGs

日本評価学会『日本評価研究』第21巻第2号、2021年、pp.89-101
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いった複数の用語や概念についても、その定義
やプログラム評価との関連性について十分な整
理がされていないのが現状である。
また、こうした社会的インパクト評価に関す
る様々な活動は、学術的な研究よりも、社会的
事業の実践において発展してきたという経緯も
あり、必ずしも評価研究のなかで中心的な議題
として取り上げられてこなかった。しかし、社
会的インパクト評価の主な需要者であるESG投
資、インパクト投資や社会的企業セクターに係
る多様なアクターの発展に伴って、その手法の
標準化やガイドラインの設定に対する議論が行
われるようになった。
例えば、上場株式や債券に対する社会的投資
であるESG投資は、2018年時点でグローバルには
30兆ドル、日本において230兆円を超え（GSIA 
2018）、狭義の社会的インパクト投資も2019年時
点で3,179億円（上記は共に残高ベース）を超え
（GSG国内諮問委員会 2019）ている。単純な比較
は難しいが、2019年度の日本のODA予算が5,566
億円であることを考慮すると、その社会的目的
での資金の流れとしての存在感は明確に高まっ
ており、こうした投資家が投資による社会的な
成果を測るための手法に対する社会的需要が顕
在化している。
特に社会的投資を実践する金融機関や投資家
を中心に、グローバルに2,000以上のユーザーを
持つImpact Management Project（IMP）が2016年
に設立され、2008年から活動する民間の非営利
組織であるGlobal Impact Investing Network（GIIN）
が提唱する指標データベースが2019年にはIRIS+
として更新、また2019年には国連開発計画によ
り、SDGsに基づいた投資や事業の認証の仕組み
としてSDGs Impactの認証基準案が発表される等、
国際機関や主要な機関投資家、ネットワーク組
織等が国際的な評価基準の合意を議論するよう
になった。こうした動きに呼応する形で、特に
企業や金融機関等においては、事業の非財務情
報の開示の一環として、あるいはSDGs等によっ
て提示された社会課題に対する事業による解決
への貢献を可視化するために、社会的インパク
ト評価の手法を参照し、活用しようとする動き
が定着を見せ始めている。

日本においても、社会的インパクト評価は、
2015年に内閣府によって実施された「共助社会
づくり懇談会」に設置されたワーキンググルー
プにおいて、その定義が「社会的インパクト評
価とは、社会的インパクトを定量的・定性的に
把握し、当該事業や活動について価値判断を加
えること」（内閣府 2016）とされ、この定義は、
休眠預金基金事業に対する成果評価の手法の根
拠の一つともなっている。
本稿では、これらの社会的インパクト評価の
取り組みがどのように形成されたのかについて
紹介し、これまでのプログラム評価を中心とし
た評価研究のなかで、どのように社会的インパ
クト評価が位置付けられるのか、関連する事象
を整理したうえで、これらの評価の実践と理論
的発展が評価研究にどのように貢献しうるかに
ついて考察する。
なお、社会的インパクト評価という用語につ
いては、2（1）に後述する事情で、その対訳語
や関連概念が明確にされないままに日本語での
語彙として使用されているが、本稿がその用語
の指す評価取り組みや関連する事業の定義やス
コープを考察の対象とすること、またその語意
に複数の異なるニュアンスがあることを前提に、
Social Impact Measurementの対訳語として、また
日本語での関連概念を指す用語として社会的イ
ンパクト評価として使用する。

2.　 社会的インパクト評価の概念の背景
と発祥

（1）社会的インパクト評価の概念と背景
社会的インパクト評価という語彙は、諸外国
語において確立した対訳語が存在するわけでは
ないが、関連する概 念として、Social Impact 
Assessment（SIA）、あるいは Social Impact Measurement
（SIM）を挙げることができる。

SIAは、例えば1992年にInterorganizational Committee
on Guidelines and  Principles for Social Impact 
Assessment（ICGP）が発表したガイドライン
（ICGP 1992）にその評価の方法が定義されてい
る。ガイドラインでは、環境インパクトアセス
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メントの手法に対比する形で、環境以外の社会
的要因に対する影響のアセスメントを指す概念
としてSIAが定義された。SIMについては1990年
代後半から社会的影響の把握を行う手法の総称
として使用されるようになり、特に英米におい
て90年代から先行して実践が行われたSocial 
Return on Investment （SROI、社会投資収益率）は
しばしばSIMの代表的な事例として取り上げられ
ている。SROIはその評価プロセスの中に、投下
された費用と貨幣価値換算された社会的成果を
比較する（The SROI Network 2012）ということ
からも、社会的活動の成果をその投資対効果の
側面に着目して評価する、効率性評価としての
性格の強い評価のあり方として認識できる。
プログラム評価におけるインパクト評価は、
成果に対する介入の帰属性を重視し、「インパク
ト」とは介入によってもたらされたネットの効
果（純効果）を指す（源 2020）が、社会的イン
パクト評価は、この定義におけるインパクト評
価と同義ではないことに留意が必要である。ま
た、国際開発の領域では、中長期的なアウトカ
ムを「インパクト」と定義していることも、受
け手によって社会的インパクト評価の異なる解
釈を生じさせている。
日本における議論においては、社会的インパ
クト評価という用語が、公的機関で議論された
のは先述の内閣府におけるワーキンググループ
で議論されたのがその端緒であり、「社会的イン
パクト」は「短期、長期の変化を含め、当該事
業や活動の成果として生じた社会的、環境的な
アウトカム」とされた（内閣府 2016）ことから
も、日本語における社会的インパクト評価は、
中長期的なアウトカムに対する成果の測定を行
い、アウトカム評価や効率性評価を中心的な手
法とする、プログラム評価の一形態として理解
されていると言えるだろう。

 （2）「Social Impact Measurement」の対訳語と
しての「社会的インパクト評価」の妥当性

日本における社会的インパクト評価の取り組
みが、社会的投資や非営利組織管理の文脈で議
論された背景は、行政評価における業績測定に
ついての議論と同様な問題意識が存在したと理

解できる。つまり、事業実施による成果を検証
しようとする問題意識に基づく業績測定
（performance measurement）の必要性に対する認
識である。SIMという語法も、Social Impact、つ
まり事業のアウトカムを、定量的に評価可能な
指標に基づいて測定（Measurement）を行うとい
う語意であると理解でき、字義に基づいた日本
語における訳語を充てるとすれば、「社会的イン
パクト測定」、あるいは行政評価の文脈で用いら
れる業績測定がそれにあたると考えられる。
しかしながら、後述する社会的インパクト評
価の事例を参照すれば、社会的インパクト評価
として定義される手法の多くは、プログラム評
価におけるアウトカム評価、あるいは効率性評
価の側面に着目しつつも、実際には、セオリー
評価やプロセス評価を含む、プログラム評価の
多様な側面を包含するものであり、ここに社会
的インパクト測定ではなく、社会的インパクト
評価という訳語が当てられた背景の一端がある
と考えられる。
その理由として、実際の社会的インパクト評
価の導入においては、プログラム理論について
の検討が、事業設計の一部として十分に行われ
てこなかったという課題に、多くの社会的イン
パクト評価が直面していることがある。評価の
前提となる評価指標の設定のためには、事業目
標や、事業のアウトカムとアウトプットの関連
性の特定が必要であり、セオリー評価を行う必
要があったことも、ロジックモデルの活用によ
るセオリー評価が、社会的インパクト評価の重
要な手法として理解された理由の一つである。
行政評価の文脈での「業績測定」がプログラ
ム評価と相互補完的な役割があるとすれば、社
会的インパクト評価は、社会的投資の領域にお
ける「業績測定」であり、同様にプログラム評
価との相互補完性を持つ評価の取り組みだと言
える。業績測定も、その字義からいえば行政の
政策実施による業績を定量的な手法で測定する
ものであるが、実際には単にその業績を明らか
にするのみならず、業績評価で得られた情報を
どのように政策実施のロジックに反映するかと
いう評価デザインにも議論が及んでいる点にお
いても、社会的インパクト評価の議論との相似
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がある。
一つの事例として、日本における社会的イン
パクト評価の実践事例の一つである、休眠預金
を活用した助成金運営を行う一般財団法人日本
民間公益活動連携機構（JANPIA）の公開した社
会的インパクト評価ガイドラインにおいても、
社会的インパクト評価は、セオリー評価、アウ
トカム評価、インパクト評価、プロセス評価の
複数の評価の性質を包含するものであるとして
おり、上記の認識を裏付けるものとなっている。

（3）  社会的インパクト評価の役割に対する国内外
における評価
前述の通り、社会的インパクト評価が、社会
的に、あるいは評価研究の発展にどのような役
割を果たすのかについては、国内外で様々な議
論がある。
馬場（2019）は、社会的インパクト評価につ
いて、特にその休眠預金基金の運用に対する適
用についての課題を、英国での同様な評価の導
入と比較する形で、（1）評価の負担（2）SROIと
の混同（3）見せかけの成果（インパクト・ウォ
ッシング）（4）社会的インパクト評価では測れ
ない価値の4点における課題を指摘しながら、「社
会的インパクト評価は，多種多様な社会的価値
を正確に測定するものではないが，多様な利害
関係者が参画しながら，お互いに合意できるア
ウトカムの測定方法を探り，成果指標へと落と
し込んでいくツールとして有用性を備えている」
としている。
また、塚本（2020）は、英米におけるインパ
クト評価の潮流を振り返り、上述のインパクト
評価の定義について触れた上で、日本における
社会的インパクト評価が、インパクト評価の研
究・実践や、これまでの評価研究の文脈を踏ま
えた議論になっていないこと、また社会的イン
パクト評価を謳って実践される評価の質につい
て疑問を提示し、あたかも社会的インパクト評
価が新しい枠組みであるかのような言説による
弊害を指摘しながら、本来的なインパクト評価
の推進のために、「反事実」を踏まえた評価の設
計、標準化や質の向上のための官民連携が必要
であると指摘している。

国外においても、同様な議論がある。例えば
2016年の米国評価学会の年次大会では、米国評
価学会とSocial Value Internationalとの共催で、サ
イドイベントとしてIMPCON2016が開催された。
この開催に関して、Voは、American Evaluation 
Journal における寄稿論文において、評価
（Evaluation）とインパクト評価 （Impact Measurement,

IM）1は同じルーツを持つが、IMは特に社会的投
資からのニーズへの対応として考案された手法
であると位置づけている。評価とIMは、その異
なる目的意識のために、評価のための資金源、
得られた知見の使用者、評価アプローチ、評価
単位や手法等の領域において違いがあると指摘
し（表1）、この2つの領域の間での対話の重要性
を提示している（Vo and Christine 2018）。
これらの議論は、2（2）で記述した、SIM（あ

るいはVoの用語ではIM）が、社会的投資におけ
る業績評価に該当し、相互に補完する取り組み
であるという議論が、米国の文脈でも行われて
いることを示している。

3.　社会的インパクト評価枠組みの事例

社会的インパクト評価の枠組みには、前述の
ICGPによるガイドラインやSROIのほかにも、国
際機関や企業が提唱するものを含めると多数の
フレームワークが発表されており、2011年時点で
Maasは、30の異なる手法についての比較研究を
行い、その類型について論じている（Maas 
2011）。本節では、社会的インパクト評価の手法
について、実践事例が多い事例としてSocial Value 
InternationalとImpact Management Projectの2者によ
るガイドラインを事例として取り上げ、その特
徴と差異について述べる。

（1）Social Value International（SVI）によるガ
イドライン

SVIの前身はSROI Network Internationalであり、
その設立の2008年から、1990年代に米国で開発
されたSROIに代表される社会的インパクト評価
の手法について研究を行い、欧州を含めた複数
の地域における普及促進を行ってきた。SROIの
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ガイドラインは2012年に発表された“A Guide to 
Social Return on Investment”までに複数回の更新
が行われた。

SROIのガイドラインは、7つの原則と6つのス
テップから構成されている。そのプロセスは、
ステップの1から3までは、分析のスコープとキ
ーとなるステークホルダーの特定、アウトカム
のマッピング、指標の設定とデータの収集とな
っている。ステップ4と5では、収集した指標デ
ータの貨幣価値換算、ステップ6では分析の報告
と評価から得られた知見の組織への定着であり、
特にステップ4と5は、アウトカムの貨幣価値換
算での評価を謳うSROI特有なものである。

SROIが提唱したアウトカムの貨幣価値換算と
いう概念は、特に当時黎明期であった社会的投
資家や、一部の先進的な助成財団には歓迎され
たが、貨幣価値換算に必要な係数が未整備であ
り、また特に事業による社会的インパクトの寄
与率を算出する方法についてのガイドラインが
不足していたため、評価基準の恣意性を指摘す
る声も多くあった。

SROI Networkは、2016年にSocial Impact Analyst 
Association（SIIA） と 合 併 し てSocial Value 
International（SVI）と改称し、その翌年の2017年
には、“Maximize Your Impact – A Guide to Social 
Entrepreneurs”を発表している。

Maximize Your Impactでは、社会的インパクト
評価を4つのステップに定義し、Plan, Do, Assess, 
Reviseの各プロセスを示しており、貨幣価値換算
を必須のプロセスとしていない。また、10 
Impact Questionsを設定し、4つのステップのそれ
ぞれにおいて、何を明らかにするべきかについ
てのキー・クエスチョンとして定めることで、
社会的インパクト評価の実践のガイドラインと
している。
この2つのガイドラインは、どちらもSVIが提
唱する7つの原則3に則ったものであるとされ、
2021年現在も、ウェブサイト上の掲載や研修の
実施についてもSROIとMaximize Your Impactの2
つのトレーニングが並行して実施されている。

（2）Impact Management Project （IMP）による
ガイドライン

IMPは、2018年にUnited Nations Development 
P r o g r a m（U N D P）、 I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e 
Corporation（IFC）、Organisation for Economic 
Co-operation and Development （OECD）、Global 
Reporting Initiative（GRI）、SVI、GIIN、World 
Benchmarking Alliance、GSGの8つの組織が共同で
設立した取り組みである。IMPにおいては、社会
的インパクトの評価の事業への導入は「社会的
インパクト・マネジメント」と呼びならわされ、
企業や投資機関の運営プロセスやマネジメント・
サイクルに、社会的インパクトが組み込まれる
ことがその本質的な価値実現の形として奨励さ
れている。これは、これまでの事業評価が、単
なるレポーティングの一環として実施され、得
られた知見が事業へのインプットとして活用さ
れないという課題意識に基づき、社会的インパ
クト評価の結果得られた情報が継続的に事業に
提供され、経営のプロセスの一環となることで、
事業の社会的価値が継続的に向上するという理
論であると理解できる。

2018年に発表されたImpact Management Norms
は、IMPの提唱する社会的インパクト・マネジメ
ントのガイドラインとなるものである。Impact 
Management Normsは企業向けと投資家向けの2つ
の部分から構成され、共通する枠組みとして、
社会的インパクトをWhat（どのような社会的変
化が発生するか）、Who（受益者は誰か）、How 
Much（成果の規模、深度、持続期間はどれだけ
か）、Contribution（事業が存在しない状態に比較
した純粋な貢献はどれだけか）、Risk（事業が期
待通りに成果を実現しない場合のリスクは何か）
の5つの観点からどのように捉えるかという5つ
の次元（Dimensions）、またそれに基づく評価の
観点として15のカテゴリーの提示が行われている。

IMPのフレームワークでは、事業における社会
的インパクトに対する取り組みが、5つの次元、
あるいは15のカテゴリーそれぞれに、A（Avoid 
to harm）、B（Benefit Stakeholders）、C（Contribute 
to the solutions）の3つのレベルのどれにあたるか
を評価し、特にHow Muchについてはアウトカム
に定量的な指標を設定して、社会的インパクト
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の評価を行うことが定められている。

（3）2つのガイドラインが示す社会的インパクト
評価の手法開発の趨勢

IMPの社会的インパクト評価への手法的貢献
は、特に社会的インパクト評価の対象となる社
会的変化の特定について、5つの次元の観点を提
示、これまでSVIによるフレームワークにおいて
はガイドラインの中で文脈として触れられてい
た要素を整理した点にある。また、ABCのカテ
ゴリーによって、どのようなレベルの社会的イ
ンパクトを志向するのか、あるいは実現できた
のかについての評価基準を提示したところも、
手法上の差分であると言える。
それに対して、社会課題の解決への貢献に至
る道筋をセオリー評価として分析するという意
味では、SVIのガイドラインでは、SROIにおける
インパクト・マップ、Maximize Your Impactにお
けるセオリー・オブ・チェンジ（両者は、いわ
ゆるロジックモデルに該当する）を組み立て、
事業の社会的価値創造のプロセスを分析するこ
とを定めているのに対して、IMPにおいてはその
部分について特段の記載が存在しない。
ロジックモデルが複数の社会的インパクト評
価の手法の中で共通した要素として取り上げら
れる理由は、評価で得られた知見を提供するに
あたって、事業のセオリーの理解が必要だから
である。評価による事業へのフィードバックと
して、事業が実現するアウトプット、あるいは
アウトカムの評価の実施により、成果指標のデ
ータを取得し、事業プロセスについて分析する
ことで、社会課題の解決への貢献に寄与する知
見やエビデンスを提供することへの期待がある。
ところが、IMPのフレームワークでは、事業の

プロセスや、成果をもたらすセオリーについて
の情報は提供されないため、これについては別
途事業主体や評価者が追加の評価作業を行う必
要がある。投資的なアプローチでは、収益性の
低い事業は持ち分を売却し、より高い収益を実
現する事業と入れ替えることで、事業ポートフ
ォリオ全体の収益性を保つことが一般的だが、
社会的インパクトの観点でのポートフォリオ管
理においても、個別事業の改善に踏み込まない

のであれば、こうした評価の手法が必要十分で
あり、却って費用対効果に優れた社会的インパ
クト評価の手法とされることも考えられる。
こうした特色を持つIMPのフレームワークは、
社会的インパクト評価が、社会的投資に適合し
たプログラム評価のあり方の一類型であるとい
うVo（2018）の指摘にも符号する。

4.　 社会的インパクト評価の手法的特色
と、評価実践に対する貢献

Rossiは、評価には （a）ニーズ評価（b）セオリ
ー評価（c）プロセス評価（d）アウトカム／イン
パクト評価（e）効率性評価の5つの階層が存在す
ると指摘し、プログラムの設計、実施、介入後
の評価のそれぞれの段階において異なるフォー
カスがありうるとしている。
また、源（2020）は、このRossiによる定義を

踏まえ、プログラム評価の要素として①社会的
調査手法の活用②プログラムの有効性の体系的
調査③基準との比較④政策的・組織的な文脈を
考慮した実施⑤社会状況を改善するための活動
に資する情報を提供するという5つを挙げ、プロ
グラム評価が期待される社会的役割を果たすた
めには、どのような条件を備える必要があるか
について条件を提示している。
こうしたプログラム評価の定義に鑑みれば、
社会的インパクト評価も、事業の実施プロセス
や成果を明らかにし、社会状況を改善するため
の活動に資する情報を提供するという意味で、
プログラムの評価の一類型であると理解するこ
とができる。一方で、社会的投資や社会的事業
にその主なニーズが存在する社会的インパクト
評価は、複数の異なる領域における評価実践へ
の貢献をもたらしていることも事実である。
これまで概観したように、社会的インパクト
評価は、社会的投資市場や社会的企業の伸長を
その背景に、投資家や社会的企業に特有なニー
ズに応える形で、その手法を発展させてきた。
以下の節では、既存の評価理論の中で、社会
的インパクト評価の特徴がどのように位置づけ
られるのか、またその特徴によって、評価理論
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の発展に対してどのような貢献の可能性、ある
いはリスクが存在するのかについて考察する。

（1）アウトカム／インパクト評価としての社会
的インパクト評価の可能性とリスク

社会的インパクト評価の第一の特徴は、その
評価の主眼が、プログラムの介入によって、介
入の対象や社会全体に現れる変化としてのアウ
トカムや、中長期的なインパクトに着目した評
価であるということである。SROIを開発した
Roberts Enterprise Development Fund（REDF）の当
時の事務局長であったJed Emersonは、「非営利組
織への資金提供がエビデンスを伴った成果に基
づくものであることが重要だ」という問題意識
をもとに、SROIの評価枠組みの構築を推進した
と述べている4。
特にSROIが開発された90年代の非営利事業に
おける評価の状況を鑑みると、成果の発現が中
長期にわたり、領域によってはその成果指標の
設定が複雑になる等の背景から、アウトカムレ
ベルの成果評価が一般的ではなく、事業評価の
多くがアウトプットのレベルでの成果報告にと
どまっていたことを考えると、社会的事業のア
ウトカムに着目し、その効率性を測る手法や指
標への開発需要があったことが理解できる。
一方で、評価の手法として評価理論で言うと
ころのインパクト評価を想定し、一定の精度を
求めるのであれば、事業の実施と、事業実施の
成果とされる事象の間の因果関係の特定や、事
業の実施による成果に対する純粋な寄与の特定
等の面で、その実施には専門的な知見と、一定
の工数と費用が必要となることは大きな課題で
ある。社会的投資や営利事業として実施される
社会的事業に対する評価は、行政事業や国際協
力事業のアカウンタビリティの履行の一環とし
て実施される政策評価や国際開発における評価
に比べ、事業あたりの予算も、また事業予算に
おける評価コストも相対的に小さい場合が多い。
事業評価の費用がこうした小規模な事業に対す
る投資収益や事業収益から支出されることを想
定すると、評価コストの高さが、社会的投資の
実施の阻害要因となってしまうリスクが発生す
るというジレンマがある。

こうした状況から、社会的インパクト評価の
活用には、社会的事業の社会的成果を最大化し、
社会課題解決に資する事業となる可能性を提示
する反面、本来的なプログラム評価の多様な機
能を実現できないリスクも存在する。

（2）効率性評価としての社会的インパクト評価
の可能性とリスク

社会的インパクト評価に特徴的なもう一つの
観点は、事業による投資対効果、すなわち効率
性に対する着目である。例えば前述のSROIの手
法は、事業の成果としての社会的変化に着目し
たアウトカム評価、ロジックモデルを活用した
セオリー評価、ステークホルダー参加による参
加型評価5等、複数の側面があるが、その名称が
表す通り、投入されたリソースに対する社会的
価値の比率を算出する評価プロセスが6つのステ
ップの中に定義されている（The SROI Network 
2012）ことから、効率性評価としての側面を強
く持っていることが理解できる。

SROIが開発された1990年代の米国のフィラン
ソロピー・セクターは、伝統的な慈善財団に加
えて、金融や情報通信等の新興産業によって資
産を形成した経営者や、投資家としての背景の
あるフィランソロピストが多く参入するように
なった状況があった。こうした事業的、投資的
な観点を持つフィランソロピストの観点からは、
従来の非営利組織による事業が、効率性の観点
から適切なマネジメントを実施する必要があり、
そうした取り組みによってより大きな社会的成
果が得られる可能性があると議論された
（Grossman 2013）。こうした議論に基づいて、ベ
ンチャー・フィランソロピーのように、非営利
事業において、事業的な手法での経営管理を実
施し、社会的成果を最大化しようという取り組
みが発展したことは、非営利組織における評価
実践に対する大きな貢献であった。
しかしながら、プログラム評価がその評価の
対象とする社会的事業の価値には多様な側面が
存在する。特に社会課題解決の主体としての市
民社会という観点では、社会課題解決に資する
がどのような過程によってその追求する価値や、
解決の手法を決定し、事業が実施されるのか、
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またその意思決定が広範なステークホルダーに
よる参加によって決定されたのかというプロセ
スや、こうした活動に対する市民参加そのもの
が、民主主義の実践という観点で重要な価値と
して受け止められる。こうした価値観からすれ
ば、事業の社会課題解決に寄与する効率性が重
視され、プロセスや意思決定の主体の構成に多
くの関心が払われなければ、逆に社会の民主的
な価値を毀損しかねないという可能性は、社会
的インパクト評価の効率性評価としての側面に
対するリスクとして認識されるべきであろう。

（3）社会的インパクト評価の比較可能性の発展
に対する可能性とリスク

社会的インパクト評価のもう一つの特徴は、
複数の事業に対する社会的インパクト評価の実
施の結果得られた情報を、比較可能な形で活用
する、比較可能性についての着目である。
社会的投資家による評価に対するニーズの一
部は、投資先の事業の社会的パフォーマンスを
比較し、より大きな成果を実現する事業に資金
を配分することで、投資による社会的成果を最
大化しようという動機である。
例えば、GIINが提供する評価指標のデータベ
ースは、もし行政がその開発を行えば莫大なコ
ストのかかるインフラであり、これを民間の資
金と知見で構築し、2,000を超える機関投資家が
これを使用して社会的投資を実行し、評価実践
を行っているとすれば、これらは評価の知見へ
の大きな貢献であり、社会的事業の成長により、
社会的課題の解決への貢献をもたらしているだ
ろう。こうした標準化された指標データベース
や、異なる領域にまたがる社会的影響に対する
比較可能性の担保への取り組みは、社会的イン
パクト評価の評価リソースに対する貢献である
と言える。
反面、社会的インパクト評価の発展段階にお
ける初期、例えばSROI手法による貨幣価値換算
のアプローチによる比較可能性への取り組みは、
財務係数の設定についてのガイドラインやデー
タベースが十分に整備されていなかったこと、
また反事実のコンセプトは提示されたものの、
比較対象群との比較やRCT等による純粋なインパ

クトの提示の手法の実施可能性が十分に示され
なかったことによって、評価手法そのものへの
信憑性に疑問が呈されることになった。こうし
た事象は、比較可能性を追求する社会的インパ
クト評価の使用者に対して、十分に洗練した手
法を提示できないリスクが露呈した結果とも言
える。

5.　 社会的インパクト評価とプログラム
評価の整合性と課題

本節では、これまで概観した社会的インパク
ト評価の特徴を踏まえて、社会的インパクト評
価の手法的な課題と、それらの課題を克服する
ために期待される取り組みについて述べる。

（1）上位概念としての最終アウトカムとの整合性
社会的インパクト評価の課題の一つには、個
別の評価の前提条件として、個別の事業成果と
してのアウトカムと、上位目標としての最終ア
ウトカムとの関連性が明確に定義されていない
ことが多いことが挙げられる。
山谷によれば、プログラム評価とそれ以外の
評価活動を区別する観点は、「システムとロジッ
クの2つの考え方、2つを反映したデザインの3つ
である」とされる（山谷 2012）。ここでのシステ
ムとは、政策（policy）、プログラム、プロジェ
クトの3層構造に対応する体系であり、ロジック
はプログラムを形成するインプット、アクティ
ビティ、アウトプット、アウトカムのプロセス
の論理である（山谷 2020）。プログラム評価は、
評価によって得られた知見を、ロジック（プロ
セスの論理）と、システム（政策、プログラム、
プロジェクトの体系）に反映させるに足る評価
デザインを備えたものであることが求められる。
こうした考え方は、社会的インパクト評価に
も受け継がれているが、社会的インパクト評価
が対象とする民間の社会的事業においては、政
策評価における上位目標である政策目標にあた
る最終アウトカムが明確に定義されていないこ
とがある。社会的インパクト評価の舞台である、
社会的投資の対象である民間事業者の事業は、
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往々にして地域レベルでの社会的課題の解決に
その目的を置いたものとなり、事業の実施の結
果、社会全体の課題解決にその取り組みがどの
ような影響を果たすかというロジックが設計さ
れているとは限らない。
これは、社会的投資が対象とする事業が不完
全だということではなく、そもそも行政事業と
の比較においては小規模に実施される社会的事
業は、期待される社会的変化は相対的に小さな
ものにとどまる場合もあること、また事業実施
の期間にも制約があること等から、中期的な目
標は設定できても、長期的なアウトカムについ
ては明確な目標として設定しにくいという背景
がある。こうした状況が、社会的インパクト評
価の実施目的についての混乱を招く課題となり、
また評価の結果として期待される価値判断の基
準が不明瞭となる混乱をもたらしている事象が
見受けられる。
たとえ上位概念が明確でない場合にも、評価
のプロセスでそれを明らかにすることは、評価
の意義と捉えることもできるが、社会的インパ
クト評価の実施にオーナーシップを持つ投資家
等の資金提供者が、そうした上位概念で定義さ
れるべき社会的成果についての妥当性を明らか
にできない場合には、当然ながら評価の基準が
曖昧になり、本来的な役割を果たせないという
状況に陥るリスクがある。
こうした状況を回避し、社会的インパクト評
価がその機能を十分に果たすためには、社会的
投資家、あるいは社会的事業を実施する事業者
が、社会レベルの実現目標としての最終アウト
カムや明確な事業ビジョンを持つことが期待さ
れる。

（2）市場メカニズムに基づく社会課題解決アプ
ローチの功罪

また、社会的インパクト評価という概念や用
語が、市場メカニズムに基づいて社会課題を解
決しようという社会的投資や社会的企業の文脈
から生まれたことから、その評価のアプローチ
においてもボトムアップによる社会課題解決へ
の貢献への志向が見られる。
政策評価では、評価の結果蓄積されるデータ

や知見が、将来的な政策の精度を上げ、有効な
政策を立案・実行するためのエビデンスとして
機能することが期待される。こうした働きかけ
の方法は、トップダウン型のアプローチである
とすることができる。
それに対して、社会的インパクト評価がその
背景とする金融市場のメカニズムは、もちろん
市場の効率性や透明性といった市場の質的側面
にも依存するが、個別の事業やファンドのパフ
ォーマンスは、その事業や投資手法、投資活動
に帰属するものとして捉えられる。市場の発展
を促すためには、まずは事業の採算性や潜在性
が立証され、そうした事業の効率性が市場原理
を通じてほかの事業に波及するというのが、ボ
トムアップのアプローチである。
こうした社会的投資、社会的事業の特性は、
社会的インパクト評価は政策形成のエビデンス
を提供することが第一義的な目的とされるので
はなく、個別の事業に対して適切な評価を行う
こと、またその社会的価値を明らかにすること
によって、市場に対して実証事例を提供するこ
とがその目的意識の主眼に置かれることになる。
このトップダウンとボトムアップのアプロー
チは、両者ともに一定の精度を持った社会的価
値の判断基準を作るという意味では共通してい
るが、制度・政策を司る公的セクターに対する
フィードバックに資するエビデンスの構築への
志向と、個別事業の評価、あるいは市場メカニ
ズムを形成する事例の構築では、そこに要求さ
れるデータや分析の精度は大きく異なることは
容易に想像できるところだろう。
このような背景により、社会的インパクト評
価は、社会的事業に提供される資金の市場拡大
に貢献するが、往々にして、評価の実施によっ
て得られるエビデンスとしての知見は限定的な
ものになる。具体的には、個別の事業の改善や、
特定の投資家にとっての投資判断の基準を提供
することにはなっても、政策評価がその目的の
一つとする、政策形成のためのエビデンスの構
築に資する知見やモデルを提供するといった役
割を果たすことが難しい側面が存在する。
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6.　 社会的インパクト評価が市場と経済
システムにもたらす変革の可能性と
課題

これまで述べた通り、社会的インパクト評価
は、社会的投資の領域における業績測定の取り
組みだと言える。社会的インパクト評価は、そ
の実施により、アウトカム評価、および効率性
評価の社会的事業への適用可能性を提示するこ
とで、増大する民間セクターからの評価ニーズ
に応え、評価実践の量的拡大をもたらした。
社会的投資や企業の社会性評価の対象となる
事業の市場規模は、将来的に行政事業や国際協
力のそれを大きく上回ることが想定され、評価
により蓄積される知見による社会的影響も、大
きな力量となることが考えられる。特に、社会
的投資に対する社会的インパクト評価の導入は、
金融市場そのものの質を変化させる可能性があ
り、SDGsによって示された社会的課題の解決に
必要なファイナンス・ギャップの解消には不可
欠な要素である。
そうした期待に応えるためには、社会的イン
パクト評価を実践する投資家や事業者のリテラ
シーの向上、同時に社会的投資の文脈に適合し
た評価手法の発展が期待される。
また、社会的なインフラとしての評価の仕組
みの構築という意味では、IMPやGSGが取り組ん
でいるように、各国政府、国際機関、国際的な
非営利組織、機関投資家等のネットワークを構
築して、国際的なコンセンサスを創出し、評価
基準についての国際合意を構築してゆくことが
期待される。
こうした社会的インパクト評価の普及促進、
国際的な枠組み作りの取り組み、具体的な事例
の創出等、異なるレベルでの取り組みが有機的
に結合することによって、市場経済が持つ構造
的な課題に対して、制度レベルでの変革をもた
らし、社会課題の解決に寄与する可能性がある。

7.　 おわりに　―社会的インパクト評価
が評価研究にもたらす貢献

本稿では、社会的インパクト評価を、社会的
投資や非営利組織管理の領域での業績測定の手
法として位置づけ、プログラム評価との関連性
を明らかにし、また同時にその手法的特色につ
いて明らかにすることを試みた。行政評価にお
ける業績測定が、民間事業における業績評価の
手法を行政事業に取り入れることで、その効率
性や革新的なサービスの導入を推進する推進力
としようとしたのと同様に、社会的インパクト
評価は、行政評価や非営利組織評価、民間企業
の経営手法において培われた業績測定の枠組み
を、社会的事業の領域に導入しようとする取り
組みである。特定の領域で開発され、発展した
枠組みを、異なる領域へ適用することによる手
法的発展は、評価研究全体に便益をもたらすも
のだ。
また、社会的インパクト評価の初期に開発さ
れたSROIが、社会的事業における多様なセクタ
ーの協働を前提に、評価プロセスへのステーク
ホルダーの参加を原則として位置づけたように、
民間セクターが社会的事業を推進する場合には、
行政等単一のセクターの事業実施と異なり、そ
の持続可能性と社会的インパクトを両立するた
めに、行政や非営利組織、あるいは受益者を含
む地域コミュニティとの協働が必要となる。
こうした意味では、社会的インパクト評価は、
業績測定の枠組みの民間セクターへの適用とい
う側面のみならず、多くのステークホルダーが
協働する参加型評価の新しい領域としての可能
性について検討することができ、評価研究に対
する貢献の一つとして、今後の研究課題と考え
ることができるだろう。

注記

1 Social Impact Measurement（SIM）は英文においては
しばしばImpact Measurement（IM）と略されて表記
される。Vo（2018）におけるIMも、本稿で取り上
げている「社会的インパクト評価（SIM）」と同義
である。なお、本文で記載した通り、このIMも、
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日本語における「インパクト評価」も「社会的イン
パクト評価」を省略した語法であり、英語での
Impact Evaluationを指すものではない。

2 Impact Measurement and Managementは、社会的イン
パクト評価を特に社会的投資のマネジメントに適用
する文脈から生まれた用語であり、特にGIIN等の社
会的投資を推進する組織や金融機関等において使用
される。

3 SVIにおける社会的価値評価では、1.ステークホル
ダーの関与、2.変化に対しての理解、3.重要な物事
を価値づける、4.マテリアリティのあるもののみを
評価の対象とする、5.過剰な主張をしない、6.透明
性の担保、7.結果の検証を行う、と7つの原則が定
められている。

4 社会的インパクトマネジメントイニシアチブシンポ
ジウムにおけるインタビュー（2021年1月26日）

5 SROIが掲げる7つの原則の第一は「ステークホルダ
ーの関与」であり、社会的価値は多様なステークホ
ルダーによって定義されることの必要性を謳ってい
る。
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表1　EvaluationとImpact Measurementの収束と発散の領域

Evaluation Impact Measurement
社会的ドライバー 説明責任

意志決定 :
- プログラムの改善
- サイクル終了時の評価

意志決定 :
-  財政の開発
-  持続可能性
-  戦略的計画

人的ドライバー 公的資金提供者 ( 例：行政 )
民間資金提供者 ( 例：財団、企業、エンジェル /
インパクト投資家 )
プログラムスタッフ
プログラム裨益者

民間資金提供者 ( 例：財団、企業、エンジェル /
インパクト投資家 )
社会起業家
公的資金提供者 ( 例：政府 )

最終利用者 公的資金提供者 ( 例：政府 )
民間資金提供者 ( 例：財団、企業、エンジェル /
インパクト投資家 )
プログラムスタッフ
プログラム裨益者

民間資金提供者 ( 例：財団、企業、エンジェル /
インパクト投資家 )
社会的起業家 
公的資金提供者 ( 例：政府 )

評価アプローチ 文脈、投入、過程、生産 (CIPP) 
モデル
複雑性理論
クリティカルシステムヒューリスティック
発展的評価
エンパワメント評価
評価可能性アセスメント
参加型評価
理論に依拠した評価

社会価値会計
定量評価 (Valuate)

関心対象となるユ
ニット

投入
活動
結果
成果

活動
結果

分析手法 / デザイ
ン

事例研究 / 記述的デザイン
貢献度分析
実験的デザイン
混合法 (Mixed Method)
モスト・シグニフィカント・チェンジ (MSC) 手法
　アウトカムハーベスティング
　事前事後での成果測定
準実験的デザイン

バランススコアカード
事例比較
ロジックモデル分析
モニタリング
パフォーマンス測定
事前事後でのアウトカム測定
社会的投資収益率（SROI）

得られた知見の性
質

特定のシステム
特定の組織
特定のプログラム
特定のグループ
特定の場所

特定のプログラム
特定のグループ
特定の場所

普及の実践 実施中
サイクルの終了時

実施中
サイクルの終了時

（出所）Vo. A. T. （2018） p.386を筆者翻訳。なお、注記1に記した通り、ここでのImpact Measurementは、Social Impact Measurementと同義
の用語とする。

 （2021.7.13 受理）
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Social Impact Measurement as a Type of Program Evaluation
― Challenges and Opportunities ―

Abstract

Social Impact Measurement（SIM）can be regarded as a type of program evaluation method that has been 
developed in the context of social business and social investment.  SIM is an attempt to apply the knowledge 
accumulated in the program evaluation to social enterprises, corporate activities, and investment activities to use it 
as a method to evaluate their social impact.  However, the definition and relevance of SIM to program evaluation 
have not been sufficiently clarified.  In recent years, the market size of social enterprises and social investments 
has been expanding significantly, and it is expected to become a major part of evaluation practice in the future.  In 
this paper, we will examine how these SIM efforts were formed, how they are positioned in the theories of program 
evaluation by summarizing the relevant facts, and discuss how the practice and theoretical development of SIM 
can contribute to evaluation studies.
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1．はじめに

2008年に開始された「留学生30万人計画」は
「高度人材受入れとの連携」を謳い、それまでの
留学生を育て、母国に帰す政策から、日本社会
に引き留める政策へと転換する契機となった。
2019年に外国人留学生数は312,214人に達し、留
学生30万人の目標値は達成された。他方、ベト
ナム、ネパールなど非漢字圏からの留学生が増
加し、留学生30万人計画が「偽装留学生」の流
入を引き起こしたという批判もある1。このため、
留学生30万人計画の成果と課題を検証し、課題

の要因を解明することが必要である。
留学生受入れ政策の評価については、総務省

（2005）が「留学生10万人計画」の評価を行い、
佐藤（2010）は、2005年以前に日本留学した者
の調査などから評価を行っている。また、谷口
ら（2011）は、国費外国人留学生制度の成果・効
果を調べ、総務省（2017）は、グローバル人材
の育成に関する政策評価の中で、大学の国際化
の取り組みと外国人留学生の受入れ状況を調査
し、留学生の増加の大半は日本語教育機関と専
門学校入学者によると指摘し、総務省（2019）
では、高度外国人材の受入れに関する政策評価
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留学生30万人計画は2019年に30万人の目標を達成したが、偽装留学生を増加したという批判も見られる。
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分析の結果、計画の主要な目的は「優秀な留学生の増加」と「留学生の国内就職」と特定され、その成
果指標を分析したところ、大学等のグローバル化は英語コースを増加し、直接入学者の増加をもたらした
が、入学時点で日本語力を求めないという利点が日本就職促進上の課題となっていることが判明した。
また、方策に入っていなかった日本語教育機関が、人数目標達成に大きく貢献したものの、優秀な留学
生の増加は十分に達成されておらず、日本語教育機関に対する支援とモニタリングを拡充する必要性が示
唆された。
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の中で、留学生の日本就職の課題として、日本
語能力の不足や日本特有の就職活動知識の不足
などを指摘している。この他、工藤ら（2014）
は、日本の大学の国際化と留学生政策をレビュ
ーして提言を行い、白石（2019）は留学生10万
人計画から30万人達成までの歴史を概括し、 二
子石（2021）は留学生の入学経路と進学進路の
分析から、計画の実態解明を試みている。さら
に 「留学生30万人計画」関係省庁会議（2021）
は、30万人計画を検証し、大学留学生の伸びが
日本語教育機関で学ぶ者ほど大きくないものの、
彼らの8割が高等教育機関に進学することから、
高度人材の育成プロセスにあり、国内就職者の
割合も増加して、高度人材の国内定着が図られ
つつあるとしている。しかし、上位政策である
成長戦略との関係性、また、5つの方策、特に相
互補完性が想定されていた大学等のグローバル
化との関係性を把握した上で評価した研究は、
管見の限り見当たらない。
このため、本研究では、留学生30万人計画、
成長戦略及び大学等のグローバル化にかかる政
策文書や予算書の分析から、上位政策、関連政
策、方策に至る同計画の政策的枠組みを特定し、
これに基づき作成した評価の視点から、30万人
の成果と課題、また、課題が生じた要因につい
て総合的に考察する。
日本における政策評価の課題について、西出

（2020:173-174）は、政策の決定権が立法機関に
ありながら、行政機関が政策効果に関する結果
責任を問われ、政策検証システムを牽引せざる
を得ないジレンマを分析し、山谷（2021）は、
政策評価が、政策官庁を自負する官庁以外、実
質的にプロジェクト評価になっており、「政策体
系」を意識した評価が少ないことを指摘する。
本稿の意義は、 留学生30万人計画について、
上位政策や方策との関連性を考慮した政策評価
を行うことにより、政策体系に基づく評価の事
例を示すこと、また、第三者の立場で、同計画
の成果と課題を明らかにすることにある。

2．留学生30万人計画の政策的枠組み

（1）留学生30万人計画の背景と趣旨
福田康夫首相（当時）は2008年1月の施政方針

演説において「新たに日本への留学生30万人計
画を策定し、実施に移すとともに、産学官連携
による海外の優秀な人材の大学院・企業への受
入れの拡大を進める」と表明した2。この背景に
は、IT分野などで高度外国人材を積極的に受け入
れる気運が高まったこと3、経済のグローバル化
などに対応して、企業の海外展開が加速し、留
学生の雇用促進の動きが強まったことなどが挙
げられる。例えば、 日本経済団体連合会（2004）
は『外国人受け入れ問題に関する提言』の中で、
優秀な外国人材を獲得する方策の1つとして、留
学生の国内就職の促進を提言している。

2008年7月には、文部科学省（以下、文科省）、
外務省、法務省、厚生労働省、経済産業省（以
下、経産省）、国土交通省の6省連名で「留学生
30万人計画の骨子」が発表された4。骨子は、趣
旨と方策の2部構成で、表1は、趣旨の全文と方
策の項目を示している。
趣旨の①から、「留学生30万人受入れ」自体が
計画の目標であり、「高度人材受入れとの連携」、
「国・地域・分野などに留意した優秀な留学生の
戦略的獲得」が重視されていることがわかる。
知的国際貢献は最後に記され、栖原（2010：9）
は、従来、留学生受入れの主目的であった人材
養成等の知的国際貢献は後方に押しやられ、高
度人材受入れと優秀な留学生獲得が主目的にな
ったと分析する。
趣旨②には「入口から卒業・修了後の進路に
至るまで体系的に」「関係省庁・機関等が総合
的・有機的に連携」と推進方法が記されている。
また方策には、留学生30万人達成に向けて、
日本留学の動機付けと入学プロセスの円滑化（1
と2）、在学中の教育と環境整備（3と4）、卒業・
修了後の日本社会への受入れ推進（5）に関する
具体的手段が列挙されている。
このように「留学生30万人計画の骨子」には、

「留学生30万人の受入れ」の達成目標や方法は書
かれているが、留学生30万人受入れを通じて達
成する目的については明示されていない。
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このため、文科省が、骨子発表の3ヶ月前に作
成した「「『留学生30万人計画の骨子』とりまと
め」の考え方」を確認すると、「留学生30万人計
画の意義」として、「我が国にとっての意義」が
7項目、「我が国の大学等における意義」が7項目
記載されている5（表2）。
このことから、留学生30万人計画とりまとめ

の中心であった文科省では、留学生受入れを通
じ、国と大学等に多くの「意義＝成果」を想定
していたことがわかる。特に、我が国にとって
の意義の最初に掲げられた「我が国の科学技術、

産業等の国際競争力の維持・向上」と「我が国
の経済活動の担い手として、労働市場に（優秀
な）人材を確保」は、政府開発援助の一環とし
て留学生の帰国を促してきた従来の留学生政策
（佐藤 2010）に示されてこなかった項目である。
また、大学等における留学交流の意義には、
大学等の国際的な通用性、国際競争力の強化や
日本人学生の国際理解増進が挙げられている。
30万人計画の方策3には、大学等のグローバル化
の推進が、計画達成の手段として掲げられてお
り、大学等のグローバル化と30万人計画には、

表1　「留学生30万人計画」骨子に記載された趣旨と方策

（出所）文部科学省，外務省，法務省，厚生労働省，経済産業省，国土交通省（2008）「「留学生30万人計画」骨子」

趣旨
① 日本を世界により開かれた国とし、アジア、世界との間のヒト、モノ、カネ、情報の流れを拡大する「グローバル戦略」を展開

する一環として、2020 年を目途に留学生受入れ 30 万人を目指す。その際、高度人材受入れとも連携させながら、国・地域・
分野などに留意しつつ、優秀な留学生を戦略的に獲得していく。また、引き続き、アジアをはじめとした諸外国に対する知的国
際貢献等を果たすことにも努めていく。 

② このため，我が国への留学についての関心を呼び起こす動機づけから、入試・入学・ 入国の入り口から大学等や社会での受入れ、
就職など卒業・修了後の進路に至るまで、体系的に以下の方策を実施し、関係省庁・機関等が総合的・有機的に連携して計画を
推進する。

方策
1 日本留学への誘い～日本留学の動機づけとワンストップサービスの展開～
2 入試・入学・入国の入り口の改善 ～日本留学の円滑化～
3 大学等のグローバル化の推進 ～魅力ある大学づくり～
4 受入れ環境づくり ～安心して勉学に専念できる環境への取組～
5 卒業・修了後の社会の受入れの推進 ～社会のグローバル化～

1）我が国にとっての留学生交流の意義
・我が国の科学技術，産業等の国際競争力の維持・向上
・我が国の経済活動の担い手として，労働市場に（優秀な）人材を確保
・発展途上国出身の学生を受入れ，高等教育を受ける機会を提供し，人材育成を通じた国際貢献を実施
・我が国と留学生の出身国・地域との国際親善の強化
・我が国と諸外国との間の人的ネットワークの形成により，相互理解と友好関係が深化し，世界の安定と平和に資する
・留学生を通じた日本語，日本文化等「日本」の魅力の普及，海外における我が国の理解者，支援者の育成
・留学生という若者の活力が少子高齢化を迎えた我が国又は地域を活性化

2）我が国の大学等における留学生交流の意義
・大学等（大学，大学院，短期大学，高等専門学校，専門学校）の国際的な通用性・共通性を向上し，国際競争力を強化
・大学等の教育研究や国際的評価の向上
・知的国際貢献の実現
・国際的学術ネットワークの確立・進展
・少子化に対応した経営安定化
・日本人学生の国際理解増進や異文化体験，語学力向上
・キャンパスの国際的な環境の創出

表2　「留学生30万人計画」の意義

（出所）文部科学省（2008）「「『留学生30万人計画の骨子』とりまとめ」の考え方」　
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互いに目的と手段という、相互補完関係が想定
されていたことがわかる。

（2）留学生30万人計画の施策・事業と予算
2009年に内閣府と30万人計画関係6省が計画の

進捗を取りまとめた資料6には、5つの方策別に施
策・事業と予算が示されている（表3）。
予算（内数分を除く）が多いのは方策4「受け
入れ環境づくり」、方策3「大学等のグローバル
化の推進」、方策5「卒業・修了後の社会の受入
れの推進」の順で、方策3では「国際化拠点整備
事業（グローバル30）」に新規予算40.8億円が計
上されている。2008年の教育振興基本計画にお
いて、留学交流の推進や国際活動の充実を通じ
た大学等の国際化が掲げられたことが背景にある。
日本人学生の海外留学推進予算が含まれるの
は、産業界からのグローバル人材育成の要請が
高まり（吉田 2014: 30-32）、政府が日本人の海外
留学や双方向の学生交流の必要性を強く認識し
たこと（工藤ほか 2014: 35）が背景にある。

府省別では、文科省予算が全体の80.2％を占め、
外務省の8.8％、経産省の6.8％が続く。30万人計
画は6省が推進していたが、実際には文科省が中
心的役割を果たしていたことがわかる。

（3）成長戦略における記述分析
2013年、日本経済再生本部は「日本再興戦略」
を発表し、戦略はその後、アベノミクスの第3の
矢「成長戦略」として毎年更新され、国の最重
要指針として機能してきた。
表4は、2013年～ 19年の成長戦略における30万

人計画と大学等のグローバル化に関する記述を
抜き出したものである。吉田（2012）は2000年
代以降、グローバリゼーションの名の下、経済
界、経産省、文科省が高等教育政策に関して同
一歩調をとるようになったと指摘するが、30万
人計画と大学等のグローバル化も、成長戦略の
中で経済成長の手段として位置づけられている
ことがわかる。
「日本再興戦略」（2013）の「一．日本産業再

1 日本留学への誘い　20 億円
ワンストップサービスの展開
・日本留学ポータルサイト（文部科学省，新規 0.3 億円），海外拠点等における相談体制（文部科学省，3.1 億円）
・留学生アドバイザーの配置による日本留学の各種相談（外務省，0.8 億円）
・ビジット・ジャパン・アップグレード・プロジェクト（国土交通省，33.3 億円の内数），青年の船等（内閣府，15.8 億円）
海外における日本語教育の普及：（外務省・国際交流基金，125.7 億円の内数）

2 入試・入学・入国の入り口の改善　3.4 億円
留学生の受入れ拡大に伴う審査体制の充実・強化（法務省，26.3 億円の内数）
日本留学試験の拡充（文部科学省，3.4 億円）

3 大学等のグローバル化の推進 　47.1 億円
グローバル 30 拠点の形成（文部科学省，新規 40.8 億円）
日本人学生の海外留学の推進（文部科学省，6.3 億円）

4 受入れ環境づくり　404.1 億円
留学生宿舎の確保
・大学等の留学生宿舎借上げ支援等（文部科学省，12.7 億円）
・あんしん賃貸支援事業（国土交通省，1.7 億円）
外国人留学生奨学金制度の充実
・国費留学生（文部科学省，220.2 億円），私費留学生学習奨励費（文部科学省，78.9 億円）
・留学生交流支援（ 短期受入れ）（文部科学省，16.4 億円），授業料減免学校法人援助（文部科学省，31.4 億円）
・人材育成研究支援無償（外務省，42.0 億円），国連大学私費留学生育英資金貸与事業（外務省，0.8 億円）

5 卒業・修了後の社会の受入れの推進　43.2 億円
留学生の就職支援の充実

アジア人財資金構想（文部科学省，国費 220.2 億円の内数，経済産業省，34.0 億円），現地産業人材（経済産業省，1.6 億円）
留学生のための就職情報提供事業（文部科学省，0.4 億円），専修学校留学生総合支援プラン（文部科学省，1.3 億円）
外国人雇用サービスセンター等（厚生労働省，3.5 億円），企業側の意識改革や受入れ体制整備（厚生労働省，0.5 億円）

　帰国留学生会への支援の充実（外務省，1.9 億円）
（注）補正予算を除く
（出所）内閣府ほか（2009）「留学生30万人計画の進捗状況について」19-20

表3　留学生30万人計画の主な施策・事業と予算（2009年度）
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優秀な外国人留学生の増加 外国人留学生の国内就職促進 大学等のグローバル化

日本再
興戦略
2013

一．日本産業再興プラン
2．雇用制度改革・人材力の強化
⑦グローバル化に対応する人材力の強化
日本人留学生を 6 万人から 2020 年に
12 万人へ倍増
優秀な外国人留学生を 2012 年の 14 
万人から 2020 年に 30 万人に倍増

（「留学生 30 万人計画」の実現）

三．国際展開戦略
3．我が国の成長を支える資金・人材等に
関する基盤の整備
②潜在力ある中堅・中小企業等に対する
重点的支援
外国留学生の就職あっせん支援（年間 
1 万人の外国人留学生の我が国での就職を
目指す）

一．日本産業再興プラン
2．雇用制度改革・人材力の強化
⑥大学改革
大胆で先駆的な改革を後押し。
世界と競う「スーパーグローバ
ル大学」を創設、今後 10 年間で
世界大学ランキングトップ 100
に我が国の大学が 10 校以上入る
ことを目指す

日本再
興戦略
改訂
2014

一．日本産業再興プラン　2．雇用制度改革・人材力の強化　
2-3. 大学改革／グローバル化等に対応
する人材力の強化　
KPI：2020 年までに日本人留学生を
6 万人から 12 万人へ倍増、2020 年
までに外国人留学生を倍増（「留学生 
30 万人計画」の実現）

2-2．女性 / 若者・高齢者等の活躍推進／
外国人材の活用　
KPI：ポイント制の導入後 11 か月で高度
人材認定された外国人の増加
①高度外国人材受入環境の整備「留学生の
国内企業（特に中小企業）への就職拡大」

2-3. 大学改革／グローバル化等
に対応する人材力の強化
KPI ：今後 10 年間で世界大学ラン
キングトップ 100 に 10 校以上入る

日本再
興戦略
改訂
2015

一．日本産業再興プラン　
2. 雇用制度改革・人材力の強化
2‒1．グローバル化等に対応する人材
力の強化
KPI：2020 年までに日本人留学生を
6 万人から 12 万人へ倍増、2020 年
までに外国人留学生を倍増（「留学生 
30 万人計画」の実現）

2. 雇用制度改革・人材力の強化
2‒2 女性の活躍推進／外国人材の活用
KPI：2017 年末までに 5,000 人の高度人
材認定を目指す
ii) 外国人材の活用
②留学生の更なる受入れ加速化と留学後の
活躍支援強化

3．大学改革／科学技術イノベーシ
ョンの推進／世界最高の知財立国
KPI ：今後 10 年間で世界大学ラン
キングトップ 100 に 10 校以上入る

日本再
興戦略
2016
－第 4
次産業
革命に
向けて
－

Ⅲ イノベーション・ベンチャー創出力の強化、チャレンジ精神にあふれる人材の創出等
2．多面的アプローチによる人材の育成・
確保等　
2-3．多様な働き手の参画　
KPI ：2017 年末までに 5,000 人、2020
年末までに 10,000 人の高度人材認定
ⅳ）外国人材の活用　
②外国人留学生の就職支援強化「国内での
就職率を現状の 3 割から 5 割に向上」

1．イノベーション・ベンチャー
創出力の強化
KPI ：今後 10 年間で世界大学ラ
ンキングトップ 100 に10 校以上」

未来投
資戦略
2017

Ⅱ Society 5.0 に向けた横割課題　
3．人材の育成・活用力の強化
KPI：2020 年末までに 10,000 人、2022 年
末までに 20,000 人の高度外国人材の認定
ⅳ）外国人材の活用 
④外国人留学生の就職支援

未来投
資戦略
2018

Ⅱ．経済構造革新への基盤づくり　

2．AI 時代に対応した人材育成と最適活用　2-3．外国人材の活躍推進
KPI：2020 年末までに 10,000 人、2022 年末までに 20,000 人の高度外国人材の認定
KPI：2020 年までに外国人留学生を 30 万人に（「留学生 30 万人計画」の実現）
新たに講ずべき具体的施策
①外国人留学生等の国内就職促進のための政府横断的な取組
②高度外国人材の受入、円滑化に向けた入国・在留管理制度等の改善

成長戦
略フォ
ローア
ップ
2019

Ⅰ．Society 5.0 の実現　

11．外国人材の活躍推進　
KPI：2020 年末までに 10,000 人、2022 年末までに 20,000 人の高度外国人材の認定
KPI：2020 年までに外国人留学生倍増（「留学生 30 万人計画」の実現）
新たに講ずべき具体的施策　ⅰ）高度外国人材の受入れ促進　
①外国人留学生等の国内就職促進のための政府横断的な取組　
②ビジネス日本語など教育プログラムの充実及び日本語教育の質の向上
③高度外国人材の受入、円滑化に向けた入国・在留管理制度等の改善

表4　成長戦略における「留学生30万人計画」と「大学等のグローバル化」に関する記述

（出所）首相官邸「これまでの成長戦略について」に基づき筆者作成。
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興プラン」「2．雇用制度改革・人材力の強化」
の⑦グローバル化に対応する人材力の強化には、
「優秀な外国人留学生を2020 年までに倍増（「留
学生 30 万人計画」の実現）」という目標が示さ
れ、その方策として「優秀な外国人留学生獲得
のための海外の重点地域を選定し、大学等の海
外拠点の強化や支援の充実による戦略的な外国
人留学生の確保を推進」（pp.37-38）と記されて
いる。また、⑥「大学改革」に、スーパーグロ
ーバル大学を創設し、「世界大学ランキングトッ
プ100に10校以上に入る」という目標が示され
（p.36）、さらに「三．国際展開戦略」の中堅・中
小企業等への支援の項目に、留学生の日本就職
を1万人とする目標が記載されている（pp.92-94）。
なお、同戦略の「優秀な外国人留学生獲得の
ための海外重点地域選定」という記述に呼応す
る形で、文科省に設置された「戦略的な留学生
交流の推進に関する検討会」が「世界の成長を
取り込むための外国人留学生の受入れ戦略」を
策定し、受入れ重点地域として東南アジア、ロ
シア・CIS諸国、アフリカ、中東、南西アジア
（特にインド）、東アジア（特にモンゴル）、南米、
米国、中東欧を、重点分野として工学、医療、
社会科学（法制度）、農学を選定している7。
「日本再興戦略改訂」（2014）においても、留
学生30万人計画と大学等のグローバル化は、「大
学改革/グローバル化等に対応する人材力の強化」
の項目に並んで記載されていた。しかし2015年
以降、大学等のグローバル化は、イノベーショ
ン関連の項目に移り、2017年以降は、「世界大学
ランキングトップ100に10校以上」という目標が、
成長戦略の本文中に見られなくなる。
他方、留学生の国内就職促進は、2014年以降、
外国人材の確保／活躍支援の項に記されるよう
になり、日本再興戦略（2016）では、「国内での
就職率を現状の3割から5割に向上」という具体
的目標が示された（p.207）。それ以降の成長戦略
では、留学生の国内就職に関する記述の増加が
見られ、成長戦略フォローアップ（2019）では、
ビジネス日本語や日本語教育の質の向上など具
体的方策が記述され（pp.74-75）、30万人計画の
中でも特に重視されていることがわかる。
成長戦略ポータルサイト「外国人材の活躍推

進」には、国際的な人材獲得競争が激化し、地
域経済を支える人手不足が深刻化する中、国内
企業のニーズに応じた外国人材が長期にわたり
活躍できるよう、留学生の呼び込みから就職に
至るまで一貫した対応を行うとともに、彼らが
暮らしやすい社会を作っていくという政策目的
が解説されている8。

（4）関係予算と施策・事業の変化
成長戦略における記述の変化を受け、30万人
計画の関係予算と施策・事業はどう変化したの
だろうか。表5は文科省の平成21年度と2019年度
の予算書に記載された30万人計画関係予算を、
30万人計画の5つの方策別に示している。

30万人計画の方策1の海外拠点と、2の日本留
学試験の関連予算は、2009年度の6.9億円から
2019年度には10.3億円に増加している。
方策3「大学等のグローバル化」関連では、

2009年度は「グロー バル30」に40.8億円が計上さ
れていたが、2019年度には「スーパーグローバ
ル大学創成支援事業（SGU）」に34億円、「大学
の世界展開力強化事業」に13.1億円が配分されて
いる。グローバル30は、英語による授業のみで
学位が取得できるコースの設置、外国人教員の
配置、留学生受入れのためのワンストップサー
ビスなどを行う30の国際化拠点の整備事業とし
て開始されたが、事業仕分けで予算が縮減し、
初年度選定の13拠点のみの実施となった。
しかし2011年から、戦略的に重要な国・地域と
の間で、国際教育連携やネットワーク形成の取
組みを支援する「大学の世界展開力強化事業」
が開始され、さらに2014年には、日本再興戦略
（2013）の「スーパーグローバル大学を創設」と
いう記述を受けてSGUが 開始され、37大学が選
定され、初年度の予算は99億円であった。しか
し、「世界大学ランキングトップ100 に我が国の
大学が10 校以上」という記載が成長戦略から消
えた2017年度には予算が63億円、2019年度には
34億円と、大幅に減少している。
日本人学生の海外派遣には、2009年度に短期

（協定派遣型）740人、長期（学位取得型）50人
の予算が計上されていたが、2019年度は短期
20,450人、長期371人と大きく増加した。また、
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短期留学生受入れは1,800人から5,000 人となり、
留学生交流の予算は3.5倍に拡大している。
また、予算事項は異なるが、2019年度、「専修

学校のグローバル化支援事業」に2億円が計上さ
れている。
方策4の関連では、国費留学生の予算が220億

円から185億円へと16％減少し、私費留学生の学
習奨励費は、2016年度に渡日前の予約採用を重
点化した「留学生受入れ促進プログラム」に変
更されたが、予算は2009年度の78.9億円から 2019
年度は36.5億円へと半減している。2009年度に
31.4億円が計上されていた私立学校の授業料減免
学校法人援助、12.7億円が計上されていた留学生
宿舎借上げ支援事業は、ともに廃止されている。
方策5の関連では、2009年度に「アジア人財資
金支援構想事業」が文科省と経産省の共管で実
施されていたが（表3）、事業仕分けのために2012
年度に終了した。しかし、日本再興戦略（2016）
の「国内就職率を3割から5割に」という目標達

成のため、2017年に「留学生就職促進プログラ
ム」が開始され、2019年度に3.7億円が配分され
ている。
文科省の30万人計画の関連予算の総額は、2009
年度の433.6億円から2019年度には392.8億円へと
1割近く減額している。特に、奨学金や宿舎借上
げなど、留学生に直接裨益する予算が35％の減
額となっている。
文科省が2017年に主催した「高等教育 機関に
おける外国人留学生の受入推進に関する有識者
会議」の報告9では、世界の熾烈な人材獲得競争
に鑑み、「我が国として戦略的に招くべき学生」
と「高度産業社会としての日本ないし日本文化
に関心のある多様な学生」に分け、大学院での
学位取得者が中心となる前者については、英語
のみで学位取得が可能なコースの充実、教育の
国際的質保証など教育プログラムの向上と奨学
金供与が必要であり、後者については、授業料
等コストの本人負担を求めることを提言してい

2009 年度 2019 年度

事項 「留学生 30 万人計画」と大学の国際化 グローバル人材育成のための大学の国際化と
学生の双方向交流の推進

方策 1 日本留学情報発信機能等の充実 348 百万円 日本留学海外拠点連携推進事業 450 百万円

方策 2 日本留学試験の拡充 342 百万円 日本留学試験他 583 百万円

国際化拠点整備事業 ( グローバル 30) 4,081 百万円 スーパーグローバル大学創成支援事業 3,397 百万円

大学の世界展開力強化事業 1,308 百万円

方策 3 留学生交流支援制度　
・日本人学生の短期派遣 740 人
・日本人学生の長期派遣 50 人
・外国人短期留学生受入れ 1,800 人 

632 百万円

1,637 百万円

日本人の海外留学促進事業（官民協働） 83 百万円
大学等の海外留学支援制度
・日本人短期（協定校）　20,450 人
・日本人長期（学位取得型）371 人
・外国人短期留学生受入れ 5,000 人 

8,017 百万円

方策 4 外国人留学生奨学金制度  33,107 百万円
・国費留学生 12,305 人  22,023 百万円
・私費学習奨励費 12,470 人    7,891 百万円
・授業料減免学校法人援助    3,138 百万円

外国人留学生奨学金制度  22,192 百万円
・国費留学生 11,276 人  18,545 百万円
・私費（留学生受入れ促進プログラム）
   7,800 人      3,647 百万円

留学生宿舎支援 1,269 百万円

方策 5 留学生の就職支援の充実 38 百万円 留学生就職促進プログラム 370 百万円

事項 専修学校の人材養成機能の充実・強化

方策 3 専修学校グローバル化対応推進支援事業 196 百万円

合計 43,361 百万円 39,276 百万円

（出所）文部科学省「平成21年度予算主要事項」、「2019年度予算（案）主要事項」、「平成21年度我が国の留学制度の概要」に基づき、
筆者作成。

表5　文部科学省の留学生30万人計画の関係予算（2009年度，2019年度）
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る。文科省の予算配分においても、この提言に
見られるように、奨学金は、将来の高度人材予
備軍である優秀な留学生に絞って供与しようと
する考え方が反映されていると見受けられる。
他省の動きとしては、外務省が日本再興戦略

（2016）に示された優秀な留学生受入れのため、
東南アジア・南西アジアの工学系トップレベル
大学の人材を5年間で1,000人招へいし、留学やイ
ンターンシップ機会を提供する「イノベーティ
ブ・アジア」事業を2017年から開始している。
また法務省は、第5次出入国管理政策懇談会の30
万人計画実現に向けた提言に基づき、2009年の
出入国管理法改正（2010年施行）において、日
本語教育機関学生の「就学」の在留資格を「留
学」に一本化した。また2016年には、日本語教
育機関の急増に鑑み、日本語教育機関の告示基
準を策定し、その後2回にわたり改定している。

（5）30万人計画の政策的構図と評価の視点
以上の分析より、留学生30万人計画の目的は、
計画自体に明示されていないものの、上位政策
である成長戦略の記述から、最も重要な目的は、
「優秀な留学生の増加」と「国内就職 促進」を通
じた高度人材の獲得であったと考えられる。
また、5つの方策のうち、大学等のグローバル

化と優秀な留学生の増加との間には相互補完的
関係が想定され、特に重視されていた。
成長戦略においても、当初は、30万人計画と
大学等のグ ローバル化が、高等教育分野の主要
なアジェンダとして推進されていたが、世界大
学ランキングでの日本の大学の順位が上がらな
い中、大学等のグローバル化に関する記述は、
2017年から成長戦略の本文中に見られなくなる。
しかし、2019年度の文科省の予算には、SGUや
大学の世界展開力強化事業が、30万人計画の予
算と同じ事項に計上されており、相互補完関係
に関する想定は、継続していると考えられる。
上記を踏まえ、次節では、30万人計画の主要
な目的である「優秀な留学  生の増加」と「留学
生の 国内就職」に関連する成果指標の分析から、
その達成状況を検証するとともに、5つの方策、
特に、相互補完関係が想定されていた大学等の
グローバル化が、目的の達成にどのように寄与

したか、また、それ以外に目的の達成に影響を
及ぼした要因は何であったかについて考察する。

3． 留学生30万人計画の主な成果指標の
検証

（1）優秀な留学生の増加
表6は、留学生30万人計画が開始された2008年

と、30万人の目標が達成された2019年の学種／
課程 別の留学生数、入学経路、日本就職希望者
及び就職者の割合を示している。

2008年から2019年にかけて、留学生と日本語
教育機関で学ぶ就学生（2010年7月より留学生に
一本化）の合計は、15.7万人から31.2万人へと倍
増しているが、学種／課程別に見ると、専修学
校（専門課程）在籍者は3.1倍、日本語教育機関
在籍者は2.5倍と大きく増加しているのに対し、
大学院で学ぶ者は1.6倍、学部で学ぶ者は1.5倍の
増加にとどまる。2008年の計画発足当時、12万
人だった留学生を30万人に増加するという計画
では、「高度人材受入れとの連携」、「優秀な留学
生の戦略的獲得」を謳い、高度人材の卵となる
優秀な留学生を30万人に増やす（2.5倍にする）
ことを想定していたと考えられる。大学や大学
院で学ぶ留学生がすべて優秀とは言えないもの
の、その増加が1.5～1.6倍にとどまることは、目
標が十分に達成されていないことを示している。
表5に示す通り、予算削減から国費留学生が約

千人減少した一方、私費留学生の割合は、2008
年の89.8％から2019年には95.9％に上昇してお
り、留学生30万人計画は、私費留学生の増加に
よって達成されたと言っても過言ではない。国
別では、2008年に中国出身者が58.8％と最も多く、
次いで、韓国（15.2％）、台湾（4.1％）、ベトナ
ム（2.3％）の順で、漢字圏（中国、韓国、台湾）
出身者が78.1％を占めていたが、2019年には、中
国（39.9％）、ベトナム（23.5％）、ネパール（8.4
％）、韓国（5.9％）、台湾（3.1％）の順で、漢字
圏出身者の割合が48.8％と縮小する一方、非漢字
圏出身者が急増している10。
佐藤（2018）は、専修学校と日本語教育機関
において、ベトナム、ネパールなどの非漢字圏
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出身者が増加していることを示し、その背景に
ついて、2011年の東日本大震災により、漢字圏出
身者の帰国や来日中止が相次ぎ、危機感を抱い
た日本語教育機関関係者が、これまで留学生が
少なかった非漢字圏諸国での学生リクルートを
強化したこと、その際、日本留学の利点として、
資格外活動（アルバイト）の上限時間が週28時
間（夏期、冬期、春期休暇中は1日8時間）と他
国より長いことを強調し、これが、アジアの中
で比較的貧しい国々の若者にアピールしたこと
を挙げている。さらに、「留学費用は借金しても
日本でアルバイトすれば返済できる」といった
甘言で勧誘する日本留学斡旋業者の増加や、日
本における労働力不足が、「働きながら学ぶ」留
学生増加の構造的要因になっていると分析し、
長時間のアルバイトと非漢字圏という日本語習
得上のハンディのため、日本語教育機関在籍中
に十分な日本語能力を習得できず、大学進学を
あきらめ、入学が比較的容易な専修学校へ進学
する者が多いことを指摘している。

表6では、日本語教育機関等を経由して専修学
校に入学する者の割合が、2008年の63.1％から
2019年には79.9％に増加し、学部でも45.8％から
49.1％に上昇している。この背景には、上述のよ
うな、日本語教育機関が非漢字圏からの「働き
ながら学ぶ留学生」のリクルートに果たす役割
の大きさがある。
それでは、方策3の大学等のグローバル化は、
優秀な留学生の誘致に、どのような役割を果た
したのだろうか。
英語による授業を実施している大学は、2008
年度から2018年度にかけて、学部段階で26％か
ら41.2％に、大学院（研究科）段階では29％から
36.4％に増加している。また、同期間、英語によ
る授業のみで学位が取得できる学科等がある大
学は、学部段階では7大学8学部から42大学73学
部（全大学の5.7％）に、大学院（研究科）では
73大学139研究科から 107大学269研究科（全大学
の17.2％）へと拡大している11。
表6に示す修士課程における海外からの直接入

2008 年 2019 年 変化率
留学生
数（C）

海外から
の直接入
学者割合

日本語教
育機関等
経由者
割合

日本就職
希望者
割合

日本就職
者割合

留学生
数（D）

海外から
の直接入
学者割合

日本語教
育機関等
経由者
割合

日本就職
希望者
割合

日本就職
者割合

C/D

大学院　博士課程 32,666 49.4% 28.9% 53,089 56.3% 29.6% 1.63
大学院　修士課程 31.6% 57.4% 60.9% 31.4% 48.4% 33.5% 67.2% 33.7%
学部 60,520 32.7% 45.8% 66.0% 34.9% 89,602 29.9% 49.1% 70.5% 42.0% 1.48
短期大学 2,117 52.7% 18.8% 2,844 82.5% 60.9% 1.34
高等専門学校 538 18.0% 506 4.0% 0.94
専修学校（専門課程） 25,753 28.1% 63.1% 61.3% 16.4% 78,844 12.1% 79.9% 75.9% 39.2% 3.06
準備教育課程 2,235 1.0% 3,518 46.3% 5.1% 1.57
高等教育機関の計 (A) 123,829 61.3% 25.3% 228,403 70.2% 36.9% 1.84
日本語教育機関（B） 32,937 83,811 49.5% 6.9% 2.54
留学生総数（A+B) 156,766 312,214 64.6% 1.99
（注1）2008年には日本語教育機関で学ぶ者（B）は就学生であり、留学生のカウントには含まれていなかったが、ここでは留学生数の
変化とその内訳を示すために、留学生総数（A＋B）として示している。
（注2）日本語教育機関等経由者割合は、日本語教育機関経由者割合と準備教育課程経由者割合の合計で、専修学校専門課程（日本語科
を含む）の経由者は含まない。
（注3）日本就職希望者割合は、進路に関する第1～第3希望の回答のうち、就職希望の回答の合計を回答者数で除して算出している。
（出所）2008年と2019年の留学生数は、日本学生支援機構の平成20年度と2019（令和元）年度の「外国人留学生在籍状況調査結果」、

2008年の日本語教育機関学生数（＝就学生数）は、「平成21年度我が国の留学制度の概要」に基づく。直接入学者割合と日本語教育機
関等経由者割合は、日本学生支援機構のデータを使った二子石（2021）の図1～ 3から算出。日本就職希望者割合は日本学生支援機構
の平成19年度と平成29年度の「私費外国人留学生生活実態調査結果」（2年に1度実施）、卒業者中の日本就職者割合は日本学生支援機構
の平成20年度と2019（令和元）年度の「外国人留学生進路状況・学位授与状況調査結果」に基づく。

表6　学種／課程別の留学生数，入学経路，日本就職希望者及び就職者の割合（2008年，2019年）
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学者の割合は、2008年の31.6％から、2019年には
48.4％に上昇している。直接入学者が、英語で学
位が取得できる学科の入学者とは限らないもの
の、英語による授業や英語で学位が取得できる
学科の増設は、日本語習得という障壁をなくす
ことで、直接入学者の増加に寄与したと考えら
れる。
しかし、大学院で学ぶ留学生の増加が1.6倍に
とどまったことは、中国を始めとする他の国々
における大学のグローバル化や留学生受入れが
予想以上のスピードで進んだことにより、当初、
大学等のグローバル化施策・事業により意図さ
れた国際競争力の強化や、それを通じた優秀な
留学生の誘致が、意図されたほどに達成できな
かったことを示している。

（2）留学生の国内就職
法務省の統計によれば、日本で就職した留学
生は、2008年の11,040人から、2019年には30,947
人へと2.8倍に増加している。日本就職者の最終
学歴は、2008年には大卒が48.0％、大学院卒が
30.8％、専修学校卒が16.5％であったが、2019年
には大卒が41.4％、大学院卒が20.7％、専修学校
卒が32.3％と、大卒、大学院卒者の割合が下がり、
専修学校卒業者の割合が増加している。出身国
別では、中国人留学生の割合が、2008年の69.3％
から2019年には37.4％に下がり、代わってベトナ
ム人（2019年就職者の22.7％）、ネパール人（同
11.6％）など、非漢字圏出身者の割合が増加して
いる12。
表6は、日本学生支援機構の「外国人留学生進
路状況・学位授与状況調査結果」に基づく学種
／課程別の日本就職者割合を示している13。2008
年から2019年にかけて、日本就職者割合の伸び
が大きいのが短期大学と専修学校で、2008年に
18.8％、16.4％だったものが、2019年には60.9％、
39.2％となっている。学部生の日本就職者割合も
34.9％から42.0％へと増加傾向が見られ、高等教
育機関の卒業者全体では、25.3％から36.9％とな
り、留学生30万人計画における日本就職促進策
の効果が表れていると言えよう。他方、修士学
生の日本就職割合は、31.4％から33.7％へ、博士
学生では28.9％から29.6％へと、増加の幅が相対

的に小さい。「私費外国人留学生生活実態調査結
果」に基づく日本就職希望者の割合は、2019年
に修士課程在籍者で67％、博士課程在籍者で56
％に上るところ、彼らが日本就職を希望しても、
その実現を阻む要因が存在すると考えられる。
ディスコ（2020）が日本企業494社に行った調

査では、外国人留学生に求める資質は、文系で
も理系でも日本語力が第一位で、面接を日本語
で行う企業も86％に上っている。英語で学位が
取得できる学科で学ぶ留学生が大学院を中心に
増加する中、このような企業側の日本語力の期
待に応えられず、日本就職に失敗する留学生が
少なくないことが要因の1つと考えられる。
文科省の「留学生就職促進プログラム」の取
り組み状況に関する調査報告書（日本国際協力
センター 2019：42-43）でも、企業は大学の想定
より高い日本語レベルを期待しており、英語で
学位が取れるコースが増加する中、大学入学時
点での基礎的な日本語能力が不足し、ビジネス
日本語まで到達できないケースがあることが、
課題として挙げられている。

（3）日本語教育機関の貢献と課題
上述のように、留学生の増加の中心は、専修
学校と日本語教育機関であり、専修学校留学生
の多くが日本語教育機関を経由して進学してい
ることを考慮すると、日本語教育機関が30万人
の数値目標の達成に果たした役割は大きい。
しかし、前節で見た30万人計画の方策や予算
に、日本語教育機関に関するものがほとんど含
まれておらず、法務省が日本語教育機関学生の
「就学」の在留資格を「留学」に一本化したこと
と、日本語教育機関の告示基準を策定・改定し
たことがあるのみである。
このように日本語教育機関が、30万人計画の
方策に十分に位置づけられていない背景には、
専修学校について規定した学校教育法第124条
に、「我が国に居住する外国人を専ら対象とする
ものを除く」という規定があり、外国人への教
育を主とする日本語教育機関が、専修学校とし
て認められてこなかったことが挙げられる。こ
の結果、日本語教育振 興協会（以下、日振協）
が2014年に会員365校に行った調査では、学校法
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人・準学校法人格を有する学校は30％にとどま
り、株式会社・有限会社が57％に上り、7％が任
意団体・個人・合資会社・特定非営利活動法人、
6％が財団法人・社団法人・宗教法人・独立行政
法人であった14。
日本語教育機関の設立は、当初法的規制がな
く、行政上の指導や監督の対象ではなかったが、
1998年の上海事件15を契機として、1989年に文部
省（当時）、法務省、外務省3省共管の財団法人
として日振協が設立され、国と共同で告示校（出
入国管理法で留学生受入れを認められる日本語
教育機関）の認定審査と定期的なモニタリング
を行っていた（日振協 2010：21-23）。しかし、
2010年の事業仕分けにより、この仕組みが廃止
され、以後、法務省が文科省の協力を得て、告
示校の認定審査を行っているが、認定後に、日
本語教育の質や教育体制をモニタリングする仕
組みが不十分と指摘されている（佐藤・堀江
2016：98）。
二子石（2019: 64-65）は、告示校が2019年1月

に665校と過去最大となったが、学校教育法の枠
外である学校種別を温存したため、過剰な教育
ビジネスが生じやすく、その結果、教育の質の
低下をもたらすという構造が、1980年代から引
き継がれていると指摘する。
日本語教育機関の7割が学校法人格を持たず、

留学生30万人計画の中に積極的に位置づけられ
てこなかったという意味で、「留学生30万人計画
が偽装留学生を増やした」という批判は的外れ
である。しかし、日本語教育機関が果たす役割
の大きさにもかかわらず、30万人計画の方策の
中に十分に位置づけてこなかった政策の空白が、
「学びよりも働くことが中心の留学生」の増加に
つながった面は否定できない。

4．結語

本稿では、留学生30万人計画について、文科
省の関連文書や成長戦略における記述から、そ
の主要な目的を「優秀な留学 生の増加」と「留
学生の国内就職」を通じた高度人材の獲得と特
定し、これら2つの目的の達成状況の検証と、達

成に影響を与えた要因に関する考察を行った。
その結果、留学生30万人という目標は達成さ

れたものの、増加の中心は専修学校や日本語教
育機関で学ぶ留学生であり、将来高度人材とな
ることが期待される大学や大学院留学生の増加
は限定的で、優秀な留学生の増加が十分に達成
されていないことが判明した。この背景には、
留学生誘致や進学前の予備教育で重要な役割を
果たす日本語教育機関が、留学生30万人計画の
中に十分に位置づけられてこなかったこと、そ
のために、留学生の募集・選考が適切に行われ
ないケースや、十分な日本語能力が身につかず、
希望の進学ができないケースが少なくなかった
ことが挙げられる。これに鑑み、優秀な留学生
の増加が実現できるよう、日本語教育機関によ
る学生の募集・選考や教育に対して、国の支援
とモニタリングを拡充していく必要がある。
また、30万人計画の主要な方策の1つとして位
置づけられてきた大学等のグローバル化は、大
学における英語による授業や英語による授業の
みで学位が取得できる学科の拡大と、大学院を
中心とする直接入学者の増加をもたらしたが、
英語で教育を受けたがゆえに、企業の多くが求
める日本語力に到達せず、日本での就職が困難
となっている実態も明らかになった。このこと
から、今後は、大学院の英語コースで学ぶ留学
生の日本就職支援策を強化する必要がある。特
に修士課程は在籍期間が2年と短いことから、日
本就職希望者には、来日前から日本語教育を行
うなどの工夫が必要である。
留学生30万人計画の特徴の1つは、留学生に対
する奨学金や支援経費を減らしながら、大学等
のグローバル化などの環境整備を行ったことだ
が、そのことが、主にアルバイトで留学費用を
賄う私費留学生の増加を招き、彼らが学業に集
中できない状況を看過する結果につながってい
る。日本語教育機関在籍者は特に奨学金受給機
会が少ないところ16、彼らのうち、勉学意欲が高
い者に対しての支援を拡充する必要がある。
最後に、本研究を通じた、政策評価への示唆
を述べる。
留学生30 万人計画 の評価に当たって、目的が

明記されていないことが課題となった。このた
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め、文科省の「「『留学生30万人計画の骨子』と
りまとめ」の考え方」を確認したところ、留学
生交流の意義として14項目が列挙されていた。
30万人計画は、文科省が原案を作り、その後、
関係6省により公表されている。このプロセスで、
6省間で計画の目的に関する合意形成が困難であ
った可能性がある。
他方、成長戦略における30万人計画関連の記

述を追うと、成長戦略の各年のテーマに応じて、
30万人計画関連の記述の位置、強調点や分量が
変化していることが判明した。このことから、
計画の目的を最初から確定せず、上位政策の方
針に応じ、合致する目的や意義を示し、予算の
獲得につなげるという行政側の戦略があったと
も考えられる。
第2次・第3次・第4次安倍政権においては、経
済の再生が最重要課題であり、多くの政策が、
成長戦略に紐づけされていた。また、国内外の
環境変化に応じ、成長戦略のテーマも変化した。
このため、成長戦略の各年のテーマに応じて、
強調点を変化させ、予算獲得を図るのは、行政
の当然の対応であり、政策評価に当たっては、
今後もこのような現象が起こる可能性を考慮し、
政策の最も重要な目的を、上位政策との関係で、
確認した上で評価を行う必要がある。
留学生30万人計画と大学等のグロ ーバル化と

の間には、相互補完関係が想定されていたが、
大学等のグロ ーバル化により意図された国際競
争力の強化や、それを通じた優秀な留学生の誘
致は思うように進まなかった。その要因の1つに、
近隣諸国などでの大学のグローバル化が、予想
以上のスピードで進んだことが挙げられる。こ
のことは、政策策定や評価において、外部条件
を十分に考慮する必要性を示唆している。
大学等のグローバル化は、「優秀な留学生の誘

致」につながると想定されていたが、入学時に
日本語力を求めない英語コースの増加は、「留学
生の国内就職」というもう1つの目的達成にブレ
ーキをかける結果となった。関係施策／事業間
の相互作用は、政策評価において注視すべき点
である。
本評価での知見が、今後の政策評価の発展に

少しでも寄与することを期待する。

注記

1 例えば出井康博は、「留学生30万人計画」の歪んだ
実態として、8割以上の日本語学校は“偽装留学生”
頼みと指摘している（2019年4月23日付President 
Online, https://president.jp/articles/-/28422 （2021  年3月1
日閲覧）。また、安藤海南男は、「只今激増中 エセ
留学生と外国人犯罪」と題し、留学生30万人計画を
満たすべくハードルを下げたばかりに、エセ留学生
と外国人犯罪が増加したと主張する（マンスリーウ
イル 2017年6月号：223-233）。

2 首相官邸「第169回国会における福田内閣総理大臣
施政方針演説」

　https://www.kantei.go.jp/jp//hukudaspeech/2008/01/
　18housin.html（2021年3月1日閲覧）
3 首相官邸が2000年に発表した「IT基本戦略」では、

2005年までに3万人のIT技術者を受け入れるという
目標が示され、2003年の通商白書では、イノベーシ
ョンを通じた経済成長のため、専門的技術的人材の
受入れの必要性を提言している。

4 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/__
icsFiles/afieldfile/2019/09/18/1420758_001.pdf （2021年
 3月1日閲覧）

5 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/
houkoku/attach/1249711.htm（2021年3月1日閲覧）

6 h t t p s : / / w w w . m e x t . g o . j p / a _ m e n u / k o u t o u /
ryugaku/1284755.htm　（2021年3月1日閲覧）

7 h t t p s : / / w w w . m e x t . g o . j p / a _ m e n u / k o u t o u /
ryugaku/1342726.htm

8 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/portal/
foreign_talent/ （2021年3月1日閲覧）

9 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/
detail/__icsFiles/afieldfile/2017/08/21/1394116_002.pdf 
（2020年5月19日閲覧）

10 日本学生支援機構「平成20年度外国人留学生在籍状
況調査結果」、「2019（令和元）年度外国人留学生在
籍状況調査結果」に基づく。

11 文部科学省「大学における教育内容等の改革状況に
ついて（平成20 年度）」、「平成30 年度の大学におけ
る教育内容等の改革状況について」

12 法務省「平成20年における留学生等の日本企業等へ
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の就職状況について」、出入国在留管理庁「令和元
年における留学生等の日本企業等への就職状況につ
いて」

13 日本学生支援機構の調査は、在籍校を通じた卒業時
点の調査であるため、卒業後の在留資格変更を含む
法務省／出入国在留管理庁の調査結果とやや異なる。

14 学校法人格を有する学校は、日本語科を有する専修
学校であり、準学校法人格を有する学校は、都道府
県に各種学校として認可された学校である。

15 日本語教育機関に入学金等を支払ったにもかかわら
ず、就学ビザが発給されなかった中国の若者数百人
が、上海の日本総領事館を取り囲んだ事件。

16 日本学生支援機構「平成29年度外国人留学生在籍状
況調査結果」によれば、日本語教育機関在籍者の奨
学金受給率は14.4％と、すべての学種の中で最も低
い。
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– Analysis from the Relation with the Growth Strategy, Globalization of 
Universities, and Japanese Language Education –
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Abstract

The Plan to Accept 300,000 International Students achieved its target in 2019. In this paper, the Plan is 
evaluated considering its relation with the upper policy (Growth Strategy) and related measures/projects such as 
globalization of universities. 

As the result of analysis, it was found out that globalization of universities led to the increase of international 
students in English-taught degree programs, especially at the graduate level. However, many of them found 
difficulty in finding employment in Japan because of the lack of Japanese language ability. 

The main contributors to achieve the target of 300,000 international students are Japanese language schools. 
Since their student recruitment and educational activities have not been monitored enough by the government, it 
led to the increase of international students who are busy with part-time jobs and cannot concentrate in study. 

Though the target number was achieved, the main purposes of the Plan (increase of excellent international 
students and their employment in Japan) are not fulfilled from this regard.

Keywords

International students, Globalization of universities, Internationalization of higher education, Employment of 
international students, Japanese language schools
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1．はじめに

（1）形成的アセスメント論の脆弱性
本稿の目的は、教授学習を改善するアセスメ
ント、すなわち形成的アセスメント（formative 
assessment）１概念を、ジョン・デューイの価値評
価論（theory of valuation）の立場から捉え直し、
新たな理論的枠組みを提示することである。
形成的アセスメントとは、学習プロセス中に、
生徒の現在の発達と目標のレベルを比較し、そ
の間のギャップを埋める情報を、教育活動の質
的な改善のために利用することである（Black & 

Wiliam 1998, p.53）。教師や生徒が学習の進歩と課
題を見極めた（アセスした）うえで、今どこに
いるのか（現在の発達水準の決定）、どこに向か
うべきか（未来の発達水準の決定）、どうすれば
良いのか（2つの水準の差を埋める助勢）への応
答、つまりフィードバックを創出するとき、学
習は前進する。このように観取した情報を、学
習の価値を最終決定する総括的アセスメントの
証拠として利用するのではなく、指導と学習の
質をより良い状態へと変革させるために用いる
ことの意義は、これまで国内外で数多く実証さ
れ、支持されてきた（Black & Wiliam 1998; Hattie 
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要　約
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フィードバックを生成させるという説明モデルが得られた。実践的判断のプロセスとして定式化される形
成的アセスメントは、個人の変容と集団の変革という終わりなき目的・目標と教育活動の間を架橋し、教
育的価値の相対化を通じて学校教育全体を創造していくポテンシャルを秘めた、コミュニティによる文化
的実践といえる。

キーワード

形成的アセスメント、実践的判断、社会文化的アプローチ、ジョン・デューイ

日本評価学会『日本評価研究』第21巻第2号、2021年、pp.117-130



西塚　孝平118

2009=2018; Nishizuka 2020）。
しかし、今から約30年前にサドラーが形成的

アセスメント論を体系化させたものの（Sadler 
1989）、今日まで複数の課題が残されたままとな
っている。ここでは2点ほど指摘できるだろう。
第1に、論理モデルがあまりにも単純すぎる。ブ
ラックとウィリアムが言及しているように、人
間による活動として実行されるアセスメントは、
少なくとも言語や経験が基盤である以上、幅広
い文脈による影響から逃れることはできない
（Black & Wiliam 2018）。とりわけ私たちは、社会
や文化２の中にある既存の思考・行動様式のパタ
ーン（文化的スクリプト）を学習している。エ
ルウッドとマーフィーによると、この文化的ス
クリプトが、形成的アセスメントをローカルな
理論として定義づける材料になるとともに、時
として、アセスメントの目的や方法を歪め、葛
藤を生む温床にもなる（Elwood & Murphy 2015）。
こうした複雑な文脈を考慮せずにピア・アセス
メント等のテクニックだけがまかり通ってしま
うと、実践は字義通りに陥り、効果を得ること
ができなくなる（Black 2015; Marshall & Drummond 
2006）。
第2に、教育目的・目標の矮小化である。前述

の効果に関しては従来、テスト得点の向上が重
要な証拠だとみなされ、政策決定にも反映され
てきた（Hattie 2009=2018）。裏を返せば、形成的
アセスメントは、数値測定ができる学習の範囲
内での有効性が強調され、大学入試等のハイス
テイクスなテストに囚われた形であり続けてい
る。ヒューズは、競争主義の渦に飲み込まれて
いるアセスメントが豊かな学習の可能性を断ち
切り、生徒の発達を抑制していることを非難し
ている（Hughes 2014）。また、プライヤーとクロ
スオードは、権力ある組織（主に政府機関）の
言説や、テスト等の総括的アセスメントが正当
な知識を決定づけると述べており（Pryor & 
Crossouard 2008）、教師自身がアセスメントの主
導権を握ることができないでいる。こうして、
説明責任を果たす普遍主義的理論を追求するあ
まり、かえってアセスメントの視野が狭まって
いると同時に、さらにそのことを善とする力学
が教室の中で働いてもいるのである。

 （2）社会文化的アセスメント論の可能性
上記のような形成的アセスメントの理論的基
盤の陥穽を、どのように克服できるだろうか。
本稿では、アセスメントの社会文化的アプロー
チ（以下、社会文化的アセスメントと呼ぶ）に
注目し、アセスメントを普遍的実践ではなく、
コミュニティ３特有の文化的実践として再解釈す
るという切り口から、理論の再考に迫りたい。
社会文化的アセスメントはすでに、形成的ア
セスメント論が世界に普及し始める2000年代に
は提唱されていた（例えば、Elwood 2006; Gipps 
2008; Shepard 2000）。彼らは、アセスメントを
（社会、文化、歴史、言語、政治的な）文脈に依
存した活動として再定義するために、知識詰め
込みの個人的学習から問題解決中心の集団的学
習への転換や、コミュニティの文化に注意を向
けるように促している。特に、文化・歴史的活
動理論（以下、活動理論と呼ぶ）は形成的アセ
スメント論を発展させる認識論だと言われてい
る（Black & Wiliam 2018; Pryor & Crossouard 
2008）。活動理論とは、人間と外界の対象がダイ
ナミックに相互作用することでのみ、社会生活
の組織化と発達は達成されるとする前提に立ち、
彼らがどのような協働実践を重ねているのか、
そして、直面する諸問題をいかにして自らの手
で乗り越えていけるのかを明らかにする、「人と
社会の弁証法的な発達過程を探究する理論」で
ある（山住 2017、pp.i-ii）。実際、教師とアセス
メントの関係性から発生する矛盾が、活動理論
を用いて分析されてもいる（例えば、Burner 
2019; Webb & Jones 2009）。
そもそも形成的アセスメントの核心には、活
動理論に立つヴィゴツキーが提唱した最近接発
達領域、すなわち現在の発達水準（生徒が1人で
できること）と、未来の発達水準（他者の支援
を受けて達成できること）の間にできる空間で
フィードバックを駆動させるという発想がある
（Allal & Ducrey 2000; Sadler 1989）。ところが、彼
の理論は心理学や教育方法学の諸学問によって
「個人主義的な系統学習論」へと還元された経緯
がある（山住 2017、p.102）。アセスメント論に
も外界を遮断する特徴が流れ込み、狭隘な理論
と化してしまっていると考えられる。
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 しかし本稿では、最近接発達領域以外のヴィ
ゴツキーの理論には立ち入らない。なぜなら、
 教育や学習に関する諸理論の概念化にあたって
は、その認識論的な起源にまで遡って議論するこ
とが不可欠だからである（Engeström 2015=2020）。
本稿では、形成的アセスメントの活動理論的解
釈に挑戦する第一歩として、ヴィゴツキーより
以前のジョン・デューイの教育論に着目する。
ミエッティネンは、デューイと活動理論の関係
について、媒介的道具を介して、心理の完全な
内的存在（表象主義）と、心的プロセスが単な
る外界からの反射活動にすぎないこと（反表象
主義）を弁証法的に解消する企てと、それによ
る社会の再構築、つまりコミュニティの実践を
変容させる志向性に関して、共通性がみられる
と主張する （Miettinen 2001）。グラスマンもまた、
新たなコミュニティを創造する日常的な活動と、
教育プロセスの中心としての最近接発達領域が
一致する点に、デューイとヴィゴツキーの共鳴
がみられることを示唆している （Glassman 
2001）。したがって、個人と社会をつなぐ媒介物
と、活動を鍵とした学習観からみて、デューイ
には活動理論の系譜が確実に流れているものと
理解できる。また、最近接発達領域はアセスメ
ントを活動理論的に解釈するにあたっての基礎
であり、すなわち、デューイ理論を理解するた
めの助けとして利用できる。
確かに、社会文化的アセスメントの先行研究
は、デューイの精神機能と文脈の相互作用をし
ばしば引用してきた。例えば、教育目的・目標
が本来持っている一時的かつ流動的な性質を指
摘するとき（Sadler 1985）、教育を民主化するた
めの教育哲学の始まりとしてアセスメントを位
置づけるとき（Kucey & Parsons 2012）、最近接発
達領域の横断において学習を統制可能とみる教
育論を批判するときに（Egelandsdal & Riese 
2020）、デューイの省察（reflection）と活動中心
の学習観は頼もしい理論的根拠を与えてきた。
諸先行研究は教師が生徒の何をどのようにミ
（見・看・観・診・視）るのかが、指導内容や方
法、生徒の学習スタイル、学習動機に作用する
ことに特別な関心を払っている。また逆に、文
脈的諸要因が発達の助勢に影響を及ぼすことを

理解したうえで、生徒と教師にとって複雑な思
考の継起が、心的機能の次元ではなく二者間以
上のコミュニケーションに基づく次元で理解す
るべきであることも議論されている。
このように形成的アセスメント論は、活動理
論を基礎にして社会文化的な解釈を進めようと
している。だが、社会文化的アセスメントの論
究は、いずれも形成的アセスメントと周辺因子
の関連性のみが考究されており、概念がもつ性
質を分析対象とはしていない。彼らが説く改善
は、「主体である人間が道具を用いて対象に働き
かける」という活動理論の一般モデルを用いて、
「教師が形成的アセスメントを用いて学習支援を
行う」のように定式化されている（Burner 2019; 
James et al. 2007; Webb & Jones 2009）。これは、形
成的アセスメントが普遍的な手段として位置づ
けられ、概念自体が問い返されてはいないこと
を意味している。また、前述のデューイの理論
に基づく論考では、経験や相互作用等の教授学
習概念は持ち込まれているが、彼のアセスメン
トに関わる所説が形成的アセスメントの原理を
どのように照らし出すのかまでは、直接検討さ
れてきていない。
したがって、「個人主義的な系統学習論」とし
ての最近接発達領域の考え方から抜け出すには、
いちどデューイにまで立ち返り、デューイの理
論の中で最近接発達領域を理解しなくてはなら
ない。そしてこのとき、デューイが言明した価
値評価（valuation）、判断、観察等の関連概念を
援用して形成的アセスメント概念を内部から対
象化すれば、アセスメントの活動理論的解釈の
推進に寄与できるのではないだろうか。
そこで本研究では、デューイの価値評価論を
めぐる考察を通じて、形成的アセスメントの理
論的枠組みを提案することを目的とする。第2章
では、生徒の学習実態を把握することの意味と
方法を、デューイが論じた観察と判断の視座か
ら検討する。それを基に第3章では、実践的判断
としてのフィードバックの原理を明らかにする。
続けて第4章では、広範な文脈の中でフィードバ
ックを機能させる戦略とその仕組みを、目論見
とコミュニケーションの観点から整理する。終
章では、デューイ論的解釈から得られる以上の
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知見を総括し、社会文化的な形成的アセスメン
ト論を構築していく。

2．改善の基盤となる観察と判断の交互作用

（1）観察：事実を特定するプロセス
デューイはアセスメントという言葉を直接使
用してはいないが、「子どもを観る目の正確さ」
（天野 1993、p.330）の通奏低音となる哲学を厚
く展開させていた。というのは、何よりもデュ
ーイにとって、カリキュラム開発の始まりは教
育目的・目標の設定ではなく、生徒が経験して
いる教育プロセスの始点を特定し、生徒と学習
対象の関係を正確に分析することにあったから
である（Dewey 1938=2004）。すなわち、教材や
指導法の決定以前に、生徒の経験を知ることを
教育の起点としていたのであった。
だとすれば、生徒が教師に改善の手がかりと
なる情報を与えることでフィードバックが始ま
るとみたハッティの説明自体（Hattie 2009=2018）
は正しいように思われる。「生徒の学習実態を把
握する」とは、最近接発達領域における現在の
発達水準を決するという意味である。教師が生
徒の訴えや学習のポテンシャルを正確に把握で
きなければ、学習支援の内容と方法を根本的に
見誤ってしまうだろう。それでは、「正確に把握
する」とはどのような思考の手続きなのか。ま
ずは、生徒の学習が順調に進んでいるのか、何
につまずいているのかを教師が知ろうとすると
き、今まさに生徒はそのような状態であるとい
う事実を特定しなくてはならない。
デューイは、この事実を構成する操作を観察
と呼んだ（Dewey 1933=1955）。厳密にいうと、
事実の構成には推理（inference）と推論（reasoning）
から成る観念形成（ideation）と観念（idea）が必
要になる（藤井 2010）。例えば今、ある高校生が
小論文（対象の一部）の一節に「貧富の差が大
きいから教育の質が下がる」と書いたとしよう。
教師はこのことを視認し、なぜそれを問題とし
て取り上げようとするのかを考え始める。1つは、
視認したことと事実となりうる実態との関係を
探る推理の操作があり、例えば「この説明は論

理的に誤った文章なのではないか」等と教師は
考える。もう1つは、ここでは論証の概念が課題
であると仮定すれば、そこから派生的に予想し
て、事実になりうる事柄を選択・特定しようと
する推論の操作がある。この場合、「根拠に沿う
主張を導出しているか」等の点が挙げられ、教
師はその一節以外の記述にも目を配り始める。
こうして、対象と観念形成を架橋する観察を通
じて鍛錬される観念は、「貧富の格差と教育の質
の間にある飛躍を埋めることができれば、論証
を理解したといえるだろう」のように、予想や
構想を含んだ、論理的解釈の道具となる。他方、
 観念が問題箇所を絞り込み、特定された事実は与
件（data）と呼ばれる（Dewey 1933=1955, pp.140-141）。
したがって、観察のプロセスでは、問題を発
見し、改善の対象とみる事実と、仮説的な結果
と活動の方向性を予想する観念の2つが鍵を握
る。しかしながら、ここにはさらなる疑問が残
されている。そもそも何によって教師は当該部
分に問題意識を抱けるようになるのか。いかに
して推理や推論は出現するのか。その事実やそ
の観念が最も相応しいことはどのように特定さ
れるのか。観念はどのような形式で生徒に直接
働きかけるのか。こうした疑問に応える思考の
操作が次の判断だと考えられる。

（2）判断：事実を意味づけるプロセス
判断とは、選択した事実の確実性、事実を正
当化する諸原理・観念の適切性、そして、事実
とそれに結びつく暗示（suggestion）との関係を、
予想される結果との関連から決定する行動のこ
とをいう（ Dewey 1933=1955, p.123）。デューイは
裁判官に倣い、判断の仕組みを3つの手順に分け
て論じている（Dewey 1933=1955, pp.122-130）。

1つ目は、何よりもまず判断は疑惑と論争が火
種となる。教師が小論文を目にして当該箇所に
違和を覚える段階が、この部分に該当する。対
象（事態）に怪しげな影を感じ取るとき、すな
わち、異なる立場でも成立しうる解釈と出会い、
問題の中心が意味するものを特定しようと準備
する瞬間が、判断の発動条件になる。

2つ目は、妥当な諸事実と観念を選択し、その
確実性と適切性を特定する。まず、諸事実の選
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択についてデューイは、どのような事実が問題
の中心となり、どれほど重要な意味をもつのか
の識別は容易ではないとしている。

判断には、消去もしくは拒否が、解釈が、
開示が、もしくは明るみに持ち出すことが
行われねばならぬ。我々が最後の結論に到
達するまでは拒否と選択とか試験的もしく
は条件的でなければならぬ。我々は我々が
意味を知る端緒であることを望みもし信じ
もするものを選択する。しかし、そのよう
なものが、 そのものを是認し、そのものを
包含する一事態を暗示しないならば、我々
は与件を再構成する。（Dewey 1933=1955, 
p.126）

ゆえに事実とは、「視認できるあらゆる対象」
ではなく、「観察プロセスを通じて諸特性や意味
が付与された、選ばれた対象」だといえる。そ
れでは、教師は小論文の中から事実となりうる
事態を1つ1つ取り出し、観念にアクセスして、
吟味にかけなくてはならないのだろうか。この
ことについてデューイは、「事態が含む重要な諸
要素を把捉する能力」としての呼吸（knack）、機
敏（tact）、聡明（cleverness）、洞察力（insight）、
鑑識眼（discernment）が、「紛糾錯綜した事態が
もつ種々の特性の関係を表示し意味する価値に
関する勘（sense）を働かせる」（Dewey 1933=
1955, p.126）と述べている。判断者は経験的力量
を即座に働かせ、問題解決に資する観念を通じ
て何らかの意味を付与できる対象に目星をつけ
ていくというのである。本論では、このように
事実となりうるものを与件化する操作を「事実
特定」と呼ぶこととする。
もう1つの視角が、諸事実を最も的確に解釈で

きる観念の選択である。デューイは、観念の由
来を暗示に求める。「価値に関する勘」と同様、
暗示は「突如として心のなかにとびこむ」ので
あり、それは「或る種の既得の習慣的な理解様
式」、「少くとも意味的な諸存在が引きだされ得
る幾多の経験」、そのときの「一般文化状態」、
「被暗示者自身の選択や願望や興味や或いは彼の
直接の感情の状況」にも依存する（Dewey 

1933=1955, pp.97-98, p.128）。つまり、何らかの合
理的な契機が観念を出現させるのではない。観
念の相応しさを決定するための外在的で絶対的
な規準（クライテリア、すなわち価値の程度を
判断する物差し）は存在しないにもかかわらず、
現実には相応しさの程度を特定せざるを得ない
という堀田（1965）の論考に基づけば、クライ
テリアの組成原理は人為的に構成され、構成し
た者にその責任が委ねられるものであると理解
できる。このように、 観念の相応しさを事実と
の対応関係から 見極め、決定する操作を、本稿
では「価値特定」と呼びたい。貧富の格差と教
育の質への言及を見過ごしてしまう判断者は、
観念の発見、およびクライテリアの生成と選択
に失敗しており、諸事実を上手く整理し、結合
できていない状態だといえる。

3つ目の手続きでは、観念を現実に反映させる。
価値特定によって裏付けを得た観念は、未来の
発達水準を示唆する点で明らかに指示機能を内
包しているため、教育活動では指導として現れ
るだろう。価値特定のプロセスは、将来の似た
文脈でも活用できる諸法則や素材を明るみに出
すことから（Dewey 1933=1955, p.129）、判断者が
もつクライテリアを強化させたり、逆にそれら
を解体し再構成させたりもする。
以上より、観念を頼りにして事実を特定する
プロセスには、事実を構成する観察と、それを
意味づける判断との混成が認められる。 さらに
このことから、次の点が指摘できる。すなわち、
どの事実が生徒の学習において無視できないの
かを、いかにそれが解決可能であるのかという
視点から厳選する作業は、ともすれば特定され
る問題（事実）を極めて局所的で非本質的なも
のにしかねないということである。教師が意識
を向ける対象の範囲は小論文のみならず、生徒
がこれまで教師に見せてきた正課と課外の学習
全般、習慣的な言動や癖、性格、さらには家庭
環境といった「教師がその生徒について知って
いる全て」にまで広がっている。このように対
象に豊かさを求めることで、事実と観念には広
さと奥行きが生まれ、全人的（well-rounded）な
観察と判断が可能になるのである。
とはいえ、前述までの観察と判断に関する整
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理は、改善の観点からは直接論じられてはおら
ず、さらには、個人（主に教師）の認知的操作
を取り扱うにとどまっている。そこで次章以降
では、観察・判断と教授学習の改善との関連性
を検討していく。具体的には、教師あるいは生
徒が学習の良悪や可否といった価値を一体どの
ように決定し、指導と学習を最適に調整してい
くのかという、改善の働きかけの詳細なメカニ
ズムを明らかにしていく。次章ではまず、価値
の問題において重要なデューイの価値評価論の
原理を整理したうえで、それを改善の働きかけ
のプロセスの中で再解釈する。

3． 実践的判断としての改善の働きかけ

（1）デューイの価値評価論
そもそも価値とは、デューイによれば現実か
ら立ち上がってくるところの特性であり、超越
的に絶対化されたものではない。それは、「状況
的に可能と思われる、そして予見された完成体
の一部になるものとしての特性」であり、「判断
が所与の実存的な質に付与した影響力」（Dewey 
1916, pp.515-516）である。また、磯野友彦翻訳
の『評価の理論』に序文を寄せた帆足理一郎は、
「人間行動の組織立のなかで、目ざされた行動の
推進に役立つ」あらゆるものが価値であり、「自
然と人間経験とのからみ合った局面または状況
においてこそ、価値判断は発生する」 （Dewey 
1939=1957, p.2）と述べている。
よって価値は、観察を含む判断プロセスの中
で発見され、人間による判断なくして価値はな
いとみる探究的立場に根ざしている。ゆえにデ
ューイは、「価値」という名詞形ではなく「価値
づける」という動詞形に着目したのである。
対象を価値づける方法について、デューイは
次の2つに分類した。それは、対象の情動的・人
格的性質に関わるものとして、代替できない本
質的価値を主観的に「称賛する（praising、
esteeming）」方法（valuing）と、対象を理知的・
関係的性質の側面から捉え、比較・選択に使う
道具的価値を客観的に「値踏みする（appraising、
estimating）」方法（evaluation）である（Dewey 

1939=1957, p.24）。前者の側面から対象を与件化
する場合、判断者は感動や称賛といった受容感
情で満たされる。例えば、上手く事が運んでい
る生徒を教師が褒めたり、生徒が自己肯定した
りするとき、価値の判断は実施されない。無論、
別な文脈では称賛されない可能性もあるため、
称賛の固有性は特定の文脈の中でのみ認められ
るものである。一方で後者の経験では、良否、
善悪、優劣、可否、勝敗、美醜といった価値語
を用いて比較し、選択しなくてはならず、目的・
目標との距離、すなわち質へのこだわりが追求
される。そのため、判断の初動期に感じる事態
への疑念は、客観的値踏みをすでに問題にして
いるといえる。客観的値踏みもまた、主観的称
賛と同様に文脈が考慮される。例えば、生徒が
100点満点の試験で30点であっても、良悪や可否
はそのときの目的・目標との関係性から決定さ
れる。判断者が過去の諸経験や習慣に依存し、
価値探究の視座を放棄してしまうと、客観的値
踏みを誤ることになりかねない。
以上より価値評価では、本質的価値と道具的
価値のいずれの場合であっても文脈の精密な分
析が欠かせない。さらに価値評価は、同じ対象
に対して2つの価値づける方法を同時に可能にす
る。例えば、同じ絵画を鑑賞したさい、神秘さ
から生まれる感動と、分析した後に結論づけら
れる感動の2つが得られる。実践に即して考える
ならば、価値の探究方法を変化させることは、
生徒の動機づけと学習の進歩、指導を調整する
ことに関わるといえる。

（2）実践的判断としてのフィードバック
とりわけ改善の働きに着目すれば、より重要
なのは客観的値踏みである。デューイの論に依
拠すると、客観的値踏みのプロセスは事実判断、
価値判断、実践的判断の3つの段階に整理できる
だろう。はじめに、観察可能な文脈が精密に分
析され、形成しつつある（あるいはすでに形成
させている）観念を参照して事実が特定される。
その後、事実を文脈の中に定位させる「総合」
と、その意味を増大させる「分析」が行われ、
事実が客観的に何を語っているのかが意味づけ
られる（Dewey 1933=1955, p.133）。このように、
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「直接には存在している状況」（Dewey 1939=1957, 
p.24）を明らかにする思考は事実判断と呼ばれる
（森 1974）。先ほどの貧富の差の例を挙げると、
「観察される事実からして、論理的思考ができて
いない」等となる。
また、観念形成では、「間接には作り出すこと
が意図され欲せられる未来の状況」（Dewey 
1939=1957, p.24）が予兆されていることから、事
実判断には、現在の状況と比較する手段、つま
り道具的価値が付随してくる。デューイは、観
念を参照して価値を事実に付与していく思考を
価値判断と呼び、「われわれの願望、情感、喜び
の形式を支配すべきことがらについての判断」
（Dewey 1929=2018, p.265） だと定義した。先の例
に続けば、「（観念に含まれる教育的価値と照合
したときに、）論理的思考ができていないのは良
くない」等となる。
さらに、観念は指導の方向も指示しているた
め、価値は事実のさらなる推進力を生み出すも
のとなる。デューイは、「より良い価値の決定と
は、それが何をするのがより良いかの決定に相
当する（潜在力をもつ）」（Dewey 1916, pp.514-
515）として、価値の本質が未来の行動やクライ
テリアによって与えられる点、価値判断には何
がなされるべきかを決定する役割がある点にも
言及している。それは、このように行動したほ
うが「より良い、より賢明である、より良識的
だ、より正しい、より望ましい、より適切だ、
より目的にかなっている」（Dewey 1916, p.505）
等の規範命題として出現する。そのような対象
の不完全をより完全に近づける働きかけを、デ
ューイは実践的判断（practical judgment）と呼ん
だ。この場合、「生徒には論理的思考を身につけ
るべきで、〔何らかの具体的な改善〕をするべき
だ」等となる。これはフィードバックと呼ばれ
る活動にほかならない。
以上の論点は、次の2つに集約される。1つは、

形成的アセスメントは実践的判断のプロセスと
して説明できる。そしてこの考え方は、現在の
発達水準を決定する事実判断、観念と事実の比
較から発達の兆しを掴み取る価値判断、未来の
発達水準を決定し、教授学習の進路を具体的に
提供する実践的判断として、最近接発達領域に

対応している。もう1つは、事実の特徴に秘めら
れた可能的成長に気づくことで初めて、フィー
ドバックは生成される。ここでは、教育的価値
をローカライズさせる重要性が指摘できる。デ
ューイは信念との向き合い方について、「既知の
善にしたがって行為する意志」ではなく「何が
善であるかを知ろうとする意志」に即して、行
動の方向性を与える手段としての信念を仮説的
に構築するべきであると論じている（Dewey 
1929=2018, p.216）。斎藤もまた、既存の価値クラ
イテリアの適用ではなく、判断者が所有する価
値やクライテリアを疑うことにこそ価値判断の
真価があると述べる（斎藤 1974）。つまり、実践
的判断者は既存の価値と実践を照合するだけで
なく、価値を創造する担い手となることで、活
動を調整していくのである。
価値の受け手になることの弊害は、先行研究
でも報告されている。特に知識創造学習におい
て、判断の参照先（クライテリア）を厳格に規
定すると、学習のニーズ把握とフィードバック
の視野が狭まることが分かっている（James et al. 
2007）。この課題に対処するために、教師と生徒
でクライテリアを協働創造させるモデルが提案
されてもいる（西塚・有本 2019）。
ここまで、「生徒の学習実態を把握する」とい
う現在の発達水準を中心とした考察を進めてき
た。それでは、未来の発達水準という観点から
みたとき、改善はどのように解釈できるだろう
か。もとよりデューイは教育目的・目標をどの
ように理解していたのか。また、いかにして観
念を実践的判断へと具体化できるのだろうか。
さらに、願望や情感等の主観的感情は実践的判
断にどう作用するのだろうか。そこで最後に、
目論見（end-in-view）と呼ばれるデューイの目的
論に注目し、人間の意志がどのように改善行動
に統合されていくのかを精査していく。

4．目論見による改善の戦略設計

（1）欲求の手段化
判断が人間の手によって行われるならば、そ
の中に興味や欲求等の主観的な感情の影響が必
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ず入り込んでくる。デューイは価値評価と欲求
の関係を次のように述べている。

何となれば、何か欠けているものを生ぜし
めることが必要である時にのみ、或いは、
外的条件によって脅かされる何かのものを
存在させておくことが必要である時にのみ、
貴ぶ（prizing）とか欲する（caring）とかい
う意味での評価（valuation）が生ずるのであ
るから、即ち評価（valuation）は欲求するこ
と（desiring）を含むのである。（Dewey 
1939=1957, p.30）

さらにデューイは、欲求を2つに大別している。
それは、習慣や野生的な反応に身を委ねる衝動
と、仮にそれに従うとしたらどうなるかの結果
を見通したうえで批判的に再構成させた欲求で
あり、後者のみが考証たりうる知的な欲求であ
るとしている。このことをレオンチェフは、欲
求は対象的であるときにのみ活動を統制できる
という仕方で表現してもいる。すなわち、欲求
は「有機体の欠乏状態」（Leont’ev 1975=1980, 
p.73）ではなく、対象と出会い、現実の活動を方
向づけ、調節する役割を果たす社会的状態を指
している。
欲求以外にも、不足、危機、問題の解消には
一定の忍耐力が求められる。生徒が抱えている
困り感や、生徒の現実と理想の間にある障壁を
乗り越えるとき、「容易ではないが、何とか解決
したい」という対抗的な感情と葛藤することに
なる。デューイによれば、「欲求と反感のむすび
ついた特別の感情的状況」（Dewey 1913=1972, 
p.37）、あるいは「欲求に伴う緊張の本質」（Dewey 
1939=1957, pp.32-33）が努力である。努力は、反
射的な衝動から、抵抗に立ち向かう欲求へと発
展させるような、活動を持続させるプロセスと
いえる。
加えて努力は、興味（interest）を高めるエネル

ギーでもある。興味とは、「彼をして何か他の結
果よりもある定まった結果を生ぜしめるように
行動させるところの利害関係」（Dewey 1939=1957, 
p.34）である。何らかの利害をもつ人間は、現実
（観察される対象や実態）と自らが望む理想（観

念）との間に生まれる食い違いを是正しようと
試みる。天野の言葉を借りると、興味は「自我
の側における事柄と自我によって働きかけられ
る事物や観念との同一化」（天野 1977、p.91）を
欲求する働きかけであり、このときに努力は、
興味の持続性を支えるのである。
したがって、外的に規定されてあるもの以外
の教育目的・目標は欲求によって対象化され、
厳選された観念といえるだろう。そして、この
観念を改善のために利用しようと企てるとき、
「欲望は、アイディア（観念）を刺激し、それに
推進力を与え」、「アイディアは達成されるべき
活動のなかにある計画や、またあるべき活動の
ための計画」へと成形されていく（Dewey 
1938=2004, p.110）。デューイは、観念に基づいて
現在の発達をより優れたものにするための手段
とプロセスをデザインすることを目論見（end-in-
view） な い し は 観 念 力 と 呼 ん だ（Dewey 
1939=1957, p.100）。つまり価値判断は、衝動から
現実の活動を方向づける欲求へと至る経過の中
で、可能な結果を予測するという教育目的・目
標に根ざした思考を始めた瞬間に、実践的判断
の契機を得るのである。
目論見が計画を指すとすれば、教育目的・目
標は到達地点を単純に指示するものではなく、
到達地点に向かうための方法となる。的（目論
見）は投撃（学習）の可能性を高める手段であ
り、現在の行動のほうがむしろ目的だといえる。

厳密にいうと、目論見は現在の行動手段で
あり、現在の行動は遠い目的のための手段
ではない。的が存在するから人が撃つので
はなく、投げたり撃ったりすることがより
効果的で重要かもしれないために的を設定
するのである。（Dewey 1922, p.226）

例えば、「文章を論理的に書けるようになる」
という目的・目標は、生徒の現時点の学習がよ
り良く変化することが期待できるために打ち立
てられるのであって、生徒の経験的な連続性を
無下に学習の外側から課されるものではない。
以上から、目論見とは手段化された欲求であ
り、観念を実践的判断へと具体化していく手続
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きである。また、生徒と教師が実践的判断を妥
当かつ有益に働かせる仕組みともいえる。欲求
によって対象化される観念は、目論見の構成を
介して目的・目標を定めると同時に、推理や推
論が、目的・目標の質を証明するクライテリア
となる。欲求、努力、興味、目論見の価値は、
現実に働きかけた結果をみて、それらが役立つ
ものであったかを省察することで検証できる。

（2）コミュニケーションに埋め込まれたアセス
メント

個人の主観的感情や観察、判断が目論見の構
成要素であるとしても、それらは教師1人の思考
で完結するわけではない。デューイは、コミュ
ニティに帰属する人間に対して、文脈が無意識
のうちに思考に作用するとしている。

何に価値があり、何に価値がないかについ
ての、われわれの意識的な評価（estimates）
が、われわれが全くそれについて意識して
いない基準（standards）に、どれほど多く依
拠しているかについて、われわれは滅多に
気づかない。しかし、一般に、われわれが
探求や熟慮なしに、当然のことと見なして
いる事柄こそ、われわれの意識的思考を決
定し、われわれの結論を決定する事柄であ
ると言えるのである。そして、内省の水準
の下にあるこれらの習慣こそが、他者との
関係の絶え間ないやりとりのなかで形成さ
れた習慣なのである。（Dewey 1916=2000, 
p.34）

デューイは、コミュニケーションが「人びと
が共同に事物を所持するにいたる仕方」である
とし、信念や願望、習慣、知識がコミュニティ
内の共有物として創造、分有、継承されていく
と考えた（Dewey 1916=2000, p.15）。このことを
踏まえれば、「他者との関係の絶え間ないやりと
り」、すなわちコミュニケーションが、専門知や
身体知、経験、アイデンティティ、関係性のネ
ットワークといった、教師（集団）の生を支え
ている文化の維持と醸成に寄与していることは
明らかである。教師は、帰属コミュニティが織

り成してきた歴史と、その中の様々な価値ある
（valuing）言動や価値クライテリアをスクリプト
として内面化していく。このように目論見の起
源を辿ると、興味、欲求、勘、暗示、観念等は
全てコミュニケーションによって創造されたも
の、既存の文化から巡り巡って継承されてきた
ものとなる。そして、こうした目論見の背後に
ある「相互に連結した重層的なフィードバック・
ループ」（Howe & Arimoto 2014, p.227）を加味す
る捉え方が、改善活動は「頭の中」の心的行為
ではなく、「頭の外」の社会的活動として解釈さ
れねばならないとする主張（Elwood & Murphy 
2015）を支持していることが分かる。
文脈的諸要因によって思考が制約を受ける以
上、人間活動に見られる改善の原理と機構は、
文化的価値システムの中でのみその全体像を掴
み取ることができる。改善と文脈を統合的に理
解する挑戦はすでに、いくつかの研究でなされ
ている。有本と濱田によると、秋田県の小中学
校では、全員の関わりと共同責任の感覚や教師
のリーダーシップ等が、「どうすれば物事をより
よくすることができるかを問い続ける文化」を
支えている。また彼らは、そこでのコミュニケ
ーションに埋め込まれたアセスメントを、「地域
が学校をシェイプする」という表現で指摘して
いる（有本・濱田 2016，p.87）。つまり、学校を
中心とした地域コミュニティの経時的かつ共時
的なコミュニケーションによって、地域土着の
言語やメタファー、歴史、伝統、規範、制度を
水脈にして、実践的判断のプロセスが独自の形
態で創発されているという。このように、フィ
ードバック・ループはローカルなコミュニティ
でのみ創造・承認・伝承されるため、アセスメ
ントを解釈する次元は個人から「集合的な生」
へと引き上げなくてはならないのである。

5．結論

 本稿では、活動理論に立つデューイの議論に
まで遡り、アセスメントを軸にして彼の理論を
再解釈することで、形成的アセスメントの理論
的枠組みを構成し直すことを試みた。つまると
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ころ、社会文化的な形成的アセスメントとは実
践的判断のプロセスである。それは、個人の変
容と集団の変革という目的・目標と教育活動の
間を架橋し、教育的価値の相対化を通じて学校
教育全体を創造していくポテンシャルを秘めた、
コミュニティによる不断の文化的実践である。
具体的に、実践的判断のプロセスの要点は、
次のように整理できる。教師はまず、事実とな
りうる対象（実態）を観察しようと興味をもつ。
ここでは観察されうるものの範囲が決定される。
次に、推論・推理による観念形成と、事実とし
て取り出そうとしている対象との関係性を明ら
かにしたうえで、その対象の中から、生徒の学
習の姿がどのようであり、何をしているのかと
いう実態を選択的に与件化する。そのとき、事
実特定と価値特定が、適切な事実と観念を決定
する。その後、客観的にみて事実が何を意味す
るのか、生徒や教師は何ができて何ができてい
ないのかを、分析と総合を通じて明らかにする
事実判断を行う。この事実判断が改善の土台と
なるためには、明確なクライテリアを内包させ
ている観念を持ち出し、現在と未来の発達水準
の間にギャップを作る必要がある。その距離が
学習の相対化・比較を可能にし、良悪や達成具
合を客観的に値踏みする価値判断が実行される。
この価値判断に作用する主観的感情は、一方で
は対象に注意を向ける興味となり、他方では価
値判断に対して興味とともに衝動が働き、努力
を介して「学習をどうしていきたいのか」の欲
求を高める。目論見は、この欲求が推進力とな
り、観念に指導力を持たせる。この段階におい
て、生徒や教師が実現できると思われる状態「…
できる（はずだ）」が打ち立てられる。未来の発
達水準が現在の行動をするために重要であるこ
とを正当化するために、「…するべきだ」という
実践的判断が下される。実際に行われた実践的
判断はその後、省察を経て、個人の経験、もし
くはコミュニティの文化的価値システムを強化
したり、再構成したりするように働きかける。
最後に、本稿の課題を2点述べる。第1に、本
稿の議論と教育実践の分析の間にはまだ距離が
ある。例えば、教師は実践的判断の個々のプロ
セスを言語化するとも限らない。「生徒がつまず

く（学習が上手くできていない、それは良くな
いことだ）」等の言語的な特徴は、事実判断と価
値判断の区別を曖昧にしている。また、教師間
でもそうした言葉の意味を暗黙裡に了解し、コ
ミュニケーションに使用してもいるだろう。そ
のため、教師と生徒の活動に注意を向け、実践
的判断のプロセスを可視化する方法論を開発し
なくてはならない。さらにいえば、そうした方
法論以前に、デューイの教育論にも限界がある。
デューイとヴィゴツキーの理論の相違性を見出
したグラスマンによると、社会的な歴史とそこ
で生み出される道具、思考の資源となる経験と
文化、学習の統制という面からみて、両者の見
解は活動の使い方と教室で活動を使う理由が異
なっている（Glassman 2001）。よって、  近年の活
動理論にまで至る系譜（Engeström 2015=2020）
を丹念に追いかけ、本稿の知見に組み込み、議
論を深化させる必要がある。
第2に、本稿では教育目的・目標の設定方法を
論じたものの、その中身や、アセスメントとの
関連性については触れていない。デューイにと
って教育目的・目標は、「現存する状況を変えて
いく積極的過程」であり、「仕上げ、完成させ、
洗練していく不断の過程」である（Dewey 
1920=1995, p.133）。換言すれば、特定の学問領域
の内容ではなく、経験を質的に変化させ、再構
成させる継続的プロセスとしての成長が、真の
目的・目標なのである。第1の課題と同様に、こ
のことを実証面で解釈することが枢要となる。
 また、教育目的・目標を主題化すると、アセス
メントの総括的側面が必然的に問題となってく
る。本稿では、形成的アセスメント論とデュー
イの所論との関係性に関する言及にとどまって
おり、教育アセスメント論全体を取り上げたも
のではない。本稿の見解とデューイの所論によ
って、教室・測定学レベルの総括的アセスメン
トがどのように説明されうるのかを吟味してい
くこともまた、今後の課題である。
一口に形成的アセスメントといっても、人間
による文化的実践として解釈する活動理論の立
場と、従来のように、効果量（effect size）等を
示して学習科学的に効果があると証明されてき
た学習科学の立場があり、アセスメントの目的、
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分析の射程範囲、駆動原理は明らかに異なる。
また現時点では、この2つは理論と方法論をみて
も相容れない領域とされている（Engeström 
2015=2020）。ゆえに、これまで蓄積されてきた
学習科学側の考え方を活動理論の側が無条件に
借用することは危険であり、アセスメントの社
会文化的理論化には独自の認識論を用いるべき
である。本稿の成果は、その認識論の1つとして
デューイ論的解釈を持ち出し、形成的アセスメ
ントの理論的基盤を再構築したことにある。

付記

本研究はJSPS科研費20J20092の助成を受けたも
のです。

注記

1 本稿では、日本語の「形成的評価」という言葉を使
用しない。「形成的評価」には、ブルーム（Bloom, 
B. S.）が考案した形成的テスト（特定の時期に行う
小テスト）、小テストの合計を成績づけや評定に利
用するという発想、指導や学習の後に実施する活動
といった、心理測定学的な特徴を備えており、ペダ
ゴジー、すなわち「教育理論、価値、エビデンス、
正当性等に付随する言説であり、教えるという行為」
（Alexander 2008, p.47）の理論として理解されてき
てはいない（Nishizuka 2020）。学習とアセスメント
は本来、別々のプロセスではなく、ペダゴジーを介
して複雑に絡まり合うものであるが（Baird et al. 
2017）、国内ではその点が十分に議論されていない。
「評価」に対する読み手のイメージを払拭するため
に、本稿ではアセスメントと表記する。ここでいう
アセスメントとは、学習の状況と進歩に関する情報
を収集し、整理するプロセスである（Black & 
Wiliam 1998）。

2 文化とは、活動を媒介する「コミュニティの共有物」
とその体系のことであり、言葉、信念、規範、関係、
役 割 等 を 指 す（Dewey 1916=2000; Engeström 
2015=2020）。

3 コミュニティとは、個々の成員が「共同の目的を知
っており、それに関心をもっていて、それを考慮し
ながら各自の特殊な活動を調整する」集団であるこ

と、そして成員の間で、「共同に所有する事物」を
創作し、所持する手段としてのコミュニケーション
が成立している場である（Dewey 1916=2000, pp.15-
16）。
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Formative Assessment as a Process of Practical Judgment
– Return to Theory of Valuation by John Dewey –
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Abstract

In recent years, educators have been crying out for an effective and practical theory of assessment to improve 
teaching and learning, i.e., formative assessment. Such assessment has been criticized, however, for its fragile 
theoretical foundation and limited applicability to practice, both of which arise from the failure to incorporate 
socio-cultural perspectives when constructing theory. This study, therefore, proposes a new theoretical framework 
for socio-cultural formative assessment, based on a discussion of John Dewey’s theory of valuation. An 
explanatory model was thus obtained in which feedback as a practical judgment is generated by teachers living in a 
particular community. These teachers make factual and value judgments informed by their observations and create 
ends-in-view while exercising emotions (desire, interest, and effort). Formative assessment, which can be treated 
as a process of practical judgment, is a cultural practice of a specific community with the potential to qualitatively 
change the entire school education system. This can be achieved by relativizing educational values, bridging gaps 
between educational activities and ends-in-view for the transformation of both the individual and the group.

Keywords

formative assessment, practical judgment, socio-cultural approach, John Dewey
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